
田原市ＤＸ白書２０２２

0

田原市

２０２２年度版

令和５年８月

田原市ＤＸ推進本部

全国自治体ＤＸ推進度ランキング２０２３

― 田原市４７位／全国1, 741市町村 ―
時事総合研究所調査 令和５年５月公表

ＤＸ白書の目的
少子・高齢化等の様々 な地域課題を抱える本市が、国等のＤＸ推進策や田原市デジタル

社会形成方針に基づき、デジタル技術を活用し活力あるまちづくりを進めるために、まず、

現時点のデジタル活用の状況を把握することとしました。

今後は、取組の現状や新技術の普及状況等を踏まえて、効果的なデジタルトランスフォー

メーションで課題の解消を図り、本市の将来像の実現を目指します。
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田原市デジタル社会形成方針
（令和４年３月 田原市ＤＸ推進本部策定）

基本理念

誰もが豊かさを享受できる

効率的で利便性の高い地域社会の実現

策定方針

〇地域社会・経済の活性化

〇暮らしやすさの向上

〇行政サービスの向上

〇効率的なＤＸ推進

デジタル技術を活用して

様々 な課題を克服し

安心して暮らせるまちに！

デジタルを使えば

楽で、便利で、確実に！
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第１章社会動向・ 背景

*ここでは、社会・行政のデジタル化の動向、本市の現状・課題を整理します。

〔 １項〕 社会・行政のデジタル化 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆近年の急速な情報通信技術の進展により、私たちのライフスタイルは、目まぐるしく変化し、

“ 第５次産業革命” と言われるデジタル活用社会の実現が、国家・地域の存続、人々 が豊かさ

を感じられる社会を築いて行く上で不可欠なものと認識されています。

◆また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応において、我が国のデジタル化の遅れが露呈

し、国はデジタル推進法令やデジタル庁新設等体制を急展開で整備するとともに、地方自治体

にも取組の推進を求めています。

◆本市においても、急速な少子・高齢化による人口減少・担い手の不足、経済・地域活力の低下

など様々 な課題が顕在化してきていることから、デジタル技術の進歩と社会変容を的確に捉え

ながら、“ デジタル活用による地域課題への対応”が求められる状況となっています。

◆そこで、令和３年２月、本市のデジタル化の推進を目的とする田原市ＤＸ推進本部を設置し、

国のデジタル関連法・実行計画を踏まえて、令和４年３月誰もが豊かさを享受できる効率的

で利便性の高い地域社会の実現を目指した田原市デジタル社会形成方針を策定し、施策展開を

加速させています。

【用語解説】 Ｉ ＣＴ ＝Informati on and Communi cati on Technol ogyの略。通信技術を活用したコミュニケーションを指し、情報処理だけでなく、

インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 直近の国の動向 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〇令和２年１２月デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針を閣議決定し、デジタル社会のビジョ

ンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様

な幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」 を提示。

〇令和３年５月デジタル関連法成立、同年６月デジタル社会の実現に向けた重点計画、同年９月デ

ジタル庁設置・デジタル関連法施行（利便性の向上、押印見直し等）。

〇令和４年６月経済財政運営と改革の基本方針２０２２、デジタル社会の実現に向けた重点計画改

訂、デジタル田園都市国家構想基本方針を閣議決定し、規制の一括見直しなどデジタル化を推進。

〇令和４年１２月デジタル田園都市国家構想総合戦略（まち・ ひと・ しごと創生総合戦略の抜本的改訂）を閣

議決定し、令和９年度までの各府省施策を充実・具体化し、重要評価指標と工程表を位置付け。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 直近の愛知県の動向 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〇令和２年１２月あいちＤＸ推進プラン２０２５を策定し、次の４つの柱を軸に県行政のみならず、

市町村のデジタル化を含めた県全体の情報化・ ＤＸ推進を図っています。

①県行政の効率化・ DXの推進（ ICT業務変革、ICT環境モバイル化、行政手続オンライン化）

②データの活用（オープンデータ化促進、官民データ活用、行政データ連携）

③県域ICT活用支援（市町村デジタル化支援、ICT活用支援、デジタル格差対策）

④デジタル人材育成（官民人材育成、ICT教育、県民リテラシー向上）

図1-1-2 デジタル田園都市国家構想総合戦略（概要資料抜すい）

図1-1-1 電子政府・電子自治体からデジタルガバメントへ（主な法改正及び政府戦略）総務省資料抜粋

ＤＸ（デジタル・ トランスフォーメーション） とは、Ｉ ＣＴ（情報通信技術）の浸透が人々 の生活をあらゆる面で、より良い方向に変化させると
いう概念で、様々 なモノやサービスがデジタル化により便利になり効率化され、それまで実現できなかった新たなサービスや価値が生まれる社会や

サービスの変革のこと。 ※TransをXと略している

デジタル田園都市国家構想総合戦略 （ 2023～2027年度）

➢テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく変化している中、今こそデジタルの力を活用して地方創生

を加速・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」 を目指す。

➢東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、都会に匹敵する情報やサービスを利用できるようにすることで、地

方の社会課題を成長の原動力とし、地方から全国へとボトムアップの成長につなげていく。

➢デジタル技術の活用は、その実証の段階から実装の段階に着実に移行しつつあり、デジタル実装に向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタ

ル田園都市国家構想交付金の活用等により、各地域の優良事例の横展開を加速化。

➢これまでの地方創生の取組も、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果や知見に基づき、改良を加えながら推進してゆくことが重要。

〈総合戦略のポイント〉

●まち・ひと・ しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、2023年度から2027年度までの5か年の新たな総合戦略を策定。デジタル田園都市国家構

想基本方針で定めた取組の方向性に沿って、各府省庁の施策の充実・具体化を図るとともに、KPI とロードマップ（工程表）を位置付け。

●地方は、地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを再構築し、地方版総合戦略を改訂。地域ビジ

ョン実現に向け、国は政府一丸となって総合的・効果的に支援する観点から、必要な施策間の連携をこれまで以上に強化するとともに、同様

の社会課題を抱える複数の地方公共団体が連携して、効果的かつ効率的に課題解決に取り組むことができるよう、デジタルの力も活用した地

域間連携の在り方や推進策を提示。
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〔 ２項〕 本市の現状・ 課題 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆本市は、人口減少、少子化・高齢化、生産年齢人口減少等が進行するなか、広い市域を抱え、

地震・豪雨等様々 な災害、地球温暖化、自然環境保全などの課題に対処しながら、地域産業や

生活基盤を維持し、住み続けられる地域づくりを進めて行かなければなりません。

◆これら地域課題に対して、デジタル技術活用による省力化・効率化等による労働生産性の向上

や、行政サービス・福祉医療・教育等のオンライン活用による距離的・時間的制約の解消など

打開策による地域活性化が期待されています。
【用語解説】オンライン＝インターネット回線に接続した状態を意味する言葉。オンライン申請は、自宅等からインターネット経由で申請すること。

①人口減少と少子高齢化

◆総人口 ５９，３６０人［ R2国勢調査］←６６，３９０人［ H１７］ ※１５年間で△７，０３０人(△１０．６％)

◆高齢化率(65歳以上人口) ２８．１％（１６，６９８人)［ 〃］←１９．９％（１３，２１０人)［ 〃]

◆生産年齢人口(15～64歳人口割合) ３３，４５３人（５６．４％）［ 〃］←４３，３８６人（６５．４％）［ 〃］※減少

◆要介護・要支援認定者 ２，４５９人［ R4年9月末：介護保険事業報告］←１，５８５人［ H１７市調査］※大幅な増加

②新型コロナウイルスなど新たな感染症対応

〇外出自粛や行動制限による日常生活や経済活動への影響

③市民の安心・安全確保

〇地球温暖化による豪雨・台風災害の増加や大規模地震災害の発生が想定

〇特殊詐欺犯罪（振込詐欺等）やサイバー犯罪、高齢運転者の自動車事故対応等

④子育て・教育環境の向上と人材育成

〇妊娠・出産・子育てへの不安や負担感の増大、GIGAスクール導入など教育環境の変化

⑤地域産業の活性化

〇農漁業の後継者不足、地域間競争の激化、景気の低迷、コロナ禍で商業・観光産業への打撃

◆第一次産業就業者数 １０，９３２人（ ２９．６％）［ H２７国勢調査］ ←１３，５０２人（ ３３．３％）［ H１７］※減少

◆商業事業所従業員数 ２，８２５人［ H２６商業統計］ ←４，２８０人［ H１９］※大幅な減少

⑥地理的特性の克服

◆行政面積 １９１．１１ｋ㎡※県下７位、東西延長約３０㎞の半島地形で、移動負荷が高く非効率

⑦自然環境保全と地球環境への対応

〇道路沿い除草や海岸漂着物、不法投棄対応 〇２０５０年までにゼロカーボンシティ実現

⑧行政効率化と透明性向上

〇３町合併で増加した公共施設やインフラの適正化必要。

⑨デジタル活用の現状

◆情報通信機器の世帯保有率 全国値９６．８％（スマートフォンやパソコン等）［ R３総務省白書］

◆スマートフォン等利用状況 全国値７７．８％（６０～６９歳７３．４％、７０歳以上４０．８％）［ 〃 ］
※70歳以上の利用しない理由：生活に必要ない（ 52. 3%）、使い方が分からない（ 42. 4%）

◆マイナンバーカード交付率 全国値６７．０％ 田原市６５．７％［ R５年３月末国調査］

第２章本市取組の経緯

*ここでは、本市の電算化・地域情報化等の経緯を整理します。

〔 １項〕 取組経過（ 概要） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆本市では、行政改革（事務改善）の一環から、１９７０年代にオフィスコンピューターをいち早く

導入し、その後、１９９６年３月策定第４次田原町総合計画に掲げた「 地域情報化分野の方針

及び地域情報化基本計画」等に基づき、総合的かつ分野ごとに行政サービス・市民生活に対応し

たＩ ＣＴ導入等に取り組んできました。

◆近年は、県（あいち電子自治体協議会）や近隣市等による共同処理の取組、地図データ活用等の行政事

務の電子化を進めるとともに、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症への火急的対応とし

て、デジタル移行推進のための行政手続押印廃止やオンライン申請・会議、マイナンバーカード

による住民票等コンビニ交付、電子決済導入等の取組を加速化しています。

〔 ２項〕 関連計画の策定経緯 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

1996年3月策定 第4次田原町総合計画 …部門計画に情報通信分野を新設

1998年3月策定 田原町地域情報化推進計画 …目標・整備方針・地域情報化施策を整理

1998年3月策定 田原町地図情報システム基本計画…全庁的なシステム導入のあり方を整理

1999年3月策定 田原町地域情報化実施計画 …情報システム・拠点・通信基盤整備等

2002年3月策定 豊橋・ 田原テレトピア計画 …ＣＡＴＶ、公共施設予約、在宅福祉等

2008年3月策定 田原市地域情報化計画 …Ｉ ＣＴ重点施策の実施

2022年3月策定 田原市デジタル社会形成方針 …地域社会と行政サービスのデジタル等

〔 ３項〕 関連事業の実施状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＜1970年代＞ 田原町オフィスコンピューター導入

＜1980年代＞ 庁内用ワープロ・パソコン等OA機器導入期

＜1990年代＞ 各分野の情報化対応、田原観光情報サービスセンター、図書館情報化、東三河

消防指令センター ※1997年 町ホームページ開設 ※1998年庁内LAN・ 独自サーバー整備

＜2000年代＞【携帯電話・スマートフォン普及拡大期】 市役所防災センター、電子申請・施

設予約・電子入札システム自治体共同調達（あいち電子自治体推進協議会）
※2002年 情報センター（メディア研修室等※2018年閉館）・ ＣＡＴＶサービス開始

＜2010年代＞ 基幹系システム・行政情報システム・各種ソフトウェア（東三河共同調達）、小・中

学校校務支援システム（豊橋市共同）
※2015年 マイナンバーカード

＜2020年代＞ 住民票等コンビニ交付、キャッシュレス決済サービス開始
※2021年 行政手続押印廃止等
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第３章市民等の導入状況

*ここでは、市民、事業者等の情報通信技術の導入状況を整理します。

〔 １項〕 市民（ 導入状況・ 意向） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆市民のスマホ利用は、既に固定電話・パソコン等を上回る状況で、これら情報機器は、家族・

友人との連絡、情報収集、予約・買物・販売、写真データ等保存、ゲーム・動画・音楽再生、

オンライン決済などで使用され、オンライン活用の拡大などに期待が寄せられています。

【令和４年市民意識調査】 ７月（郵送・Ｗｅｂ）市民アンケート：田原市在住１８歳以上３，５００人送付・ １，３０１件回収（回収率３７％）

①情報機器の状況

◎スマートフォンの普及は、固定電話・パソコン等を上回っています。

〇スマートフォン（携帯電話含む）

を本人・家族が所有８５％（ １
人１台所有４０％）

〇自宅に１台以上のインターネ

ット接続パソコン・タブレット

がある６４％

②スマートフォン・ パソコン等の使用目的（複数選択）

〇メールやＬＩ ＮＥなどＳＮＳで家族・友

人との連絡＝８３％

〇情報収集＝７１％

〇各種予約・買物・販売など＝５４％

〇写真データ等保存・加工など＝５２％

〇ゲーム・動画・音楽再生など＝４８％

〇オンライン決済＝３０％

〇仕事・勉強＝３０％

〇ブログ・ Twi tter等情報発信＝１６％

【用語解説】ＳＮＳ ＝Soci al  Networki ng Servi ceの略で、登録した利用者同士がインターネット上で交流できる場を提供するサービスで、

LINE、Twi tter、Instagram、Facebook等。

③デジタル社会への期待（複数選択）

◆オンライン化

・ オンライン申請５３％

・ オンライン・ショッピング３８％

・ オンライン診療３１％

・ オンライン決済２３％

・ オンライン授業１１％

◆自動化・省力化

・運転システム３５％

・子育て・介護３０％

◆テレワーク１１％

④デジタル社会への不安（複数選択）

◆トラブル：個人情報漏洩や不正利用４６％・悪質サイト等犯罪４０％ ◆利用格差４４％ ◆人間関係希薄化２２％

◆機械の使い方２１％・用語の理解１８％・費用負担１９％

〔 ２項〕 事業者等（ 導入状況・ 意向） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆市内の事業者は、今後重視したい取組として人材確保・育成や情報化等、デジタル技術の活用

ではネットワーク利用、受・発注システム、ペーパーレス化等が挙げており、それらに取組む

にはノウハウ・ 対応時間・人材・費用の不足、行政への期待としては補助金を挙げています。
【用語解説】ペーパーレス化＝紙を使った文書・資料等を電子化（データとして活用・保存）し、パソコン等のディスプレイ画面で閲覧・処理するこ

とで業務効率改善やコスト削減を図ること。

〈 １〉 事業所のデジタル化

①今後重視したい取組（複数選択）

◆人材確保・育成６６％

◆情報化（デジタル化） ２７％

◆事業の再構築２３％

◆後継者育成２１％

◆マーケティング等１８％

◆国際化１８％

◆新分野進出１６％

②デジタル技術の活用状況【今後取り組みたいこと】（複数選択）

〇ネットワーク利用４６％【▼２７％】

〇受・発注システム３９％【▼２７％】

〇ペーパーレス化等３２％【▼３０％】

〇社内システム整備２３％【＝２３％】

〇マーケティング ２３％【▼１８％】

〇クラウドサービス１８％【↑２３％】

〇従業員スキル向上１８％【↑２３％】

〇営業活動 １４％【↑１８％】

〇リモートワーク １４％【▼ ９％】

〇データ入力簡素化１１％【↑３６％】

〇ＥＣサイト利用 １１％【↑１４％】

〇工場の自動化 １１％【＝１１％】

〇データ分析・予測 ９％【↑３４％】

〇定型業務の自動化 ５％【↑１８％】

③デジタル活用の課題（複数選択）

〇ノウハウ不足３６％ 〇対応時間３２％ 〇人材不足２７％ 〇対応費用２５％ 〇成果・収益２１％

〇必要性なし２３％ 〇着手内容１４％ 〇効果の面１１％

④行政への期待（複数選択）

〇補助金制度５７％ 〇基本セミナー２５％ 〇人材育成セミナー２７％ 〇技術セミナー２１％

〇人材派遣１１％ 〇税制優遇制度１４％ 〇融資制度９％

〈 ２〉 農業者のデジタル化

①農業経営で重要と考えられること（複数選択）

〇農産物価格の安定７１％ 〇労働力の確保５９％ 〇行政の支援３３％ 〇Ｉ ＣＴや省力化機械等２５％

〇設備投資２０％ 〇販路確保１８％

②Ｉ ＣＴや省力化機械等導入支援によるスマート農業推進

ア）取組の評価 〇不満＝１６％ 〇やや不満＝２９％ 〇普通＝５５％

イ）取組重要度 〇重要＝２０％ 〇普通＝３７％ 〇重要でない・ あまり重要ではない４３％

【令和４年市民意識調査】令和４年７月実施（郵送・Ｗｅｂ）

■事業所アンケート：送付１００件・回収４４件（回収率４４％）

【回答者概要】個人経営４３％・株式会社等５７％、本社８０％・本社以外２０％、従業員１０人未満６４％

【令和４年市民意識調査】令和４年７月実施（郵送・Ｗｅｂ）

■市内農業者アンケート：送付１００件・回収４９件（回収率４９％）

【回答者概要】専業９４％・兼業６％、従事者数：１人２９％・２人６３％・３人以上８％
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第４章行政業務・ サービス等のデジタル化（公共ＤＸ）状況

*ここでは、市が実施する行政業務や市民サービス等のデジタル活用の状況を整理します。

〔 １項〕 デジタル活用の概要 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〈 １〉基幹系・情報系システム等

◆本市は、社会の情報通信技術の進展に合わせて、効率的・効果的な行政サービスを実現するため、

１９７０年代から各種情報の処理（収集・登録・抽出等）にオフィスコンピューターをいち早く導入し、

その後も基幹系システムと情報系システムの整備や個別業務のＩ Ｔ活用に取り組んでいます。
【用語解説】基幹系システム＝行政サービスに直結する住民・税務情報などを処理するシステム。

【用語解説】情報系システム＝メール・ＳＮＳなど社内外でのコミュニケーションや、会計処理・人事管理等事務処理の効率化に使われるもので、Ｗｅｂ・

メール・スケジューラー・社内ＳＮＳ・グループウェア・Ｗｅｂ会議など。

◆この間、あいち電子自治体推進協議会や東三河共同調達等により、同じ業務を行う地方自治体の

共同処理による業務効率化と経費削減にも取り組んでいます。
【用語解説】あいち電子自治体推進協議会＝愛知県及び県内全市町村（名古屋市を除く）は、共通の目標である電子自治体化を、経費や人的な面で効率よく、

地域全体として格差なく、しかも早期に実現するため「あいち電子自治体推進協議会」を平成１５年４月１８日に設立しました。

【用語解説】東三河共同調達＝豊川市（事務局）、田原市、新城市、東栄町、設楽町、豊根村の東三河６市町村が共同・クラウド方式で行政運営に共通して

必要となるシステムの導入（構築・運用）を平成２４年度から進めています。

◆その一方で、デジタル・ガバメント推進方針（平成２９年５月）に基づく国のデジタル・ガバメント

推進策の一環として、地方自治体の基幹系システムは令和７年度までにガバメントクラウド活用

の標準準拠システムに移行（主要業務システムの全国共通化）することが決定し、現在、その移行準備を

進めています。
【用語解説】ガバメントクラウド ＝国の全ての行政機関（中央省庁・独立行政法人など）や地方自治体が共同で行政システムをクラウドサービスとして利用

できるようにしたＩ Ｔ基盤のこと。今後の情報システムは、クラウドサービスを優先活用する方針（クラウド・バイ・デフォルト原則）を決定。

〈 ２〉 その他デジタル活用

◆市の個別業務のデジタル化は、１９８０年代に文書作成へのワープロ（ワードプロセッサー）の導入に

始まり、続いて一定件数のデータ処理に専用パソコン（パーソナルコンピューター）・ ソフト（ソフトウェア）

を活用するなど社会のデジタル化と歩調を合わせ、各分野の状況に応じて導入して来ました。

◆その後、ＬＡＮによるパソコンのネットワーク利用やインターネット利用の拡大、文書作成・表計

算・データ管理等の様々 なソフト、デジタルカメラ、センサー、ＧＩ Ｓなどの技術発展とともに、

業務効率化・効果向上等にはデジタル活用が欠かせないものとなっています。
【用語解説】ＬＡＮ ＝Local  area networkの略。企業・官庁のオフィスや工場等事業所、学校、家庭などで使用するコンピューター・ネットワークのこと。

◆近年は、携帯電話、スマホ（スマートフォン）などのモバイル機器の急速な普及に伴い、人々 の生活に

デジタル活用が浸透していることから、これに対応した業務や行政サービスの向上に取り組んでい

るところです。

■今後、国が推進する標準準拠システム対象業務

①住民基本台帳、②選挙人名簿管理、③固定資産税、④個人住民税、⑤法人住民

税、⑥軽自動車税、⑦国民健康保険、⑧国民年金、⑨障害者福祉、⑩後期高齢者医

療、⑪介護保険、⑫児童手当、⑬生活保護、⑭健康管理、⑮就学、⑯児童扶養手

当、⑰子ども・子育て支援、⑱戸籍、⑲戸籍の附票、⑳印鑑登録

平成２０年代～ ■広域共同処理（東三河共同調達システム）
【行政情報】 グループウェア、文書管理、財務

会計、人事給与、契約等に利用し

ている内部事務用システム（職員
のスケジュール、掲示板データ、庁内電子

メール、電子化した公文書、電子決裁の記

録、歳入歳出起票データ、歳入歳出の記録、

予算・決算のデータ、契約データ）

【住民情報】 転入転出等住民記録、市県民税・

固定資産税等の地方税の賦課、各

種税の収納管理等に利用してい

るシステム（住民記録、所得情報、課税
情報、固定資産情報、軽自動車情報、収納

記録、市営住宅管理簿、市営住宅料金）

【健康管理】 予防接種、特定健康診査等の各種健康診断記録、統計資料作成、市民の乳幼児記録等に利用

しているシステム（市民の予防接種記録、健康診断記録、乳幼児記録）

【国保標準】 国保中央会の構築した国民健康保険資格管理、医療給付、国民健康保険税賦課に利用してい

るシステム。（国民健康保険被保険者台帳、国民健康保険税賦課台帳、医療給付情報）

【福祉総合】 保育、児童手当、児童福祉、障害者、福祉医療給付等の利用システム（保育所入所者データ、保育
料金データ、児童手当データ、障害者データ、障害給付データ、福祉医療給付データ）

【後期高齢者医療】 後期高齢者医療資格管理、医療給付利用システム（後期高齢者医療被保険者台帳、医療給付情
報、保険料情報、所得情報）

平成１０年代～ ■広域共同処理（あいち電子自治体推進協議会システム）
【電子申請】 県下自治体の共同利用。電子証明書利用申請、講座申込み、アンケート利用

【総合案内】 市公式ホームページに設置されているＡＩ チャットシステム（問合せデータ）

【電子調達】 入札参加資格申請、入札を電子的に実施し、開札結果の閲覧

【〃（物品）】 〃 （物品調達）

【施設予約】 各市町村公共施設のオンライン仮予約

【 】 電子化した申請書から手書き文字などの文字データ抽出し、電子データに変換

■市独自処理システム

【マイナポータル申請管理】、【公開型ＧＩ Ｓ】、【庁内型ＧＩ Ｓ】、【 ＲＰＡ】、等々

■その他共同処理システム

【介護保険】東三河広域連合 【後期高齢者医療】愛知県後期高齢者医療広域連合

【セキュリティクラウド】愛知県 【校務支援システム】豊橋市

【オープンデータカタログサイト】豊橋市、【 等々 】

■市独自処理（自庁システム）
1970年代から事務改善として、紙台帳で処理していた住民・税情報等を電算化する

独自システムを開発・運用

全国自治体ＤＸ推進度ランキング２０２３ ―田原市４７位／全国1,741市町村 ―
１位：さいたま市91. 676点、２位：大分市91.192点、３位：町田市91. 175点 ・ ・ ・ ・ ４７位：田原市81.657点

＊民間調査機関「時事総研」が、総務省「地方公共団体における行政情報化の推進状況調査結果（令和４年度版）」

とマイナンバーカードの交付枚数率により独自算出し、ランキングした結果。
採点要素（１００点満点）＝ 自治体ＤＸ推進体制等（２７点満点）、オンライン手続き等の行政サービス向上・高度化（５５点満点）

デジタルデバイド対策（５点満点）・情報セキュリティ対策（１２点満点）、マイナンバーカード交付状況（１点満点）

【 ランキング100位以内の近隣自治体】

24位)豊川市84.632点 35位)浜松市83. 18点 38位)大府市82.694点 50位)蒲郡市81. 219点 69位)豊田市79.195点

田原市の公共ＤＸの流れ

全体システム等 個々 ・個別

◆各種ＯＡ機器導入
（ファックス、ワープロ等）

◆個別業務専用パソコン導入

〇業務用ソフト導入

◆デジタルカメラ

〇インターネット利用

〇公式ホームページ開設

◆庁内ネットワーク構築

◆全職員パソコン配備

〇メール配信

◆情報センター開設

◆専用サーバー設置

◆水位センサー

◆ライブカメラ設置

（防犯・警備カメラ）

〇ＧＩ Ｓ

◆クラウドサーバー利用

（データ保存・ソフト利用）

◆デジタルサイネージ

◆スマートフォン利用

〇スマホアプリ利用

◆ドライブレコーダー

◆タブレット端末利用

〇オンライン会議システム

〇リモートワークシステム

◆ドローン活用
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公共Ｄ Ｘ 取組項目一覧表 Ｒ５以降 Ｒ４導入 Ｒ３導入 Ｒ２導入 Ｒ１導入 Ｈ３０以前 Ｈ２７以前

年度 該当事業名等

2 　基幹系システム 7 頁 所管課 通番

2 - 1 R2 戸籍情報システム 7 市民課 1

2 - 2 R2 住民記録システム 7 市民課 2

2 - 3 R2 児童手当関係システム 7 子育て支援課 3

2 - 4 R2 保育関係システム 7 子育て支援課 4

2 - 5 R2 障害者関係システム 8 地域福祉課 5

2 - 6 R2 福祉医療関係システム 8 保険年金課 6

2 - 7 R2 国保標準システム 8 保険年金課 7

2 - 8 R2 選挙事務システム 8 総務課 8

2 - 9 H20 後期高齢者医療システム 8 保険年金課 9

2 - 10 R5 電子納税システム 8 収納課 10

2 - 11 R7 税務システム 8 税務課 11

3 　情報系システム等 9 頁 所管課 通番

3 - 1 H17 庁内ファイルサーバー 9 総務課 12

3 - 2 H17 例規システム 9 総務課 13

3 - 3 H19 電子入札・資格申請システム 9 財政課 14

3 - 4 H27 グループウェア 10 総務課 15

3 - 5 H28 文書管理システム 10 総務課 16

3 - 6 H28 人事給与・庶務事務システム 10 人事課 17

3 - 7 H28 財務会計システム 10 財政課 18

3 - 8 H28 契約システム 10 財政課 19

3 - 9 H29 仮想ブラウザ閲覧システム 10 総務課 20

4 　マイナンバー関係 11 頁 所管課 通番

4 - 1 H27 マイナンバーカード交付 11 市民課 21

4 - 2 H27 マイナンバーカード活用 11 総務課 22

4 - 3 R1 確定申告利用 11 税務課 23

4 - 4 R1 電子処方箋利用 12 保険年金課 24

4 - 5 R2 住民票等コンビニ交付 12 市民課 25

4 - 6 R3 健康保険証利用 12 保険年金課 26

5 　オンライン申請基盤 12 頁 所管課 通番

5 - 1 H16 電子申請・届出システム 13 総務課 27

5 - 2 R4 マイナポータル 13 総務課 28

6 　地域情報化基盤 14 頁 所管課 通番

6 - 1 H14 情報センター設置・廃止 14 総務課 29

6 - 2 H19 ＣＡＴＶ整備・導入支援 14 総務課 30

6 - 3 H20 公衆無線ＬＡＮ整備 14 総務課 31

7 　地域データ基盤 15 頁 所管課 通番

参考H27 ＲＥＡＳＡＳ地域経済分析 15 国

7 - 1 H28 ｅあいちオープンデータ 15 総務課 32

7 - 2 H30 東三河オープンデータ 15 総務課 33

7 - 3 R4 公開型ＧＩＳ 15 総務課 34

8 　キャッシュレス決済 16 頁 所管課 通番

8 - 1 R3 キャッシュレス決済 16 会計課 35

9 　市政情報等発信 17 頁 所管課 通番

9 - 1 H9 公式ホームページ等 17 広報秘書課 36

9 - 2 H15 ケーブルテレビ市政番組等 18 広報秘書課 37

9 - 3 H23 公認ＳＮＳ等情報発信 18 広報秘書課 38

9 - 4 H25 公式ＹｏｕＴｕｂｅ 18 広報秘書課 39

9 - 5 H27 公式インスタグラム 18 広報秘書課 40

9 - 6 R2 公式ＬＩＮＥ 18 広報秘書課 41

項目 年度 該当事業名等

17 生活交流分野（ 行政） 35 頁 所管課 通番

17 - 1 H18 市民活動支援サイト 35 企画課 129

17 - 2 H21 空き家・空き地バンク 35 建築課 130

17 - 3 H25 土地台帳・公図閲覧システム 35 税務課 131

17 - 4 H28 ふるさと納税サイト 36 企画課 132

17 - 5 H29 ごみ分別促進アプリ等 36 廃棄物対策課 133

17 - 6 R2 愛犬登録管理システム 36 環境政策課 134

17 - 7 R2 確定申告等相談予約システム 36 税務課 135

17 - 8 R3 斎場予約システム 36 環境政策課 136

17 - 9 R3 姉妹都市等オンライン交流 36 広報秘書課 137

17 - 10 R3 ぐるりんバスＧＴＦＳデータ化 37 街づくり推進課 138

17 - 11 R4 ＩＣＴ活用による外国人住民支援 37 広報秘書課 139

17 - 12 R4 お試し移住支援 37 企画課 140

17 - 13 R4 引越しワンストップサービス 37 市民課 141

17 - 14 R4 ペットのマイクロチップ登録 37 環境政策課 142

17 - 15 R4 駅南公共駐車場ＩＣカード決済 37 街づくり推進課 143

18 その他デジタル化等（ 行政） 38 頁 所管課 通番

18 - 1 H28 議会ＩＣＴ化推進 38 議事課 144

18 - 2 H18 市職員募集 38 人事課 145

18 - 3 H18 パブリックコメント募集 38 広報秘書課 146

18 - 4 H19 市民の声募集 39 広報秘書課 147

18 - 5 R2 市民意識等アンケート調査 39 企画課 148

18 - 6 R3 市有財産インターネット公売 39 財政課 149

18 - 7 R4 まちづくり市民会議サイト 39 企画課 150

18 - 8 H17 用地買収等管理システム 39 建設課 151

18 - 9 H28 一元管理積算システム 39 建設課 152

18 - 10 R4 公用車道路点検システム 39 維持管理課 153

18 - 11 R4 営繕積算システム 39 建築課 154

18 - 12 H7 上下水道料金システム 39 水道課 155

18 - 13 H17 水道検針機器 40 水道課 156

18 - 14 H20 水道施設中央監視システム 40 水道課 157

18 - 15 H28 水道マッピングシステム 40 水道課 158

18 - 16 H28 公営企業会計システム 40 水道課 159

18 - 17 H18 排水機場非常通報監視システム 40 下水道課 160

18 - 18 H19 下水道受益者負担金システム 40 下水道課 161

18 - 19 H22 汲取管理システム 40 下水道課 162

18 - 20 R1 下水道管理ＧＩＳシステム 40 下水道課 163

18 - 21 R1 下水道資産台帳管理システム 40 下水道課 164

18 - 22 R2 下水道事業会計システム 40 下水道課 165

項目

公共Ｄ Ｘ 取組項目一覧表

年度 該当事業名等

10 デジタル事務処理 19 頁 所管課 通番

10 - 1 H2 職員用情報端末 19 総務課 42

10 - 2 H18 多機能プリンター 19 財政課 43

10 - 3 H23 統合型ＧＩＳ 19 総務課 44

10 - 4 R2 ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲ 20 総務課 45

10 - 5 R2 オンライン会議システム 20 総務課 46

10 - 6 R2 テレワークシステム 20 総務課 47

10 - 7 R2 ＬｏＧｏチャット 20 総務課 48

10 - 8 R2 ＡＩ総合案内 20 広報秘書課 49

10 - 9 R3 ＱＲコード活用 20 広報秘書課 50

10 - 10 R3 動画・音声等編集端末 20 総務課 51

10 - 11 R4 ＡＩ会議録作成支援システム 20 総務課 52

11 施設等適正管理 21 頁 所管課 通番

11 - 1 従来 公共施設警備システム 21 財政課 53

11 - 2 H26 公共施設等防犯カメラシステム 21 財政課 54

11 - 3 H13 公共施設デジタルサイネージ 21 財政課 55

11 - 4 遂次 公共施設トイレ自動照明等 21 財政課 56

11 - 5 H25 公用車ドライブレコーダー等 22 財政課 57

11 - 6 H27 公有財産ＧＩＳ 22 財政課 58

11 - 7 H27 資産経営システム等 22 企画課 59

12 セキュリティ対策等 22 頁 所管課 通番

12 - 1 H15 情報セキュリティ体制 22 総務課 60

12 - 2 H15 情報セキュリティ研修 23 総務課 61

12 - 3 H27 業務システム顔認証 23 総務課 62

12 - 4 H28 情報システム強靭性向上 23 総務課 63

12 - 5 R3 コンピューターウイルス対策 23 総務課 64

12 - 6 R3 電子メール監視体制 23 総務課 65

12 - 7 R3 ホームページ暗号化 23 総務課 66

12 - 8 H16 デジタルデバイド対応 23 総務課 67

13 防災安全分野（ 行政） 24 頁 所管課 通番

13 - 1 H11 愛知県高度情報通信システム 24 防災対策課 68

13 - 2 H17 防災行政無線設備 24 防災対策課 69

13 - 3 H22 防災カメラシステム 24 防災対策課 70

13 - 4 H17 安心安全ほっとメール 24 防災対策課 71

13 - 5 H17 職員非常参集メール 25 防災対策課 72

13 - 6 H19 全国瞬時警報システム 25 防災対策課 73

13 - 7 H19 防災情報システム 25 防災対策課 74

13 - 8 H17 水位・雨量監視システム 25 防災対策課 75

13 - 9 H27 避難所公衆無線ＬＡＮ 25 総務課ほか 76

13 - 10 H30 無人航空機（ドローン） 25 防災対策課 77

13 - 11 H30 市町村防災支援システム 25 防災対策課 78

13 - 12 R2 災害時要支援者名簿デジタル化 25 地域福祉課 79

13 - 13 H9 消防本部ホームページ 26 消防課 80

13 - 14 H26 防犯監視カメラ 26 総務課 81

13 - 15 R1 Net119緊急通報システム 26 消防署 82

13 - 16 R4 消防関係手続きオンライン申請 26 予防課 83

13 - 17 R4 特殊詐欺対策装置 26 総務課 84

参考H29 アイチポリス 26 愛知県警

項目 年度 該当事業名等

14 福祉医療分野（ 行政） 27 頁 所管課 通番

14 - 1 H28 子育て応援サイト 27 子育て支援課 85

14 - 2 R4 妊娠・出産・子育て総合相談窓口 27 親子交流館他 86

14 - 3 R4 保育園等情報管理システム 27 子育て支援課他 87

14 - 4 H11 シルバーハウジング緊急通報システム 27 高齢福祉課 88

14 - 5 H28 高齢者等緊急通報システム 27 高齢福祉課 89

14 - 6 R4 行方不明者捜索システム 28 高齢福祉課 90

14 - 7 R4 みえる通訳システム 28 健康課 91

14 - 8 H27 東三河４市共同救急医療サイト 28 健康課 92

14 - 9 R2 たはら健康マイレージ 28 健康課 93

14 - 10 R3 公的病院電子カルテ導入支援 28 健康課 94

14 - 11 R3 新型コロナワクチン接種予約申請 28 健康課 95

14 - 12 R4 健康カルテ等健診データ活用 28 健康課 96

14 - 13 R4 国民年金等オンライン手続き 28 保険年金課 97

15 産業経済分野（ 行政） 29 頁 所管課 通番

15 - 1 H9 農業委員会ホームページ 29 農業委員会事務局 98

15 - 2 H25 農地・園芸施設バンク 29 営農支援課 99

15 - 3 H27 営農支援メール 29 営農支援課 100

15 - 4 H27 クックパッド田原市のキッチン 29 農政課・健康課 101

15 - 5 R2 防災重点ため池マップ等 30 農政課 102

15 - 6 R3 スマート農業促進支援 30 農政課 103

15 - 7 R3 タハナ～田原の花の定期便～ 30 農政課 104

15 - 8 R4 農用地区域デジタルマップ 30 農政課 105

15 - 9 R4 農林水産省共通申請サービス 30 農政課 106

15 - 10 R5 農家台帳標準化 30 農業委員会事務局 107

15 - 11 H26 観光デジタルサイネージ 31 商工観光課 108

15 - 12 H27 たまぽカード事業支援 31 商工観光課 109

15 - 13 H27 消費者相談・出前講座 31 商工観光課（広域） 110

15 - 14 H30 観光体験博覧会たはら巡り～な 31 商工観光課 111

15 - 15 R3 プレミアム付デジタル商品券 31 商工観光課 112

15 - 16 R3 たはら企業フェア 31 商工観光課 113

16 教育文化等分野（ 行政） 32 頁 所管課 通番

16 - 1 H9 小中学校ホームページ 32 学校教育課 114

16 - 2 H28 校務支援システム 32 学校教育課 115

16 - 3 H28 児童生徒情報連絡システム 32 学校教育課 116

16 - 4 R1 小中学校校内ネットワーク 33 学校教育課 117

16 - 5 R2 児童生徒タブレット配備 33 学校教育課 118

16 - 6 R2 プログラミング教育 33 学校教育課 119

16 - 7 R2 教育クラウド、デジタル教材 33 学校教育課 120

16 - 8 R2 リモート授業・通信教育 33 学校教育課 121

16 - 9 H14 図書館貸出図書予約等システム 33 図書館 122

16 - 10 H23 公共施設予約システム 34 生涯学習課 123

16 - 11 H27 オンライン参加受付等 34 生涯学習課 124

16 - 12 R1 図書館イベント等デジタル保存 34 図書館 125

16 - 13 R2 たはＬａｂデジタル人材育成 34 図書館 126

16 - 14 R4 博物館のデジタル化 34 文化財課 127

16 - 15 R4 埋蔵文化財包蔵地デジタルマップ 34 文化財課 128

項目
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〔 ２項〕 基幹系システム等 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆以前、市役所では紙台帳に手書きした住民情

報等に基づき各種行政サービスを提供してい

ましたが、多様化する行政ニーズへの対応や

多種・大量のデータ処理が必要な事務を効率

化するため、昭和４５年にオフィスコンピュ

ーターを導入し、以降もコンピューターによ

る業務処理に積極的に取り組んできました。

◆その後、国の経済財政運営と改革の基本方針

２０１８（閣議決定）に基づく自治体クラウド

導入の働きかけにより、本市業務システムの

基本内容は、他市町村と共通することから、

東三河共同調達で自治体クラウドを利用した

システムを整備し、導入・運営費用の抑制等

を図っています。

◆更に、デジタル技術の著しい進展等を背景に

地方自治体の基幹系システムは、国のデジタ

ル・ガバメント推進の一環として、令和７年

度までにガバメントクラウドを活用した標準

準拠システム移行することが決定し、現在、

移行準備が進められています。

◆また、データ保存・ソフト利用に加えて、防

災・セキュリティ面からも市保有ファイルサ

ーバーではなく、インターネット経由のクラ

ウドサービス利用に移行しています。

【用語解説】自治体クラウド （右下段の図表内）＝総務省が推進している情報システム及び住民基本台帳・税務・福祉のような行政に関するデータをデータ

センター内にて管理・運用し、システムを複数の自治体で共同利用すること。

【用語解説】クラウドサービス、クラウド ＝従来は利用者が手元のコンピューターで利用していたデータやソフトウェアを、インターネット（ネットワーク）

経由で、サービスとして提供を受けるもので、利用者側のコンピューターではデータやソフト管理をしなくて良くなります。

〈 ２-１〉 戸籍情報システム 令和２年度～改修着手（令和６年度運用開始） 市民課

【東三河共同調達】 法務省の戸籍情報連携システムと市の戸籍

情報システムをネットワーク化し、戸籍とマイナンバーを紐づけ

（繋がりを持たす）、戸籍情報を必要とする年金・子育て支援等業務に

戸籍謄本等の提出を不要にするとともに、戸籍証明書の広域交付

（本籍地が他市町村の方も戸籍・除籍等取得）に取り組んで行きます。

■戸籍システム導入経過
令和元年度、法務省にマイナンバー導入のための戸籍システムが構築さ

れ、市は令和２年度戸籍システム改修、令和５年度試行、令和６年度に

運用開始予定。

〈 ２-２〉 住民記録システム 令和２年度～共同調達 市民課

【東三河共同調達】 住民記録システムは、各自治体で独自に構

築してきましたが、制度改正に伴うシステム改修等の財政的・人

的負担は大きな課題であり、市民等から見ても自治体ごとに様式

が異なるなど、行政手続デジタル化に向けた住民記録システムの

標準化・共通化・クラウド化が求められています。

令和４年度、転入出手続きをデジタル連携し、利便性向上に取

り組み、住民記録システム標準化、マイナポータルと連携した市

民向けの申請手続き案内サービスに取り組んで行きます。

■転入転出手続きオンライン化
令和４年度住民基本台帳システム改修、令和５年２月サービス開始。

〈 ２-３〉 児童手当関係システム 令和２年度～共同調達 総務課・子育て支援課

【東三河共同調達】 児童手当関係システムは、児童手当法に基

づき受給者・児童・口座・手当支給等の情報を処理する自治体ク

ラウド利用システムで、令和２年度から運用しています。

今後、申請手続きオンライン化による適切な情報管理、システ

ム改修費削減（共同調達）、電子申請等の利便性の向上を目指して取

り組んで行きます。

■事務処理の流れ
入力・決定（通知書出力）・通知→ 支払（振込データ作成）→ 履歴管理・

データ集計・帳票作成。

〈 ２-４〉 保育関係システム 令和２年度～共同調達 市民課・子育て支援課

【東三河共同調達】 保育関係システムは、教育・保育認定・保

育料等賦課収納・施設型給付等の情報を処理する東三河共同調達

による自治体クラウド利用システムで、申請手続きオンライン化

による適切な情報管理、共同調達によるシステム改修費削減、電

子申請等利便性の向上を目指しています。

■事務処理の流れ
入所施設調整・認定・決定（通知書出力）→ 保育料等賦課徴収（口座振替

データ作成、納付書出力、収納消込）→ 督促状等作成・滞納者情報管理→

履歴管理・データ集計・帳票作成

図4-2-1 ガバメントクラウド移行イメージ

図4-2-2 クラウドサービスの利用形態

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

戸籍情報

システム
【市民課】

住民記録

システム
【市民課】

児童手当関係

システム
【子育て支援課】

保育関係

システム
【子育て支援課】

１ ２ ３ ４
障害者関係

システム
【地域福祉課】

福祉医療関係

システム
【保険年金課】

国保標準

システム
【保険年金課】

後期高齢者

医療システム
【保険年金課】

５

６ ７

税務

システム
【税務課】

電子納税

システム
【収納課】

選挙管理

システム
【総務課】

９ 10

11

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★住民情報等と関連付けされた業務システム

業務処理等

市民等利用

図4-2-3 戸籍情報システムの見直しイメージ

図4-2-4 住民記録システムメニュー画面

図4-2-5 児童手当システム構成

図4-2-6 子ども・子育て支援システム標準化対象

東三河共同調達東三河共同調達

東三河共同調達東三河共同調達東三河共同調達東三河共同調達東三河共同調達

東三河共同調達

８

公共ＤＸ １～１１項目

東三河共同調達
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〈 ２-５〉 障害者関係システム 令和２年度～共同調達 地域福祉課

【東三河共同調達】 自治体クラウド利用による障害者に関する

手帳事務、自立支援医療事務、障害福祉サービス事務等の処理シ

ステムで、障害福祉情報の管理・運用を効率化しています。

今後は、申請手続きのオンライン化に伴うシステム改修費の削

減、支給決定の迅速・正確な判定、人的コスト削減、時間短縮、

電子申請や郵送申請により、障害者にやさしいサービスの向上を

目指しています。

■事務処理の流れ
入力→ 決定（認定書発行等）→ 通知（送付）

〈 ２-６〉 福祉医療関係システム 令和２年度～共同調達 保険年金課

【東三河共同調達】 自治体クラウド利用による各種医療（障害者、精

神障害者、子ども、母子家庭等、後期高齢者福祉）の資格・給付処理やデータ

管理等のシステムを令和２年から運用し、システム導入・運用コ

スト低減、共通化を進めています。

今後は、マイナンバーカードを利用した電子申請による給付の

償還払い対応、受給資格更新の簡素化、基幹業務システム標準化

による市町村間異動手続き共通化を図り、各種手続きの利便性向

上と業務の効率化を進めています。
【用語解説】償還払＝一旦費用の全額を支払った後、申請により払い戻す仕組み。

〈 ２-７〉 国保標準システム 令和２年度～共同調達 保険年金課

【東三河共同調達】 国民健康保険の資格・給付等は、以前は各

市独自システムを運用していましたが、令和２年度から自治体ク

ラウドによる東三河共同調達に参加し、国保中央会提供の市町村

事務処理標準システムを運用しています。

これにより、共同調達によるシステムの統一・共通化による導

入・運用コスト低減が実現するとともに、現在、令和７年度の稼

働に向けたて国標準仕様に準拠したシステムの導入、マイナンバ

ーカードを利用した電子申請、キャッシュレス決済対応などの業

務改革に取り組んでいます。

〈 ２-８〉 選挙管理システム 令和２年度～運用開始 総務課

【東三河共同調達】 令和２年度ﾆ導入した住基システムと連携する

形で、選挙人名簿の作成・管理、選挙時における期日前投票及び

不在者投票等管理を行うシステムを運用し、膨大で迅速な情報処

理を要する選挙事務の効率化を図っています。

このシステムは、自治体クラウドの方式で、経費削減と災害対

応が図られています。

■事務処理の流れ
選挙人情報の抽出→ 選挙人名簿作成→ 選挙人の異動等の管理

〈 ２-９〉 後期高齢者医療システム 平成２０年度～ 保険年金課

愛知県後期高齢者医療広域連合は、国保中央会が提供する事務

処理標準システムを平成２０年から運用開始し、全国共通仕様に

よる資格、賦課、給付等処理を実施しています。

保険料徴収事務は、各市町村が独自導入したシステムで運用し

ており、保険料の収納管理などを行っています。

今後は、基幹システムの標準化により、マイナンバーカードを

利用した電子申請による手続き対応、窓口での手続き簡素化に取

り組んで行きます。
【用語解説】愛知県後期高齢者医療広域連合＝平成20年度から従来の老人保健制度が後期

高齢者医療制度に移行し、都道府県ごとに全市町村が加入する組織として設置

され、７５歳以上の高齢者等の保険料決定、医療の給付等を行います。

〈 ２-10〉 電子納税システム 令和５年度～運用予定 収納課

令和３年度税制改正により、地方税共通納税システム「 ｅＬＴ

ＡＸ」を活用し、新規にＱＲコード利用電子納付制度の導入が決

定しました。

本市では、令和４年度に収納システム等改修、令和５年度以降

には固定資産税・都市計画税及び軽自動車税から運用を開始し、

令和７年度に市民税・県民税（普通徴収）、法人市民税、国民健康保

険税に対応する予定です。

また、納税者は、納付書に印刷されたＱＲコード等からサイト

にアクセスし、いつでも電子納付（クレジットカードやスマートホン決済等）

が可能になります。

ＱＲコード付の納付書は、本市の指定金融機関以外の全国金融

機関でも納付可能であり、納税環境の電子化による利便性・収納

効率の向上に貢献しています。

【用語解説】ｅＬＴＡＸ（エルタックス） ＝ 地方公共団体が共同運営する地方税ポータ

ルシステムの呼称で、地方税の申告、申請、納税などの手続きをインターネ

ット経由で自宅やオフィスから電子的に行うシステムです。利用にはマイナ

ンバーカードや利用者Ｉ Ｄが必要。

〈 ２-11〉 税務システム 令和７年度～運用予定 税務課

税務システム（基幹系）は、国が主導する自

治体クラウド化・標準システムへの移行によ

り、事務処理共通化（令和７年度運用開始予定）、法

務局の登記異動情報は、紙媒体からオンライ

ンデータ受領に変更（令和５年度～移行基幹、完全移

行時期未定）し、事務処理の効率化を図って行き

ます。

庁内業務連絡や各種情報の共有、クラウド

上のシステムアプリケーションサービスによ

り、維持管理や制度改正対応において負担の

少ない業務運営を目指し、令和７年度中に運

用開始予定となっています。

図4-2-12 ｅＬＴＡＸ仕組み等

図4-2-7 障害福祉システム全体イメージ

図4-2-9 国民健康保険システム標準化イメージ

図4-2-11 後期高齢者医療事務システム標準化

図4-2-8 福祉医療関係システム

図4-2-10 選挙人名簿管理システム構成 図4-2-13 税務システム標準仕様
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〔 ３項〕 情報系システム等 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆市職員がそれぞれ担当する業務を効率的に処理

するため、原則一人一台の業務用ノートパソコ

ンを配備し、庁内ＬＡＮの構築により、取得・

作成した電子データのファイルサーバー保存・

共有や業務連絡・スケジュールを管理するグル

ープウェア「田原市職員ポータルサイト」を導

入しています。
【用語解説】ファイルサーバー＝同じネットワークに繋いでいる他の人とフ

ァイルを共有するためのサーバー（コンピューター）。

【用語解説】グループウェア＝組織に属する人々 のコミュニケーションを円

滑にし、業務の効率化を推進するソフトウェアのこと。

【用語解説】ポータルサイト ＝ポータルは「玄関」、「入り口」という意味が

あり、システムやインターネットなどにアクセスする際に入り口

となるＷｅｂサイトのこと。

◆また、職員が業務を遂行する上で必要となる財

務会計処理（予算・決算・収入・支出等）、文書決裁・

回覧・保存、休暇取得・時間外勤務・給与支給

等人事関係事務等の地方自治体に共通する事務

は、国・県からの自治体クラウド推進の働きか

けを契機に、近隣市町村と東三河共同調達の体

制を整え、クラウドサービス利用による共同シ

ステムを効率的に構築し、各職員が自己配備の

パソコンで処理できる環境を整えています。

◆また、庁内の会議等では、タブレット端末や職

員配備ノートパソコン、大型ディスプレイ等を

活用し、ファイルサーバーに保存したデータを

資料閲覧する方法で、資料印刷・配布を取りや

め、紙の使用、印刷・配布処理事務の削減によ

る大幅なペーパーレス化・業務効率化に取り組

んでいます。
【用語解説】タブレット端末＝画面（タッチパネル）を直接触って操作す

る、携帯できる情報端末（コンピューター）のこと。

〈 ３-１〉 庁内ファイルサーバー 平成１７年度導入 総務課

職員が配備パソコンで作成した公文書・関連資料・画像等や各

課配備のＧＩ Ｓ等独自ソフト処理したデータを保存するために、

庁内ネットワークにファイルサーバーを設置しています。

ファイルサーバー内データは、各課等フォルダに整理・保存す

るとともに、定期的（毎日・月２回）にバックアップし、災害や何ら

か影響で喪失されないように遠隔地へ保管するなど保全策を講じ

ています。

■システムの構成
・データ保存用ファイルサーバー：市役所内１台

〈 ３-２〉 例規システム 平成１７年度更新～ 総務課

従来、市の条例・規則等は、数百ページの加除式冊子形態で各

課等に配備していましたが、年４回の市議会定例会のつど、条例

等の改定・新設等が行われ、内容の更新（差し替え等）に時間と手間

がかかっていたことから、条例等を電子データ化し、クラウドサ

ービスで閲覧・各種検索できる例規システムに移行しています。

また、田原市例規集として、田原市公式ホームページ（リンク）

で市民等に公開しています。

■システムの機能
本市の条例・規則等５３６件登録（令和４年１０月）を体系別、五十音別、

特定の用語等からの検索表示、条文中の引用法令等条文の本文表示、法令

検索、行政手続検索の機能有。

〈 ３-３〉 電子入札・入札参加資格申請システム 平成１９年度～ 財政課

従来、市役所会議室で集めて行っていた紙形式の入札を、平成

１９年度からあいち電子自治体推進協議会が開発した電子調達共

同システムに移行し、インターネットを介して職場等から電子入

札に参加可能になりました。

システム導入前は入札封筒の開封、入札有効性の確認、最安価

入札確認等を手作業で行う必要がありましたが、これら多大な手

間を要した作業がワンボタンの処理となり、事務の効率化、作業

の自動化、正確性の向上が図られました。

■電子入札 入札案件情報入力 → 開札作業

また、入札システムのサブシステムとして、入札参加資格審査

システムがあり、従前は、業者が自治体ごと異なる様式による入

札参加資格申請を提出していたものが、一度の申請で複数自治体

に申請ができるようになり、業者の利便性向上に貢献するととも

に、審査や結果通知も行えることから行政の業務効率化にも寄与

しています。

■入札参加資格申請
【事業者】入札参加資格申請→ 【市】審査、審査結果通知

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

【総務課】

文書管理

システム
【総務課】

システム
【人事課】

財務会計

システム
【財政課・会計課】

４ ５

契約

システム
【財政課】

システム
【財政課】

６ ７

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★職員の事務処理の効率化等に関するシステム

東三河共同調達 東三河共同調達

東三河共同調達 東三河共同調達 東三河共同調達

あいち電子自治体

職員共通等

市民等利用

庁内ファイル

サーバー
【総務課】

１

図4-3-3 田原市職員ポータル（財務会計システム等画面）

図4-3-4 庁内ファイルサーバー内のフォルダ

例規システム

【総務課】

８
仮想ブラウザ

閲覧システム
【総務課】

９

図4-3-1 ファイルサーバーの構成イメージ

図4-3-2 田原市職員ポータル（スケジュール管理等画面）

図4-3-5 例規システム検索画面

図4-3-6 電子入札画面（あいち電子自治体システム）

図4-3-7 入札参加資格申請・審査画面

２ ３

公共ＤＸ １２～２０項目
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〈 ３-４〉 グループウェア 平成２７年度更新～ 総務課

【東三河共同調達】 各職員が配備されたパソコンから

スケジュールの管理、メール等の情報交換、施設・車両

使用予約、文書保存・閲覧等を行うシステムとして、平

成２７年度（更新）にグループウェア「田原市職員ポー

タル」を導入しました。

これにより業務の効率化・経費削減に加えて、クラウ

ドサービス利用による災害対応（データを市外に保存）が実現

しています。※令和５年度次期システム移行準備中。

■システムの機能
①スケジュール（本人・全職員業務予定の登録・閲覧）、②掲示板

（全職員周知連絡等一斉掲示）、③回覧版（所属部署内等特定職員対象の

情報連絡）、④電子メール、⑤行き先案内板（本人・全職員出勤・出

張等登録・閲覧）、⑥人員構成図（職員名簿）、⑦施設予約（庁舎等会

議室・公用車利用予約）、⑧ネットフォルダ（全職員の閲覧を前提とし
た計画書等文書保存）

〈 ３-５〉 文書管理システム 平成２８年度～ 総務課

【東三河共同調達】 国・県からの自治体クラウド推進

の働きかけを契機に、全職員の共通事務や処理件数の多

い文書処理、人事給与、財務会計、契約等の効率化を図

るシステムについても、グループウェアに引続き、東三

河共同調達で平成２８年度に導入しました。

■システムの機能
従来の紙による決裁伺書を各職員がパソコン画面上で電子決

裁することで、業務効率化、決裁文書・文書綴の削減、公文

書の適正管理を目指し、各種公文書の収受・起案・保存・廃

棄の一連の管理を電子処理するシステム。

■処理手順
・文書収受→起案（供覧）→保存→廃棄（永年文書は保存）

・起案（供覧）→保存→廃棄（永年文書は保存）

〈 ３-６〉 人事給与・庶務事務システム 平成２８年度～ 人事課

【東三河共同調達】 人事給与システム（従来システムから切

替え）及び庶務事務システム（新規機能）は、文書管理シス

テムと同様に、平成２８年度からを東三河共同調達に

より導入しました。

■人事給与システム
職員の任用履歴・給与支給等を効率的に処理する人事管理専

用（人事課）のシステム。

■庶務事務システム
各職員の給与明細データ、時間外勤務や休暇申請等の勤怠管

理を電子化し、各種申請書・簿冊作成の省略等事務手続きの

効率化が図るシステム。

〈 ３-７〉 財務会計システム 平成２８年度～ 財政課・会計課

【東三河共同調達】 財務会計システムは、文書管理シス

テムと同様に平成２８年度から東三河共同調達により導

入（従来システム切替）しました。
※令和６年度次期システム移行準備中（会計処理は令和５年度）。

このシステムは、予算編成（予算要求・照会等）、予算管理

（流用等）、歳入管理（調定決議、執行状況照会等）、歳出管理（予算執

行伺、支出命令、執行状況照会等）、決算管理、物品管理、資金予測

管理等を処理します。

■予算編成 予算要求→ 査定→ 予算書作成

■収入処理 伝票・納付書作成・決裁→ 入金・収入デー

タ取込

■支出処理 伝票作成・決裁→ 審査→ 振込データ作成・

振込

〈 ３-８〉 契約システム 平成２８年度～ 財政課

【東三河共同調達】 契約システムは、文書管理システム

と同様に、平成２８年度から東三河共同調達により導入

（従来システム切替）しました。
※令和６年度次期システム移行準備中（会計処理令和５年度）。

契約関係の帳票出力に加えて、入札システムからの入

札案件の登録データ抽出やデータの二次利用など、契約

業務の効率化が図られています。

■契約事務
施行伺作成→ 契約書作成→ 変更協議・変更施行伺・変更契

約書作成→ 完了検査調書作成

〈 ３-９〉 仮想ブラウザ閲覧システム 平成２９年度～ 総務課

マイナンバー制度の運用開始に伴うセキュリティ対策

として、平成２９年度（令和２年度更新）から職員配備パソ

コンをインターネット回線から分離させて、ＬＧＷＡＮ

利用のみとしました。

このため、職員が配備パソコンでインターネット経由

の情報を得る場合には、仮想ブラウザ閲覧システムを利

用しています。

なお、仮想方式はセキュリティ対策から事務処理に限

界があるため、直接インターネットに接続（ＬＧＷＡＮネット

ワーク等とは切り離し）する専用パソコンを各課に配備してい

ます。
【用語解説】仮想ブラウザ＝ サーバーからＷｅｂブラウジング（インターネ

ット閲覧）画面のみをローカル環境に転送し、インターネット接続

の部分を切り離すことで、外部脅威からシャットアウトし、万一イ

ンターネット接続から標的型攻撃にあってもブラウザを閉じるだけ

でマルウェアの感染拡大を防ぐ。

■システムの機能
仮想ブラウザによるインターネットの閲覧とメールの送受信。
※対象は利用台数６５０台（同時利用台数１００台分）

図4-3-15 インターネットメールログイン画面

図4-3-14 仮想ブラウザ検索画面

図4-3-8 職員グループウェア画面（掲示板）

図4-3-10 文書管理システムメニュー画面

図4-3-11 庶務事務システムメニュー画面

図4-3-9 業務メニュー画面

図4-3-12 財務会計システムメニュー画面

図4-3-13 契約システムメニュー画面
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〔 ４項〕 マイナンバー関係 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆マイナンバー（個人番号）制度は、行政手続等において特定の

個人を識別するための制度で、行政機関の情報連携により各

種行政手続における添付書類省略等が可能となります。
【用語解説】マイナンバー＝ 住民票を持つ日本国内の住民に付番される１２桁の番号で、現在、

社会保障、税、災害対策分野のうち法律・条例で定められた事務手続で使用。

◆これにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・

公正な社会を実現する社会基盤と位置付け、マイナンバーカ

ードの交付率向上や体制整備が強力に進められています。

◆マイナンバーカード は、本人申請により交付され、①個人番号の証明、②公的な本人確認によ

るなりすまし被害の防止（電子証明書）、③住民票等各種証明書コンビニ交付やオンライン申請等の

行政サービス、④オンラインバンキング等の民間取引の本人認証等に活用できるＩ Ｃカードで、

今後、官民ともに様々 な付加機能による利用拡大が期待されています。

このカードには、公的個人認証機能を持つＩ Ｃチップと個人番号・氏名・住所・生年月日・性別

の記載、顔写真があります。

■マイナンバーカード交付率

マイナポイントの付与や健康保

険証利用等の利便性向上による

普及促進策により、令和５年３月
末の交付率は次のとおりです。

全 国６７．０％（８，４４０万枚）

愛知県６６．９％（４０３万枚）

田原市６５．７％（３９，４９２枚）

現時点の本市交付率は、国・県

の平均よりも低いため、国の財

政支援に影響（減額）する恐れ

があります。
※国は、マイナンバーカード交付率が低い自治体に対して、デジタル田園都市国家構想交付金等財政支援が不利になることを発表しています。

〈 ４-１〉 マイナンバーカード交付・申請等支援 平成２７年度～ 市民課

国は全国民への交付を目指し、マイナンバーカードの

普及拡大を図っていますが、本市も平成２７年度からマ

イナンバーカード交付・申請支援（総務省法定受託事務）を実

施しており、交付率の向上を図るため、マイナンバー制

度や国支援の内容を市民へ周知するとともに、市役所窓

口のほかにも、新型コロナワクチン接種会場や各種イベ

ント会場、市民館や事業所等へ出張して申請支援に取り

組んでいます。

■交付窓口の拡大
・午後８時までの夜間交付窓口を令和２年４月から市役所本庁

舎市民課、同年８月から渥美支所、令和４年１月から赤羽根

市民センターに拡大して実施しています。

・令和４年１２月からは赤羽根郵便局・渥美中山郵便局でもマ

イナンバーカードの申請に対応しています。

〈 ４-２〉 マイナンバーカード活用 平成２７年度～ 総務課

マイナンバーカードの活用は、行政手続の本人証明、

コンビニエンスストアでの住民票等証明書交付、健康保

険証、ワクチン接種証明、オンライン行政申請手続（令和

４年度一部開始）、マイナポータル利用に加えて、民間サー

ビスの住宅ローン契約や銀行口座開設等で活用が始ま

り、各種申請手続の時間・場所制約解消、情報連携によ

る各種証明書省略等の効率化・利便性向上が期待されて

います。

今後は、スマートフォンへのマイナンバーカードの機

能搭載（令和５年５月予定）、介護保険の被保険者証や障害者

手帳のマイナンバーカード化（令和５年度予定）、運転免許証

との一体化（令和６年度予定）などの利便性を向上させる取

組が予定されています。

また、本市のマイナンバー独自利用事務（マイナンバー法第９条第２項）について、田原市行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用に関する条例に定めた上で処理しています。

■独自利用事務 （令和４年９月現在）

①遺児手当支給事務、②母子家庭等医療費支給事務、③特別障害者手当等支給事務、④後期高齢者福祉医療費支給事務

〈 ４-３〉 確定申告利用 令和元年度～ 税務課

国税庁は、令和２年１月からスマートフォンやパソコ

ンからマイナンバーカード利用によるｅ－Ｔａｘ送信サ

ービスを開始し、申告会場に行かなくても自宅で確定申

告書作成・電子申告ができるようになりました。

電子申告は、税務業務の効率化に貢献することに加え

て、還付等手続きが迅速化されるなど申告者のメリット

も大きいことから、税務署は電子申告の周知・利用拡大

を進めています。

図4-4-3 マイナンバーカード交付促進（国）

図4-4-2 マイナンバーカード交付実績（全国）

図4-4-1マイナンバーカード（表面・裏面）

公的個人認証機能 マイナンバーカードＩ Ｃチップには、署名用電子証明書※１と利用者証明用電子証明書※２の２つの電子証明書

（公的個人認証サービス）が標準的に搭載され、平成２８年１月から民間事業者利用も始まっています。
※１署名用電子証明書は、氏名、住所、生年月日、性別の４情報が記載され、ｅ-Ｔａｘ確定申告などインターネット等で電子文書を作成・送信する際、本人であることを証明できます。

※２利用者証明用電子証明書は、マイナポータルなどのインターネットサイトや、コンビニ等の端末にログインして利用する時等に利用者本人であることを証明する手段として使用します。

Ｉ Ｃチップ空き領域利用 Ｉ Ｃチップには空き領域があり、市町村・都道府県等は条例、国機関は総務大臣が定めることで独自サ

ービスに利用できるようになっています。

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

マイナンバー

カード交付
【市民課】

住民票等

コンビニ交付
【市民課】

マイナンバー

カード活用
【総務課】

健康保険証

利用
【保険年金課】

１ ２
電子処方箋

利用
【保険年金課】

確定申告

利用
【税務課】

５

６

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

業務処理等

市民等利用

図4-4-4 マイナンバーカード交付受付・市役所市民課窓口

図4-4-5 マイナバーカード利用拡大施策

図4-4-6 e-Taxホームページ

３ ４

出典：総務省ＨＰ

出典：総務省ＨＰ

出典：国税庁ＨＰ

出典：総務省ＨＰ

出典：総務省ＨＰ

公共ＤＸ ２１～２６項目
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〈 ４-４〉 電子処方箋利用 平成元年度～ 保険年金課

マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認等システム

を介して医療機関・薬局と保険者がオンラインで接続されること

で、健康保険の資格確認ができるようになりました。

医療機関・薬局での処方・調剤情報の共有、重複投与解消や窓

口手続き簡素化を目的とした電子処方箋管理サービスも令和５年

１月から運用開始され、処方箋情報登録による調剤薬局での処方

が可能となりました。これにより、マイナポータルからの処方箋

内容の確認や電子版お薬手帳アプリが利用できます。

〈 ４-５〉 住民票等コンビニ交付 令和２年度～ 市民課

平成２８年、総務省ワンストップ・カードプロジェクトの展開

策として、マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンス

ストア等のマルチコピー機で、住民票の写し、住民票記載事項証

明書、戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄抄本）、戸籍附票の写し、

印鑑登録証明書が取得できるサービスが開始しました。

本市は、基幹系システム更新の時期に合わせて導入を進め、令

和３年１月２８日にサービス開始し、令和５年４月１日からマイ

ナンバーカードの普及率向上と窓口混雑緩和のため、証明書交付

手数料を１００円減額しています。

■コンビニ交付の時間 ：毎日６時３０分から２３時００分まで

〈 ４-６〉 健康保険証利用 令和３年度～ 保険年金課

国保中央会が提供するオンライン資格確認等システムを介して

医療機関と保険者がオンラインで接続されることで、マイナンバ

ーカードの保険証利用が可能となりました。

医療機関受診や健康保険手続きの簡素化・効率化のため、令和

３年１０月運用開始しました。医療機関への読取機の設置とマ

イナンバーカード保険証への切替えが進められています。

■医療機関の顔認証付きカードリーダーの状況（令和５年４月現在）
市内医療機関の申込率９４．７％、運用開始率６１．３％

マイナンバーカード保険証の利用普及による窓口負担区分の確

認、限度額以上の医療費の一時負担、健康保険各種手続きの簡素

化、長期入院該当者の確認などサービス向上・業務効率化を目指

しています。

〔 ５項〕 オンライン申請基盤 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆本市は、平成１６年度から公共施設の利用予約や図書館

の貸出図書予約などでインターネットからオンライン

申請できる環境を整えてきましたが、令和２年以降、新

型コロナウイルス感染症対策として、国の要請に基づき

更なるオンライン化を加速させています。

◆公共施設の予約などの自治体共通のサービス提供は、県

内市町村との共同導入（あいち電子自治体推進協議会のシステム活

用）やマイナポータル活用により、利便性・確実性・効率

性の向上とコスト削減を図り、図書館図書予約やワクチ

ン接種予約などの本市独自のオンラインサービスにつ

いても遂次導入を進めてきています。

◆また、これらと並行し、行政サービスのオンライン化に

不可欠となる「対面・押印・現金による手続きの見直し」

にも取り組んでいます。

●推進体制「田原市行政手続オンライン化推進検討会」

令和２年度から、新型コロナウイルス感染対策を含めて、市役所に来なくても行政手続ができる利便性の高い

まちを目指し、マイナポータルやあいち電子申請・届出システムなどを利用したオンライン化の推進や、オンラ

イン化に不可欠な条例・規則等改正を含めた環境整備を行っています。

令和４年度は、ぴったりサービスの入力フォーム整備し、１０月から手続き可能なオンライン申請の運用を開

始し、その他手続き等は令和５年４月以降開始予定です。

【構成】総務課、広報秘書課、財政課、税務課、市民課、保険年金課等１５課

●共同調達「あいち電子自治体推進協議会」

国のe-Japan戦略等に基づき、愛知県及び県内全市町

村（名古屋市除く）は、共通目標である電子自治体化を経費・

人的面で効率よく、県全体で格差なく早期に実現するた

め、平成１５年４月１８日あいち電子自治体推進協議会

「 eあいち」を設立しました。

協議会は、住民や企業の方がインターネットから行政

機関への申請や届出をするための①電子申請・届出シス

テムや②施設予約システム、③電子調達(CALS/EC)システ

ム、④電子調達（物品等）システム、⑤オープンデータサイ

ト運営、⑥セキュリティ対策など、自治体共通システム

の構築・運営等を参加団体が費用分担し、効果的に実施

しており、本市も各種行政サービスに活用しています。

図4-4-8 オンライン資格確認の流れ

図4-4-7 電子処方箋システム図

図4-5-2 e-あいちホームページ

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

電子申請・届

出システム
【総務課】

マイナ

ポータル
【総務課】

１ ２

★行政手続き等に関するオンライン申請の窓口システム

図4-5-1 届出・申込書ダウンロード（田原市公式ＨＰ）

図4-4-9 コンビニ交付機画面（地方公共団体情報システム機構ＨＰ）

図4-4-10 カードリーダー（マイナポータルＨＰ）

出典：厚生労働省ＨＰ

出典：厚生労働省ＨＰ

公共ＤＸ ２７～２８項目
市民等利用

あいち電子自治体
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〈 ５-１〉 電子申請・届出システム 平成１６年度～ 総務課

本市では、あいち電子自治体推進協議会の共同導入システム

により、平成１６年７月から各種申請・届出のインターネット

経由のオンライン申請が可能になっているほか、各種教室・講

座等の申込みや事後アンケートなどにも活用されています。

■オンライン申請項目 令和４年１１月時点 ※時期によって項目変更

【講座等】普通救命講習、子育講座（絵本読み聞かせ他）、令和４年度

クリスマスキャンプ、田原人権ファンクション委員会企

画講演会、令和５年田原市二十歳の集い、市政ほーもん

講座、認知症サポーターステップアップ講座の事前登録

【ワクチン】乳幼児新型コロナワクチン初回接種券発行申込み、医療

従事者等対象者拡大版新型コロナワクチン追加接種券発

行申込み、ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種申込み

【児童手当】児童手当特例給付認定申請（電子署名）、児童手当等の額改

定申請（電子署名）

【工 事】特定建設作業の実施の届出

【犬管理】犬の登録事項の変更の届出、犬の死亡の届出

【妊娠出産】妊娠の届出

【身分証明】身分（身元）証明書の交付の請求（電子署名）

【戸 籍】戸籍の附票の写しの交付の請求（電子署名）

【住民票】住民票の写しの交付の請求（電子署名）、住民票記載事項証

明書の交付の請求（電子署名）

【印鑑証明】印鑑登録証明書の交付の請求（電子署名）

【市民税】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出（電子

署名）、特別徴収義務者所在地・名称等変更届出（電子署名）

【法人税】法人設立・開設の申告、法人異動・変更の申告、法人解

散・廃止の申告

【上下水道】上下水道使用開始の届出、上下水道使用者変更の届出、

上下水道使用中止の届出

【アンケート】残さず食べよう３０・ １０運動アンケート等

〈 ５-２〉 マイナポータル 平成４年度～ 総務課

総務省の自治体ＤＸ推進計画に基づくオンライン手続

推進事業（国補助）の実施が求められたことから、令和４

年度からマイナンバーカード利用による行政手続のオン

ライン申請を開始しました。

これにより、申請手続に要する時間短縮、いつでもど

こからでも申請や情報共有が可能となるなどの市民の利

便性向上に加えて、行政側も郵送・電話からプッシュ式

情報提供への移行など、業務効率化を図られています。

マイナポータルの「ぴったりサービス」では、①知り

たい情報・手続の簡単検索、②オンライン申請、③申請

書のオンライン入力・印刷が行えます。
【用語解説】プッシュ式情報提供＝ 情報提供側が特定の人のニーズに合った

情報を本人意思にかかわらず一方的に提供するもの

【用語解説】ぴったりサービス＝ 国が運営するオンラインで電子申請できる

サービスで、従来は窓口で来庁し、紙などで提出していた各種申

請をいつでもどこでも行うことができます。

手続き検索・電子申請 として、本市は次の情報・サービスを提供しています（令和４年１１月現在）。

①妊 娠＝妊娠の届出 ＝電子申請

②子 育 て＝保育施設等の利用申込、児童手当の額の改定の請求及び届出、児童手当受給事由消滅の届出（届出用紙印刷）、受給

資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出・変更等申出（届出用紙印刷）、支給認定現況届、支給認定の申請

（届出用紙印刷）、未支払の児童手当等の請求（届出用紙印刷）、氏名変更・住所変更等の届出（届出用紙印刷）、現況届、認定

請求、児童手当等に係る寄附（変更等）の申出（届出用紙印刷）

③救急・消防＝全体消防計画作成・変更届出、工場整備対象設備等着工届出、消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告消防用

設備等（特殊消防用設備等）設置届出、消防計画作成（変更）届出、統括防火・防災管理者選任（解任）届出、自衛消防組織

設置（変更）届出、防火対象物点検結果報告、防火・防災管理者選任（解任）届出、防火管理点検結果報告

図4-5-4 電子申請一覧表（令和４年９月現在）

図4-5-6 マイナポータルホームページ

図4-5-7 マイナポータル画面（スマートフォン）図4-5-5 e-あいちホームページ（電子申請）

図4-5-3 田原市公式ホームページ内オンライン申請バナー

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊
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〔 ６項〕 地域情報化基盤 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆本市の情報化の推進を図るための基盤整備とし

て、田原市地域情報化推進計画に基づき、情報

拠点としての田原市情報センター（田原文化会館内

設置、その後廃止）、ネットワーク・情報受発信とし

てのＣＡＴＶ・公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ －Ｆｉ ）の整

備を進めています。
【用語解説】ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ） ＝ 地上波放送や衛星放送を受信し、

ケーブルテレビ網（光ファイバーケーブルと同軸ケーブル）で各家庭に

届けるシステム。

【用語解説】公衆無線ＬＡＮ ＝ 多数の利用者に無線ＬＡＮによるインタ

ーネット接続を提供するサービス。利用エリアを無線ＬＡＮス

ポット、フリースポット等と言われる。

【用語解説】Ｗｉ -Ｆｉ （ワイファイ） ＝ パソコンやスマホ、テレビ、ゲーム

機等のネットワーク対応機器を無線でＬＡＮ（Local  Area 

Network）に接続する技術。

◆今後、公衆無線ＬＡＮを活用したテレワークや

ワーケーションを促進するための情報基盤等の

環境整備が求められています。
【用語解説】テレワーク＝ 勤務形態の一種で、情報通信技術を活用し、

時間や場所の制約を受けずに柔軟に働く形態のこと。

【用語解説】ワーケーション＝ 観光地やリゾート地など普段のオフィス

とは離れた場所で休暇を楽しみながら働くスタイル。

〈 ６-１〉 情報センター設置・廃止 平成１４年度～平成２８年度 総務課

田原町地域情報化推進計画に基づき、地域情報の発信と情報

技術の利活用により、市民サービスや、市民の情報リテラシー

の向上を図る拠点施設として、平成１４年６月、田原文化会館

内に田原市情報センターを開設しました。

メディア研修室（大型モニター、サブモニター、研修用パソコン）で市民

向けＩ ＣＴ講演会・研修会等の開催、デジタル工房（インターネッ

ト検索、動画等編集、大型プリンター）で新たな情報機器を利用できる環

境を整えていました。

その後、パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報機

器の普及・一般化・多様化が進み、当初の目的は果たされたこ

とから、平成２９年３月に廃止しました。
【用語解説】情報リテラシー＝ パソコンやスマホなどの情報機器の操作能力（狭義）

と情報を取り扱う上での理解・活用等の能力（広義）。

〈 ６-２〉 ＣＡＴＶ整備・導入支援 平成１９年度～ 総務課

ほとんどの家庭に普及し、誰もが手軽に視聴できるテ

レビ放映による市政情報の提供や、ケーブル網による地

域情報化（高速インターネット環境整備）を図るため、平成９年

４月に開局した豊橋ケーブルネットワーク株式会社「テ

ィーズ」の田原地域へのエリア拡大（ケーブル敷設等施設整備）

と市民のサービス加入を支援しています。
※平成１４年１２月から田原一部エリアのサービス開始

ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）の整備に際しては、情報通

信メディアによる地域の情報化及び活性化を目指した豊

橋・田原テレトピア計画を平成１３年度に策定し、国の

支援を受けています。

■ティーズの概要 令和４年３月末時点

〇供給エリアは、豊橋市・田原市（全域）・新城市の地域

〇業務内容は、ケーブルテレビ（独自チャンネル運営）、イン
ターネット（田原市内光サービス）、電話
※「街角ネットたはら」等で市政情報発信。

〇ケーブルテレビは７万２千世帯加入（田原市１万６千世帯）

〈 ６-３〉 公衆無線ＬＡＮ整備 平成２０年度～ 総務課

平成２０年度、田原文化会館にあるフリースペースに

地域情報化の推進策として、公衆無線ＬＡＮを整備しま

した。

その後も、パソコンやスマートフォンの普及により、

市民が気軽にインターネットにアクセスできる環境整備

が求められたことから、市民館のおける市民活動や災害

避難所の情報収集・発信、主要観光スポットにおける観

光等の来訪者の情報検索、コワーキングスペースとして

テレワーク利用等も念頭に置き、順次、整備を拡大して

来ました。

現在、公共施設２６か所を含め市内約９０ヵ所の観光

拠点・店舗等において公衆無線ＬＡＮによるインターネ

ット回線利用が無料提供されています。
【用語解説】コワーキングスペース＝個人事業主やフリーランス、在宅勤務の

会社員などが、他の人と場所を共有し、パソコン等インターネット

で仕事するスペース。

今後、民間コワーキングスペース整備支援等を含めた

テレワークやワーケーション環境充実や、災害時避難所

での情報収集・発信、観光客等への情報検索手段提供等

が一層必要になると認識しています。

■公共施設
田原市役所、田原文化会館、各図書館、全市民館等

■観光施設
道の駅、サンテパルクたはら、赤羽根ロングビーチ等

■店舗等
セントファーレ、飲食店、宿泊施設、コンビニエンスストア等 図4-6-5 スマホでの接続確認画面（市役所）

図4-6-4 接続ガイド（田原市公式ホームページ）

図4-6-3 ティーズホームページ会社案内画面

図4-6-1 ティーズホームページ（サービス紹介）

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

ＣＡＴＶ整備

・導入支援
【総務課】

情報センター

設置・廃止
【総務課】

１ ２

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★市民・事業者等のためのデジタルサービスの提供

公衆無線

ＬＡＮ整備
【総務課】

３

事業者支援 市民等利用

図4-6-2 情報センターパソコン教室

出典：ティーズＨＰ

出典：ティーズＨＰ

公共ＤＸ ２９～３１項目
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〔 ７項〕 地域データ基盤 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆本市は、行政の透明性・信頼性の向上、公的

データの共有、経済活性化・新事業の創出等

を図るため、公式ホームページ等で予算・決

算を始めとする行政活動、人口動態や各種統

計調査などの地域データを公表しています。

◆これに加えて、あいち電子自治体推進協議会

や東三河８市町村・企業・大学等によるオー

プンデータや、市の各種地図情報を提供する

公開型ＧＩ Ｓの運用を開始しています。

◆国のビックデータ活用システム「 ＲＥＳＡＳ

（リーサス）」や、本市に関するオープンデータ

により、行政・民間ともにＥＢＰＭやデータ

ドリブンによる効果的な取組を推進します。
【用語解説】オープンデータ＝ 特定のデータを著作権等の制限なしで全ての人が望むように利用・再掲載できるようにするもので、国や地方公共団体等の

公共データを機械判読に適した形式で、二次利用可能なルールで公開することで、事業者や住民等による新サービスや事業創発を目指す取組。

【用語解説】公開型ＧＩ Ｓ ＝ インターネット経由でＧＩ Ｓ（地理情報システム：電子地図の上に情報を重ねて、編集や検索、分析、管理等を行う）を利用するシステム。

【用語解説】ＥＢＰＭ＝ エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングの略。証拠に基づく政策立案。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのでは

なく、政策目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすることを言う。

【用語解説】データドリブン＝ 売上データやマーケティングデータ、ＷＥＢ解析データなど、データに基づいて判断・アクションすることを言う。

■ＲＥＳＡＳ地域経済分析システム（国の取組）

地方自治体の様々 な取組を情報面から支援するために、内閣官房デジタル

田園都市国家構想実現会議事務局及び内閣府地方創生推進事務局が運用して

いる「産業構造や人口動態、人の流れなどに関する官民のいわゆるビックデ

ータ」を集約・可視化します。

フォーマットに対象市町村名「田原市」を入力することで、人口、産業

（事業所数、従事者数、産出額、付加価値額等）等データを分析し、グラフ形式で

表示します。また、比較すべき市町村を選択することで並列表記することも

できます。

図4-7-3【 ＲＥＳＡＳの分析フロー・概要・対象データ】 分析データ①【田原市の人口推移・推計】 分析データ②【田原市の農業構造（産出額）】

〈 ７-１〉 ｅあいち オープンデータ 平成２８年度～ 総務課

愛知県内市町村で組織するあいち電子自治体推進協議

会「オープンデータカタログ」ウェブサイトにおいて、

県・市町村の社会保障・衛生、教育・文化・スポーツ・

生活、運輸・観光、情報通信・科学技術、司法・安全・

環境、人口・世帯、行財政、商業・サービス業、国土・

気象、その他のデータを平成２９年３月から公開してい

ます。

■田原市の公開データ
人口移動・推移、休日当番医、健診情報、各機関・図書館の位置

情報と利用案内、国勢調査、白書、行事・イベント予定情報等。

〈 ７-２〉 東三河オープンデータ 平成３０年度～ 総務課

東三河オープンデータサイトＯｐｅｎ Ｄａｔ ａ ＨＩ ＧＡＳＨＩ

－ＭＩ ＫＡＷＡは、地域の多様なデータの提供、相互連携に

よる新たな価値創出、地域課題の解決を目指して、平成３

０年４月に運営開始し、東三河８市町村、企業及び大学等

による１８６データを掲載（令和４年１１月時点）しています。

■田原市の公開データ
人口（年齢別等）・世帯、財政（予算等）、統計その他、公園、駐車場、

公衆トイレ、避難所、消防関係（水利施設、ＡＥＤ設置等）、医療機関、福

祉施設（保育園・介護事業所等）、文化・スポーツ施設、お散歩ｅ本など

２５データ。

〈 ７-３〉 公開型ＧＩ Ｓ 令和４年度～ 総務課

公開型ＧＩ Ｓは、市民・事業者等から問合せの多い都市

計画図や農地・道路等各種規制や防災情報をインターネッ

ト上で公開し、行政サービス向上と業務効率化を図る取組

です。

令和３年度に公開型ＧＩ Ｓ導入検討会を設置し、令和４

年度前半にシステムを整備し、令和４年１１月「たはらｅ

マップ」として公開し、遂次内容を充実しています。
【用語解説】ＧＩ Ｓ ＝Geographic Informati on System。地理情報システム：地

理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータを総合的に

管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能とす

る技術。

■たはらｅマップの情報提供内容

①施設情報（各種施設、バス停）、②都市計画情報（都市計画、農用地区域
等）、③まちづくり情報（道路、固定資産税路線価、埋蔵文化財包蔵地等）、④上

下水道情報（上水道・下水道管網図）、⑤防災（河川浸水予想・土砂災害・高潮浸

水・津波災害警戒区域・避難所マップ）、⑥防犯・防火・救命（ＡＥＤ、消火栓、防

火水槽）、⑦観光・文化情報（観光施設、宿泊施設、文化財等）

■たはらｅマップの機能
①閲覧表示（地図拡大・縮小、テーマごと表示）、②検索（住所や目標物、属性情報

などから検索）、③ルート検索（２点間最短距離ルート。公共交通機関利用ルート）、

④計測（距離・面積計測、同心円計測や座標表示）、⑤作図（点、線、スタンプやコメ

ント入力、自分だけの地図作成、画像保存・印刷）、⑥印刷
図4-7-6 田原市公式ホームページ（たはらｅマップ）

図4-7-1 オープンデータ東三河サイト（トップ画面）

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

東三河

【総務課】

ｅあいち

【総務課】

２

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★市民・事業者等のためのデジタルサービスの提供

１

事業者支援 市民等利用

図4-7-2 ＲＥＳＡＳウエッブページ

図4-7-5 Ｏｐｅｎ Ｄａｔ ａ ＨＩ ＧＡＳＨＩ －ＭＩ ＫＡＷＡ

図4-7-4 あいち電子自治体オープンデータ

公開型

ＧＩ Ｓ
【総務課】

３

公共ＤＸ ３２～３４項目
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図4-7-7 ②-1 都市計画情報（都市計画情報：用途地域等） 図4-7-8 ②-3 都市計画情報（農用地区域）

図4-7-9 ③-1 まちづくり情報（道路情報：路線名称・幅員等） 図4-7-10 ③-3 まちづくり情報（埋蔵文化財包蔵地・記念物等）

図4-7-11 ③-4 まちづくり情報（固定資産税路線価情報） 図4-7-12 ④-1 上下水道情報（下水道情報：汚水・雨水、管きょ・取付管等）

図4-7-13 ⑤-4 防災（津波災害警戒区域マップ：浸水域、避難所等） 図4-7-14 ⑥防犯・防火・救命マップ（消火栓・防火水槽・ＡＥＤ）

■たはらｅマップ 公開図面（抜粋） 〔 ８項〕 キャッシュレス決済 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆本市の税収納は、１９８０年代までの各地区納

税取纏組合等による現金納付から、銀行口座引

落に移行し、業務効率化・収納率の向上を図っ

てきました。

◆その後、諸税・使用料の収納における市民サー

ビス向上と業務効率化を目指し、コンビニ納付

の導入、更には、クレジットカードや電子マネ

ー決済等の普及に対応したキャッシュレス決

済の拡充に取り組んでいます。
【用語解説】キャッシュレス決済 現金を使わずに支払いを済ませる方法

のことで、クレジットカード、manacaやPayPayなどの電子

マネー、各種プリペイドカードなどがあります。

●推進体制「キャッシュレス決済推進ワーキンググループ」

・市税納付、証明書等の発行手数料、公共施設の使用料等の支払いのキャッシュレス決済導入を検討し、令和５年度に窓口での

発行手数料・施設使用料のキャッシュレス化を実施します。

・決済方法の多様化として、現在のスマートフォンのバーコード決済に加えて、クレジットカードや電子マネー、Ｐａｙ Ｐａｙ

などのＱＲコード決済導入を検討しています。

【構成】 会計課、総務課、財政課、税務課、収納課、保険年金課、子育て支援課、建築課、水道課、生涯学習課、市民課、環境政策課、廃棄物対策課、

赤羽根市民センター、親子交流館、農業公園管理事務所、街づくり推進課、市民生活課、文化財課

【用語解説】ＱＲコード決済＝ QRコード決済とは、スマホのカメラ機能や決済端末でQRコードを読み取ることで支払いができる決済方法です。QRコー

ドには店舗の情報やエンドユーザーの支払い情報が紐づけられており、指定した銀行口座や専用アプリから支払いが行われます。

〈 ８-１〉 キャッシュレス決済 令和３年度～ 会計課

市民の利便性向上や収納業務効率化のため、各種納付

のキャッシュレス化を検討し、令和３年１０月から４税

３料納付のスマートフォン決済を開始しました。

■対象の税等
①市県民税（普通徴収）、②固定資産税・都市計画税、③軽自

動車税（種別割）、④国民健康保険税、⑤後期高齢者医療保険

料（普通徴収）、⑥保育料、⑦市営住宅使用料

■決済アプリ
Ｐａｙ Ｐａｙ （ペイペイ）、ＬＩ ＮＥＰａｙ （ラインペイ）、Ｐａｙ Ｂ
（ペイビー）

■処理の手順
市）バーコード付納付書交付→ 納付者）決済アプリでバーコード読取・決済→ 市納入

令和５年７月開始に向けて、公共施設窓口で納付する手数料等のクレジット（ＶＩ ＳＡ、Ｍａｓｔ ｅｒ 等）、電子マネー

（ｍａｎａｃａ、ｉ Ｄ等）、ＱＲコード（ｄ払い、ａｕＰＡＹ、Ｐａｙ Ｐａｙ等）のキャッシュレス決済を準備しています。

図4-8-1 市税等口座振替日程（田原市ホームページ）

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

図4-8-2 スマートフォンによる納付方法

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

コンビニ納付

決済システム
【会計課】

１ 市民等利用

公共ＤＸ ３５項目
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〔 ９項〕 市政情報等発信 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆情報通信技術の急速な進展により、従来

は紙に印刷し、郵送や地域文書配布、電

話・ ＦＡＸで伝達していた事柄を、イン

ターネットのウェブサイトに掲載するこ

とで瞬時に伝えられ、Ｅメール等で意見

交換できる状況となりました。

◆こうした状況を踏まえて、市の業務でも

デジタル活用による効果的・効率的な情

報発信・収集に取組んでいます。

◆市民が市政情報を得ている媒体（令和４年

市民意識調査結果）は、広報たはら（８８％）、

議会だより（ ４２％）、新聞（ ２７％）、ケーブ

ルテレビ・ ティーズ（ ２２％）、市公式ホー

ムページ（２１％）が中心となっており、

市公式インスタグラム（ ４％）、公式ＬＩ

ＮＥ（ ３%）や広報サポーターによる公認

フェイスブックや公認ツイッターはごく

わずかにとどまっています。
【用語解説】広報サポーター＝ ホームページ、ＳＮＳ、ケーブ

ルテレビ市政情報番組等の情報発信に公募参加の市民

が協力する制度。

■情報発信のデジタル化

＊公式ホームページ「田原市ホームページ」開設 平成９年度～

＊ケーブルテレビ市政番組「街角ネットたはら」放送 平成１５年度～

＊画像ダウンロードサービス「 たはらスタイル」公開 平成２３年度～

＊広報サポーターによるTwi tter等公認ＳＮＳ発信 平成２３年度～

＊ＹｏｕＴｕｂｅアカウント「 広報たはら」 平成２５年度～

＊公式インスタグラム「 ｔ ａｈａ ｒ ａ＿ｋｕｒ ａｓｈｉ 」 平成２８年度～

＊公式ＬＩ ＮＥ「 田原市」 令和２年度～

〈９-１〉 公式ホームページ等 平成９年度～ 広報秘書課

平成９年４月、インターネット上にホームページ「ジャンダ

ラリンたはら」（旧田原町）を開設し、それ以来、行政・観光・イ

ベント等情報を掲載した公式ホームページを更新・充実させ、

これらに関心のある方々 に２４時間・ ３６５日、情報を提供し

ています。

また、スマートフォンの普及による閲覧環境の変化に合わせ

て、見やすい・わかりやすい・探しやすいホームページを作成

するため、平成２７年からＣＭＳを導入し、各担当課が直接掲

載情報を管理することで、適宜更新するなど円滑な情報発信が

可能となっています。

令和５年度にデザインリニューアルやサーバー等機器更新、

セキュリティ強化、計画的な改修・保守、ＤＸ化推進や災害等

緊急情報に対応したトップページのリニューアルを行い、閲覧

者がより迅速に必要な情報を得やすい環境などに取組む予定を

しています。

さらに、市民等のニーズに応じて、詳細な情報を掲載した市

公共施設等の個別ホームページ、オンライン申請、その他サー

ビスに誘導するバナーの掲示や、オンライン投稿（子ども・ペッ

トの写真）などの市民参加やマイ広報紙機能による利便性向上

に取り組んでいます。
【用語解説】ＣＭＳ ＝ コンテンツ管理システム。専門知識がなくても、簡単に

ホームページの作成・更新・運営ができるシステムのこと。

【用語解説】バナー＝Ｗｅｂページ上で他のサイトを紹介する役割を持つ画像の

ことで、その画像をクリックすることで当該サイトが展開されます。

■画像提供サービス「たはらスタイル」

田原市内の景勝地・自然など絵になる風景を無料でダウン

ロードできるサービス（田原市公式ホームページ内）。

卓上カレンダー、イラスト名刺テンプレート、田原市の懐

かしい動画が提供されています。

図4-9-3 田原市公式ホームページ（ トップページ）

図4-9-4 スマホ版マイ広報紙 図4-9-5 田原市公式ホームページ（スマホ版）デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

公式

【広報秘書課】

公式

【広報秘書課】

公認ＳＮＳ

等情報発信
【広報秘書課】

公式

【広報秘書課】

１ ３ ４

市政番組等
【広報秘書課】

５

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

図4-9-1 田原市公式ホームページトップ画面

図4-9-2 令和４年市民意識調査

市民等利用

２

公式

ＬＩ ＮＥ
【広報秘書課】

６

公共ＤＸ ３６～４１項目
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図4-9-9 ＹｏｕＴｕｂｅ 田原市チャンネル画面

図4-9-10 ＹｏｕＴｕｂｅ 職員募集動画

図4-9-8 Twi tter田原市広報サポーター

〈 ９-２〉 ケーブルテレビ市政番組等 平成１５年度～ 広報秘書課

ケーブルテレビティーズチャンネルを活用し、平成

１５年１１月から行政や市民活動等の情報を発信する

街角ネットたはらを放映しています。

番組の制作は、市民ナビゲーター、企画コーナー、

保育園の日常風景、旬の食材を使ったレシピ、たはら

巡り～な紹介など、市民が親しみを持ち、関心のある

内容に毎週入れ替えるとともに、状況に応じて災害時

緊急情報を放送しています。

また、市議会（本会議一般質問）を生放映するほか、イ

ンターネットでもライブ配信や録画配信しています。

■街角ネットたはらの編成
毎月の番組編成会議→ 撮影協力依頼→ ティーズ担当者

撮影→ ナレーション確認・ ＶＴＲチェック →毎週木曜

日初回放送
※内容入替は、令和２年度まで２週間、令和３年度から１週間

〈 ９-３〉 公認ＳＮＳ等情報発信 平成２３年度～ 広報秘書課

本市は、市民協働による広報活動を推進するため、

毎年度、広報サポーターを任命しています。

インターネットのＳＮＳを活用した情報発信として、

平成２３年度からＴｗｉ ｔ ｔ ｅ ｒ （ツイッター）「田原市広報

サポーター（めだか、マムちゃん）」、平成２４年度から広報

サポーターブログ「風の街のたはら」、平成２６年度か

らＦａｃｅ ｂｏｏｋ（ フェイスブック）「 愛知県田原市広報サ

ポーター」によるタイムリーな情報発信に取り組んで

います。※ブログは現在休止

〈 ９-４〉 公式ＹｏｕＴｕｂｅ 平成２５年度～ 広報秘書課

市の魅力や情報発信として、平成２５年７月から数多くの視聴

者を持つインターネット上の動画無料提供サイトＹｏｕＴｕｂｅ

（ユーチューブ）を利用し、市ＰＲビデオ、観光スポット、市主催講

演会・説明会、職員募集、生活情報などを情報発信しています。

■掲載動画の主な内容
・ 令和４年：【 ごみステーションへのごみの出し方】、【 ３０周年記念ジョ

ージタウンの友へ】、【地域職業相談室窓口案内編】、【職員採用ＰＲ】、

【児童クラブ・子ども教室全体説明会】、【 タハナ～田原の花の定期便～

が届いたら】、【ほい！ やらまいラジオ体操】、【あかばねこども園バ

ーチャルツアー】、【 新型コロナウイルスワクチン集団接種の流れ】

・ 令和３年：【 離乳食初期講習】、【子育て支援センターふれあい遊び】

・ 令和元年：【田原市ＰＲ動画コンテスト最優秀作品等】

・ 平成２５年：【 市制施行１０周年記念映像】

・ 平成３年：【 Ｔｈｅ Ｆｕｔ ｕｒ ｅ ｉ ｎ ＴＡＨＡＲＡ-未来に向かってー】

・ 昭和５８年：【 住みよさ豊かさを求めて】【田原のまつり】

・ 昭和４０年：【 躍進する田原町】

〈 ９-５〉 公式インスタグラム 平成２８年度～ 広報秘書課

市勢要覧たはら暮らしを継承する画像共有無料アプリＩ ｎｓ ｔ ａｇ

ｒ ａｍ（インスタグラム）＃たはら暮らしを平成２８年７月から運用開始

し、“ゆったりとした暮らしぶり” をコンセプトに画像を投稿し、田原

市への愛着、関心を高めることにより、交流人口や定住人口増加を目

指しています。

好感・関心が得られる画像の投稿により、フォロワー人数を増やし

（現在13, 000人超）、市民の協力を得ながら画像を充実させ、市の魅力を

市内外に配信した結果、徐々 に知名度も上がってきています。

ＹｏｕＴｕｂｅやＴｉ ｋＴｏｋ等動画への関心が高まる中、リール機能

を強化した投稿等、時代に即した情報提供に取り組んでいます。
【用語解説】フォロワー＝ 田原市公式インスタグラムのアカウントの閲覧登録者

【用語解説】リール＝ インスタグラムの９０秒以内の動画機能

■運営内容 写真撮影→ 素材加工→ 投稿→ いいね、コメント返信

〈 ９-６〉 公式ＬＩ ＮＥ 令和２年度～ 広報秘書課

スマートフォンを持つ多くの方が利用している無料コミュニケーシ

ョンツールＬＩ ＮＥ(ライン）アカウント田原市を、令和２年１１月に

運用開始し、市主催のイベントや災害情報等を配信しています。

また、ＬＩ ＮＥのトーク画面から会話形式で質問に応答し、行政サ

ービスの内容や手続きの案内を行うＡＩ 総合案内サービスを実施する

ことで、市民サービスの利便性向上を図っています。

■メニュー画面
下部メニュー【ごきげんスマイル投稿】、【広報たはら】、【田原市ホームページ】

【休日、夜間救急案内】から田原市公式ホームページ該当項目、【 たはら暮らし

Ｉ ｎｓ ｔ ａ ｇ ｒ ａｍ】 と【公共施設予約システム】は該当アプリ等画面に移動。

図4-9-13 たはら暮らし（公式ホームページ）

図4-9-11 たはら暮らし（公式ホームページ）

図4-9-14 ＬＩ ＮＥ画面

図4-9-12 Instagram＃たはら暮らし

図4-9-6 街角ネットたはら放送内容

図4-9-7 Facebook田原市広報サポーター
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図4-10-4 航空写真と用途図の重ね合わせ

図4-10-7 ③地番図図4-10-6 ②航空写真（令和元年）図4-10-5 ①地形図（昭和４５年）

〔 １０項〕 デジタル事務処理 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆Ｉ Ｔ技術の進展に伴い、大掛かりな基盤シ

ステムによる事務処理効率化だけでなく、

個々 の業務（特に手間の多くかかる単純作業等）に

新たなデジタル技術を用いて、処理の正確

性・時間短縮・利便性の向上等に取組んで

います。
【この項は、庁内各課が共通利用する取組みを紹介】

【 業務作業のデジタル化】

■内容 「単純又は複雑で一時に大量処理が必要な作業」

■問題 「処理の効率化」「 ミス等の削減」においては、人（職員）による処理速度・履行確認に限界があり、

一時に大量処理するために人員を多く配置しておくことは困難であり、機械的処理が不可欠となる。

■内容 「コロナ禍における新たな生活様式に対応した業務」

■対応 「テレワーク」や「オンライン会議」、「分かりやすい情報発信」を実現するためのシステムを導入し、

平常時・非常時ともに効果の高い業務運営を行う。

＊コンピューター入力などの繰り返しの作業 ⇒ ＲＰＡ

＊手書きの申請書等をコンピューターに入力する作業⇒ ＡＩ －ＯＣＲ

＊会議内容（音声） を文字形式で記録する作業 ⇒ ＡＩ 会議録

＊詳細情報をお知らせするホームページに誘導 ⇒ ＱＲコード

＊時間・経費をかけて遠方まで出張せずに打合せ ⇒ オンライン会議

＊感染症対策等出社リスク等を回避する在宅勤務 ⇒ テレワークシステム

＊情報発信等のための動画・音声等コンテンツ編集 ⇒ 動画等編集端末

＊地図情報データの連携による位置・条件確認等 ⇒ 統合型ＧＩ Ｓ活用

＊現場状況などを瞬時に情報共有・対応の迅速化等 ⇒ ビジネスチャット

〈 10-１〉 職員用情報端末 平成２年～ 総務課 ◆各課利用

市職員の業務用情報端末は、昭和６０年代のワープロ（ワー

ドプロセッサー）に始まり、インターネット接続可能な業務パソ

コン等を必要部署に順次配備して行きました。

その後、庁内ＬＡＮ整備と同時に職員一人一台のノートパ

ソコンが配備され、平成２９年度からはペーパーレス会議を

実施するため、部長級以上職員にタブレット端末を配備して

います。

■市役所の情報端末配備状況
・ ノート型パソコン等約１，０００台（個別職員用、各課配備用）

・ タブレット端末２５台

〈 10-２〉 多機能プリンター 平成１８年度～ 財政課 ◆各課利用

従来は、文書複写するコピー機、パソコン作成文書を印刷

するプリンター、紙等文書・写真を電子画像化するスキャナ

ーとＦＡＸ等の機器がそれぞれありましたが、平成１８年度

にこれらを１台に集約した多機能プリンター（複合機）を導入し

ました。

また、多機能プリンターの庁内ＬＡＮ接続により、職員用

パソコン等とデータ送受信が可能となっています。

部長会議や予算査定等の庁内会議等で、職員はタブレット

やノートパソコン等を持参し、画面上で内容確認するペーパ

ーレス化を推進しています。

〈 10-３〉 統合型ＧＩ Ｓ 平成２３年度～ 総務課ほか ◆各課利用

土地や道路情報等の個別業務用ＧＩ Ｓと庁内共有地図情報

ＷｅｂＧＩ Ｓ（職員パソコンからウェブブラウザを介し利用）がありまし

たが、サーバー老朽化に伴う更新・機能拡充として、平成２

３年度に統合型ＧＩ Ｓを導入しました。
※統合型ＧＩ ＳはＬＧＷＡＮ回線で、インターネットとは切り離した形で運用。

これにより、各課で様々 な地図データの重ね合わせ処理が

容易になるなど、業務効率化とＧＩ Ｓ関連の重複投資の削減

が実現しています。

■対応地図データ
①地形図（昭和37年～現在）、②航空写真（平成8年～現在）、③地番図（地番、所有者）、④住宅地図、⑤生活情報（公共施

設、鉄道・バス路線等）、⑥道路（路線名、道路照明等）、⑦都市計画等関係図（用途区分、基礎調査図、立地適正化計画、観光計画図）、

⑧市有財産（行政財産、普通財産）、⑨農政情報（農地マップ、農振図）、⑩観光案内板等

図4-10-1 ＡＩ －ＯＣＲの作業イメージ

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

ＲＰＡ・ ＡＩ

－ＯＣＲ
【総務課】

ＡＩ 会議録

【総務課】

ＱＲコード

活用
【広報秘書課】

オンライン

会議システム
【総務課】

４

テレワーク

システム
【総務課】 【総務課】

ＬｏＧｏ

チャット
【総務課】

統合型

ＧＩ Ｓ
【総務課】

７ ９

11

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

業務処理等

★デジタル技術による業務効率化（共通利用）

職員用

情報端末
【総務課】

多機能

プリンター
【財政課】

１ ２

図4-10-2 職員用情報端末（パソコン、タブレット）

図4-10-3 多機能プリンター操作画面

３ ５

６
ＡＩ 総合

案内
【広報秘書課】

８ 10

市民等利用

公共ＤＸ ４２～５２項目
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図4-10-15 広報たはら

記事のＱＲコード
図4-10-16 市公式ホームページ

該当箇所

図4-10-17 動画・音声等編集用パソコン

図4-10-10 公衆無線ＬＡＮテレワーク（三河田原駅交流ひろば）

図4-10-9 オンライン会議

図4-10-11 ＬｏＧｏチャット画面

図4-10-14 ＡＩ 総合案内

図4-10-12 ＡＩ チャットボットＱＲコード

図4-10-13 市公式ホームページバナー

〈 10-４〉 ＲＰＡ・ ＡＩ －ＯＣＲ 令和２年度～ 総務課 ◆各課利用

コンピューターへのデータ入力等の単純・反復作業を自動化

し、業務の効率化を目的に、令和２年度にＲＰＡ・ ＡＩ －ＯＣ

Ｒ活用推進検討会を設置し、利用検討・試行・操作研修等を行

っています。
【用語解説】ＲＰＡ ＝ ロボテック・プロセス・オートメーションは、人間だけが対

応可能と想定される高度な作業を人に代わって実施するルールエンジン

（業務自動化を判断するソフトウェア）のこと。

【用語解説】ＡＩ ＝ 人工知能。人が実現する様々 な知覚や知性を人工的に再現。機

械学習等を含む認知技術を活用して代行実施する。

【用語解説】ＯＣＲ ＝ オプティカル・キャラクター・ リーダー。画像データからテ

キスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識機能。

■ＲＰＡ・ ＡＩ －ＯＣＲ活用推進検討会
【所属】総務課、企画課、税務課、保険年金課、高齢福祉課ほか

【内容】試行業務の選定、研修会開催など

〈 10-５〉 オンライン会議システム 平成２年度～ 総務課 ◆各課利用

コロナ禍により、対面会議が開催困難となったことから、令

和２年度からオンライン会議アプリ（ Ｚｏｏｍ）を導入し、この

システムで各種業務に取組んでいます。

オンライン会議は、移動時間・出張経費等の削減効果も認め

られることから、利用環境を向上機材（スピーカーフォン・Ｗｅｂカメ

ラ・モニター）の充実により利用促進を図っています。

■活用事例 各種職員研修会、東三河広域連合等広域連携会議等

〈 10-６〉 テレワークシステム 令和２年度～ 総務課 ◆各課利用

コロナ感染対策（職場の三密状態緩和）として、令和３年１月、職

員の自宅等からインターネットを使って職場配備パソコンを遠

隔操作する形のテレワークシステムを導入しました。

このシステムは、市の貸出用パソコン（２２台）のほか、個人

所有パソコンも利用可能で、感染者や濃厚接触者になった場合

に利用するとともに、今後、テレワーク勤務や、育児・介護等

時間的な制約を抱える職員を含めた多様な働き方の実現手法と

して期待されています。

〈 10-７〉 ＬｏＧｏチャット 令和２年度～ 総務課 ◆各課利用

大雨等災害時の現場情報や他市町村との連絡等行政業務にお

ける情報共有の迅速化及び会議運営の効率化、移動時間削減等

を図るため、令和３年度に東三河情報システム検討会でビジネ

スチャット「 ＬｏＧｏチャット」 を導入しました。
【用語解説】ＬｏＧｏチャット ＝ ＬＧＷＡＮとインターネットの両方で使える自治体

専用ビジネスチャットツールで、職員はパソコンやスマートフォンで庁内や

他自治体、外部事業者とメッセージやファイル・画像の送受信ができ、投稿

に対する既読状況を個人ごと特定できます。

■ビジネスチャット利用状況 （令和４年度時点）

防災対策課（災害対策本部・災害状況連絡調整等）、維持管理課（道路・河川破

損状況情報連絡等）、農政課（農地・農業施設状況報告・調整等）、下水道課（下

水道施設状況報告・調整等）が業務連絡等に活用。
※上記関係職員２２２人（内消防署６９人）が利用登録

〈 10-８〉 ＡＩ 総合案内 令和２年度～ 広報秘書課

愛知県と県内市町村によるあいちＡＩ ・ ロボティクス連携

共同研究会により、市民等からの問合せに対して、２４時間

３６５日、自動応答する総合案内サービス「 ＡＩ チャットボ

ット」 を共同導入（関係３９市町村共同）し、令和２年１１月から

市公式ホームページ上で運用開始しています。

応答は、転入転出時の届出や、ごみの出し方等の手続きの

ほか、入力される様々 な質問に対して、あらかじめ幅広いＱ

＆Ａデータ（毎月更新）を用意し、土日夜間等の開庁時間外の問

合せに対する住民サービス向上等の効果を期待しています。
【用語解説】チャットボット ＝ チャット（会話）とボット（ロボット） を組み合わ

せた言葉で、自動会話プログラムのこと。

〈 10-９〉 ＱＲコード活用 令和３年度～ 広報秘書課 ◆各課利用

「広報たはら」令和３年７月号から掲載されたイベント・

講座等は、スマートフォンのカメラ等でＱＲコードを読込む

ことで、市公式ホームページの該当ページ等に誘導し、詳細

内容が確認できる仕組みを構築し、広報紙面の簡略化を図っ

ています。
【用語解説】ＱＲコード ＝ 小さな四角形を縦横に同数並べた図形パターンにより、

文字や数字などのデータを入れることができ、バーコードよりも大量の

情報を正確に記録。紙面に限りのあるポスターやちらしにも活用。

また、イベント等の申込みもＱＲコードからあいち電子申

請・届出システム入力画面に誘導され、参加希望者の利便性

の向上と申込者情報のＥｘ ｃｅ ｌ 自動処理、電話・ ＦＡＸ対

応の削減による作業の効率化が図られています。

〈 10-10〉 動画・ 音声等編集端末 令和３年度～ 総務課 ◆各課利用

ＳＮＳや動画投稿サイト等おける情報発信として、市ＰＲ

動画を活用する機会が増えるとともに、様々 なファイル形式

に対応するため、令和３年７月、市のＰＲ・研修・デジタル

サイネージ等で使用する動画・音声編集ソフト搭載の高機能

端末（パソコン）を設置しました。

■編集実績
各種職員研修動画、防災カレッジ・講演会動画、オンラインイベ

ンド動画、交流メッセージ動画、ドライブレコーダー映像確認等

〈 10-11〉 ＡＩ 会議録作成支援システム 平成４年度～ 総務課 ◆各課利用

市が主催又は参加する会議の内容を、文字形式で記録する

会議録作成は、会議時間に応じて相当の時間がかかるため、

この作業の効率化・迅速化が求められています。

そこで、ＡＩ 音声認識ソフトによる会議等の音声を文字化

するシステム導入を検討し、令和４年４月から試行した結果

として２０％～７５％の業務負担の軽減（業務の効率化）が認め

られたことから同年７月から実務利用を開始しました。

ＡＩ 音声認識は、録音音声の音量・音質により言葉の認識

率が下がるため、録音状態改善のための専用マイク導入、変

換効率をより上げることで、作業時間短縮を図っています。

図4-10-8 ＲＰＡの作業イメージ

図4-10-18 ＡＩ 音声認識による会議録作成イメージ
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図4-11-5 市役所南庁舎のデジタルサイネージ画面

図4-11-6 市役所南庁舎の自動検温器

図4-11-3 市役所の警備操作盤・監視カメラ・人感センサー

図4-11-4 庁舎立体駐車場防犯カメラ・防犯カメラディスプレイ・録画システム

図4-11-1 田原市施設の用途別公共施設保有面積

〔 １１項〕 施設等適正管理 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆市民サービス拠点である市の公共施設は、

維持運営や大規模修繕・建替え・取壊し・

新設等には膨大な経費を要することから、

この適正運営は、行政運営に大きな影響を

及ぼす課題となっています。

◆特に、本市は平成１５年・平成１７年の市

町村合併により、機能が重複する旧三町の

保有施設を引継いだため、同規模自治体に

比べても保有施設数が多く、それらの維持

運営コストと施設更新費用等が大きな負担

となっています。

◆今後、人口減少が見込まれるなど、厳しい

財政状況が予測されるなか、大きな費用が

必要となる施設運営の適正化を図るため、

平成２８年、田原市公共施設総合管理計画

を策定（令和４年改訂）し、公共施設の整備・

管理運営費の圧縮に取り組んでいます。

◆そして、市庁舎を始めとする公共施設等の

運営管理においては、従来、市職員等が常

駐対応していた運営・保安業務等でセンサ

ー・ カメラ・通信等のデジタル技術を活用

し、無人化・遠隔操作等することで効率化

を図っています。

◆また、本市が取り組んできた人にやさしい

まちづくりやユニバーサルデザイン導入に

加えて、新型コロナウイルス感染対策の観

点からも設備等の自動化・デジタル活用を

進めています。
【用語解説】ユニバーサルデザイン＝ 年齢、性別、文化、身体の

状態など、人々 が持つ様々 な個性や違いにかかわらず、

最初から誰もが利用しやすく、暮らしやすい社会となる

よう、まちや建物、もの、しくみ、サービスなどを提供

して行く考え方のこと。

〈 11-１〉 公共施設警備システム （従来から） 財政課ほか ◆各課利用

市有公共施設の夜間・休館日等の保安管理は、以前は職員の

当直・宿直で対応していましたが、現在は市役所本庁舎・渥美

支所を除いて、民間警備会社の警備システムによる無人管理に

移行しています。

公共施設の出入口や通路天井等に監視カメラ・人感センサー

を配置し、異常を感知した場合は、自動的に電話回線で待機中

の警備員に連絡が入る仕組みとなっています。

■警備導入施設 市役所本庁舎、小学校・中学校、市民館等

〈 11-２〉 公共施設等防犯カメラシステム 平成２６年度～ 財政課ほか ◆各課利用

施設の安全管理と犯罪抑止を図るため、

平成２６年度から市役所の本庁舎・立体駐

車場、小学校・中学校校舎や主要公共施設

に防犯カメラを設置しています。

撮影・録画された画像は、一定期間保存

されていますので、万一の犯罪・被害の状

況確認に活用できます。

〈 11-３〉 公共施設デジタルサイネージ 平成１３年度～ 財政課・商工観光課・生涯学習課 ◆各課利用

田原地域文化広場においては、平成１３年度から来場者に向

けて、行事や市出身スポーツ選手の活躍ぶりなどの情報を３カ

所のデジタルサイネージに表示しています。
【用語解説】デジタルサイネージ＝ ディスプレイ（電子画像表示装置）にデジタル技術

を使って、文字や画像を表示させる宣伝・広告方式。

デジタルサイネージのシステムは、公共施設オンライン予約

システム等と連携（ＣＳＶファイル抽出・送信可能）し、データ入力が

容易にできるなど、業務の効率化が図られています。

また、平成１８年度から市役所庁舎出入口やフロアー待合場

所にデジタルサイネージを設置（パソコン作成データを無線ＬＡＮ転送）

し、税等行政情報を表示しています。

〈 11-４〉 公共施設トイレ自動照明等 遂次導入 財政課、建築課ほか ◆各課利用

来場者の利便性の向上や、省エネルギー、人にやさしいまち

づくり、新型コロナウイルス感染対策の観点から、市民が多く

利用する市役所、福祉センター、市民館、小学校・中学校等の

公共施設には、自動ドア、エレベーターに加えて、人感センサ

ーによるトイレ照明、手洗い・小便器の自動水洗、自動検温器

を整備しています。

今後も、施設機能や利用頻度等に応じて、順次、他の公共施

設の整備を進めて行きます。

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

公共施設等

【財政課ほか】

公共施設

【財政課ほか】

２ ３
公共施設

【財政課ほか】

公共施設

警備システム
【財政課ほか】

公用車

【財政課ほか】

５

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★デジタル技術による公共施設等管理（共通事項）

業務処理等

１

公有財産

ＧＩ Ｓ
【財政課】

資産経営

システム等
【企画課】

６ ７

図4-11-2 田原市公共施設の築年別整備状況

４

公共ＤＸ ５３～５９項目
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図4-11-7 公用車ドライブレコーダー

図4-11-8 行政財産と地番図の重ね合わせ

図4-11-9 ファシリティマネジメントシステム

〈 11-５〉 公用車ドライブレコーダー等 平成２５年度～ 財政課ほか ◆各課利用

公用車の交通事故・ トラブル等を録画し、適切に対応す

るため、市有車にドライブレコーダーを装備しています。
【用語解説】ドライブレコーダー＝ 運転中の映像・音声などを記録する自動

車用の車載装置のこと。

また、目的地までの最適ルートを検索するカーナビゲー

ション、有料道路を円滑に利用するためのＥＴＣ車載器を

当該車両の利用目的等を勘案して導入しています。

【用語解説】カーナビゲーション＝ 自動車を運転しながら運転席の画面で道

路情報などを見ることができる走行位置確認装置のこと。

【用語解説】ＥＴＣ ＝ 車両に設置される自動料金支払いシステムのこと。

■ドライブレコーダー等装備車両
ドライブレコーダー装備車両１１０台、カーナビゲーション装備車両５台、ＥＴＣ装備車両３台

〈 11-６〉 公有財産台帳ＧＩ Ｓ 平成２７年度～ 財政課 ◆各課利用

市が保有する土地・建物の公有財産台帳は、平成２０年

度に台紙方式から庁内ネットワーク共有フォルダへの電子

データ（ＥＸＣＥＬファイル）登録方法に移行しました。

しかし、市有財産は膨大な件数があり、市民等からの問

合せ対応等に時間を要すことから、平成２７年度から統合

型ＧＩ Ｓシステムの地図情報（地番図、住宅地図、航空写真）を活

用し、市保有土地・建物データの検索が可能となり、迅速

な照会対応等の管理適正化が図られています。

■活用可能データ
①地形図、②航空写真（現況確認）、③字地番・面積・所有

者情報、④道路・水路等との位置関係、⑤各種土地利用規制

〈 11-７〉 資産経営システム等 平成２５年度～ 企画課 ◆各課利用

市保有の公共施設の適正化を推進するため、平成２５年

度に資産経営システム及び施設マネジメント支援システム

を導入し、公共施設ごとの整備状況・運営状況を一元管理

し、客観的指標で評価分析することで、ファシリティマネ

ジメントを実施しています。
【用語解説】ファシリティマネジメント ＝ 企業・団体等が組織活動のために、

施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動。

■資産経営システム
施設の基本情報や運営状況などの施設実態情報を一元的に管理

し、施設を客観的な指標を用いて評価・分析しながら施設カル

テ等を作成。

■施設マネジメント支援システム
資産経営システムと連動し、施設の適切な維持保全を図るため

の情報管理と、修繕などの保全計画として、ライフサイクルコ

スト算定や工事履歴を管理（企画課処理）。

〔 １２項〕 セキュリティ対策等 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆デジタル機器やデジタル化された情報は、効率的に

業務処理できる反面、インターネットから瞬時の情

報漏洩やサイバー犯罪などの危険性があり、ハード

（機器）・ ソフト（取扱い）両面から万全なセキュリティ

体制を構築し、個人情報保護を念頭にインシデント

に備えていくことが非常に重要となっています。

◆また、デジタル技術で地域課題等を解消し、便利で

暮らしやすい地域づくりを進める際、デジタル機器

を使いこなせない方は、かえって不便になったと感

じることから、並行してデジタルデバイド（情報格差）

対応に取り組んで行く必要があります。
【用語解説】サイバー犯罪＝ サイバー犯罪とは、コンピューターやインターネットを悪用した犯罪のことで、不正アクセスやコンピューター・ネット

ワークを利用し、コンピューターウイルス、フィッシング、ワンクリック請求、違法情報・有害情報、犯行予告などがあります。

【用語解説】セキュリティ ＝ 安全、防護、保証などの意味で、Ｉ Ｔ分野では暗号や防御のためのソフトウェア、アクセス（接続）の制限などを用いて、

データやシステム、通信経路などを保護し、機密漏洩や外部からの攻撃、改ざんなどの危険を排除すること全般をいいます。

【用語解説】インシデント ＝ 情報管理やシステム運用に関して、保安上の脅威となる人為的な事象（重大な事件・事故に発展する可能性を持つ出来事

や事件）で、マルウェア感染や不正アクセス、パスワード漏洩、Ｗｅｂサイト改ざん、機密情報流失等があります。

【用語解説】デジタルデバイド ＝ インターネットやコンピューターを使える人と使えない人との間に生じる格差（情報格差）をいいます。

〈 12-１〉 情報セキュリティ体制 平成１５年度～ 総務課

田原市情報セキュリティポリシーは、総務省「地方公共団体における情報セキュ

リティポリシーに関するガイドライン（平成１３年）」 に基づき、個人情報や行政運営情

報等機密性の高い重要情報について、組織として意思統一し、盗難・不正アクセス

等脅威から適切に保護し、継続的に情報セキュリティ水準の向上対策を明文化した

ものとして平成１５年度策定（平成２９年度改正）しました。

クラウドサービス等外部サービス利用増加から、総務省ガイドラインの改正など

に伴って、継続的にセキュリティポリシーを改正しながら、市情報資産の機密性、

完全性及び可用性を維持して行く必要があります。

【用語解説】情報セキュリティポリシー＝ 企業や組織の情報セキュリティ対策の方針や行動指針のことで、組織

内のセキュリティ（安全）を向上させるためのルールや、情報資産をどのような脅威からどのように守

るかといった基本的な考え方、確保体制、対策基準等を具体的に記載したもの。

■市情報セキュリティポリシーの内容
●情報セキュリティ基本方針（目的、対象脅威、適用範囲、職員遵守義務、外部委託業者等対策、セキュリティ対策、監査・自己点検、対策基準、

実施手順）、●対策基準（運営体制、分類・管理方法、物理的・人的・記述的セキュリティ、運用、外部サービス、評価・見直し）

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

強靭性向上
【総務課】

情報セキュ

リティ体制
【総務課】

ウイルス対策
【総務課】

情報セキュ

リティ研修
【総務課】

１ ２ ４

監視体制
【総務課】

デジタル

デバイド対応
【総務課】

５

８

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★セキュリティ確保のためのシステム・取組

職員共通等

市民等利用

顔認証
【総務課】

６ 業務処理等
ホームページ

暗号化
【広報秘書課】

７

３

情報セキュリティ１０大脅威２０２３

（出典：独立行政法人情報処理推進機構ＨＰ）

図4-12-1 情報セキュリティ１０大脅威
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〈 12-２〉 情報セキュリティ研修 平成１５年度～ 総務課

情報システムの利用拡大に伴って、組織的なセキュ

リティ確保の必要性が高まっているため、対象職員に

向けて、平成１５年度から田原市情報セキュリティポ

リシーに基づく情報セキュリティ研修、平成２７年度

から番号法に基づく特定個人情報研修を継続的に実施

し、情報資産の機密性・可用性・完全性を確保し、情

報漏洩等の防止、信頼性の向上に努めています。

■研修概要
集団研修、e-ラーニング、国・県主催研修会・研究会等

〈 12-３〉 業務システム顔認証 平成２７年度～ 総務課

Ｉ ＣＴ技術の進化に伴いＷｅｂカメラ利用の顔認識

システムの性能・信頼性が向上し、業務利用が可能と

なったことから、平成２７年度の番号法施行に伴い、

特定個人情報を利用する端末等機器について、パスワ

ード等によるセキュリティに加え生体認証等による二

要素認証として、利用職員の顔識別情報を利用するシ

ステムを採用し、担当職員（顔認証登録職員）以外による

不正操作、情報漏洩の防止を図っています。
【用語解説】番号法＝ 行政手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律。

〈 12-４〉 情報システム強靭性向上（ 三層分離） 平成２８年度～ 総務課

本市情報システムの強靭化のため、①個人番号利

用事務系、②ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）接続系、

③インターネット接続系の「三層にネットワークを

分離」 し、相互通信が出来なくすることで、総務省が

定める新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強

化に対応し、個人情報の流出防止等の安全性確保策を

平成２８年度末から運用しています。

この三層分離でセキュリティは大幅に向上します

が、新たな脅威や業務利便性の低下等の問題もあるた

め、セキュリティを担保しながらデータ活用の利便性

を向上する技術の導入など引き続き検討しています。
【用語解説】ＬＧＷＡＮ ＝ 地方公共団体を相互に接続する行政専用

のネットワーク。

〈 12-５〉 コンピューターウイルス対策 令和３年度更新 総務課

職員に配備のパソコンは、そのうちの一台がコンピ

ューターウイルスに感染することで、ネットワークを

通して全体に被害が及ぶ危険性があります。

そのため、情報セキュリティ対策として、全てのパ

ソコンにウイルス対策ソフトを導入し、常時監視・ウ

イルス駆除等を行っています。

また、ウイルス感染の危険性がある行為を抑制する

ために、抜き打ち訓練を行うなど、日頃から安全確保

の向上に努めています。

〈 12-６〉 電子メール監視体制 令和３年度更新 総務課

本市には、市民や業者を装って巧妙に偽装された不正

な電子メールは、１日３００通以上届いていますので、

個人情報・機密情報の窃盗・漏洩を防止するため、イン

ターネットからの不正侵入の入り口となりやすい、不正

電子メールの常時監視システム・体制を整えています。

不正電子メールは、個人情報を搾取するためのインタ

ーネットサイトに誘導するものや、コンピューターウイ

ルスが添付されたものが多く、情報漏洩防止対策が特に

必要となっています。

常時監視システムで、不正電子メールの疑いに分類さ

れた場合、サポートデスクが内容を確認し、安全と認め

られたもののみ受信を許可する作業を行っています。
【用語解説】サポートデスク＝ パソコンなどの電子機器や情報ネットワーク、セキュリティ対策などに関する職員からの質問への対応や、インターネ

ットからの不正メール・不正侵入盗に対処する専門知識を有する委託業者のこと。

〈 12-７〉 ホームページ暗号化 令和３年度～ 広報秘書課

市が運営する各種のホームページの情報セキュリティ

として、第三者による盗聴、データ改ざん、なりすまし

等のリスクを回避し、閲覧者が安心してアクセスできる

ホームページ環境とする必要があります。

そのため、市のすべてのＷＥＢサイトをデータ暗号通

信で保護する常時ＳＳＬ化の運用を令和３年度に開始し

ています。
【用語解説】ＳＳＬ ＝ Secure Socket Layer。インターネット上でデータを

暗号化して送受信する仕組みを言います。

〈 12-８〉 デジタルデバイド対応（ 市政ほーもん講座等） 平成１６年度～ 総務課

平成２８年度まで田原市情報センターで実施されていたパソコン教室を引き継ぎ、高齢者が集まりやすい

校区市民館等に出向く「市政ほーもん講座」等で「初心者向けスマホ教室」を実施しています。

このほか、デジタルデバイド対応として、令和３年度から愛知県の「高齢者・デジタルサポーター事業」

（令和４年末現：在田原市内４名）や民間携帯電話ショップなどが、地域コミュニティやシルバーサロンなどと

連携し、生活・健康・防災など便利で興味を持っていただける内容で教室を開催し、高齢者のデジタル活用

の機会・ きっかけづくりに取り組んでいます。

図4-12-8 市民館スマートフォン教室の内容図4-12-5 ウイルス対策ソフト画面

図4-12-4 ネットワーク分離の概要成

図4-12-9 市民館スマートフォン教室

図4-12-7 田原市ホームページ画面

図4-12-6 サポートデスク電子メールチェック画面

図4-12-2 市情報セキュリティ研修

図4-12-3 業務システム顔認証
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〔 １３項〕 防災安全分野（ 行政） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この分野のデジタル活用は、スマートフォンの普及に伴って情報連絡や、人が監視することが

困難な場面のセンサー・ カメラ等利用で拡大が進んでいます。

〈 １〉 防災対応

◆防災分野では、迅速な情報収集・発信・連絡等が

特に重要であることから、同報無線による屋外放

送設備等情報機器を導入してきましたが、Ｉ ＣＴ

技術の急速な進歩に伴う携帯電話・ スマートフォ

ン普及を踏まえた対応が必要となっています。

◆また、屋外カメラや水位センサーによるリアルタ

イムの状況把握や人が行けない場所へのドローン

による情報収集により、的確な判断と対応が可能

となっています。

◆このほか、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）による

緊急情報の伝達や災害避難所へのＷｉ -Ｆｉ 環境

整備、防災台帳のデジタル化にも取り組むととも

に、防災情報を市公式ホームページ等で公開し、

民間の提供する各種情報（気象、停電、運行等）と合わ

せて防災対応に活用されています。

〈 ２〉 安心安全確保

◆防犯、救急救命、消防等安全確保において、防犯

カメラや通信・連絡アプリ等を活用しています。

〔 １〕 防災対応

〈 13-１〉 愛知県高度情報通信システム 平成１１年度～ 防災対策課

愛知県の高度情報通信システムは、県

庁、県地方機関、市町村、防災関係機関

を結ぶ衛星回線と地上の無線回線（大容量

デジタル多重マイクロ無線回線）を用いたネット

ワークです。

通信回線の多重化と非常電源の確保に

よって、災害に強いシステムを構築して

います。

〈 13-２〉 防災行政無線設備 平成１７年度以前～ 防災対策課

災害発生やその恐れがある場合、市全域に迅速かつ広範

囲に情報伝達するため、防災行政無線（屋外拡声器等）を整備

し、海岸付近にいるサーフィンや釣り等レジャー客への津

波避難の伝達にも活用しています。

令和５年度からの機器更新では、メール配信やアプリ連

動等により、利便性の向上を目指しています。

■防災行政無線
平時は、火災・防犯情報、昼夕の定時放送、地区遠隔装置による

地区放送等の情報を伝達。※昼夕のメロディー放送による稼働確認

〈 13-３〉 防災カメラシステム 平成１７年度～ 防災対策課

災害状況を迅速に把握するため、平成１７年度に蔵王山

展望台など３カ所に監視カメラを設置しました。

その後、市内の河川等に設置し、現在１２台のカメラに

より、災害状況を監視しています。
※赤羽根漁港防災カメラは、田原市公式ホームページで常時公開。

■防災カメラ設置場所
①伊良湖岬（伊良湖オーシャンリゾート）、②天白川（中山小学校）、③渥

美支所、④大山、⑤赤羽根漁港、⑥赤羽根漁港（一般公開）、⑦

蔵王山展望台、汐川（⑧総合体育館・⑨旧デイサービスセンター）、⑩

田原市役所、⑪新堀川、⑫免々 田川。

〈 13-４〉 安心安全ほっとメール 平成１７年度以前～ 防災対策課

携帯電話・スマートフォン・パソコンに防災情報、防災

行政無線情報（放送内容）、防犯情報をメール配信しています。

発信内容は、気象警報、地震震度、南海トラフ地震臨時

情報等の防災情報、防災行政無線の放送内容（火災発生、行方
不明者の発生、熱中症・食中毒等健康被害の恐れがある場合の注意、各種イベン

ト開催情報等）、詐欺や不審者などの防犯情報等で、現在の登

録者数は約１万２千人となっています。
※防災行政無線の放送が聞き取れなかった場合も内容確認できます。

※メールの配信履歴は田原市公式ホームページでも確認できます。

図4-13-1 田原市防災センター（市役所南庁舎６階）
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17

図4-13-2 田原市防災マップ2020PDF（ 市公式ホームページ）

図4-13-3 ネットワークイメージ図 愛知県高度情報通信システムメニュー画面

図4-13-4 防災行政無線放送設備

13 14 15

３ ４

８

５

６ ７

16

図4-13-6 安心安全ほっとメール配信履歴

図4-13-5 防災カメラの一覧画像

公共ＤＸ ６８～８４項目
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〈 13-５〉 職員非常参集メール 平成１７年度以前～ 防災対策課

田原市災害対策本部から市職員に対する災害時の非常配

備体制の伝達や職員の状況把握のため、全職員にインター

ネットメール機能を使って一斉配信し、登庁可否を即時に

把握できる職員参集システムを導入しました。

災害対策本部では、平時から定期的に参集メール訓練を

実施し、災害時に備えています。

■情報通信手順
メール配信→登庁可能職員把握→本部会議開催→被害等把握

〈 13-６〉 全国瞬時警報システム 平成１９年度～ 防災対策課

総務省消防庁の全国瞬時警報システム（ Ｊアラート）は、

弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、時間

的余裕のない事態の情報を防災行政無線、緊急速報メール

等により、国から住民まで瞬時に伝達するシステムです。

内閣官房や気象庁からの緊急情報を総務省消防庁の送信

システム（地上と衛星の二重回線）により、市町村の防災行政無

線を自動起動し、住民に伝えると同時に携帯電話会社の回

線によるスマートフォンへの伝達等も行われています。

〈 13-７〉 防災情報システム 平成１９年度～ 防災対策課

大規模な災害発生に際しては、田原市災害対策本部を市

役所南庁舎６階講堂（防災センター）に開設しますが、そこで

的確な対応の検討に必要となる様々 な災害情報を把握する

ため、防災情報システムを整備し、平成１９年度から運用

しています。

■防災映像システム
被災状況に関する防災カメラやテレビ放送の映像やインターネッ

トからの気象情報等を大型スクリーンやサブモニターに表示し、

田原市災害対策本部を運営に必要な情報を整理しています。

〈 13-８〉 水位・ 雨量監視システム 平成２２年度～ 防災対策課

ゲリラ豪雨や高潮等の被害を最小限にするため、平成２２年度から市内の３河川（新堀川、免々 田川、天白川）に

水位・雨量を自動観測する機器を設置し、状況を監視しています。

この河川水位等の情報は、

国・県の観測システムによる

汐川や赤羽根漁港（水位）と合

わせて、市公式ホームページ

で常時提供し、自主防災会や

家庭・事業所等の防災対策に

活用されています。

〈 13-９〉 避難所公衆無線ＬＡＮ 平成２７年度～ 総務課・防災対策課・生涯学習課

平成２７年度、地域防災計画に定める「風水害避難所」 ２０か所に公衆無線ＬＡＮを整備しています。
※これら避難所を含む公共施設２６ヵ所に公衆無線ＬＡＮ整備済。

〈 13-10〉 無人航空機（ ドローン） 平成３０年度～ 防災対策課

本市は、ＮＰＯ法人渥美半島まちづくり推進機構、(株)

あづま、(株)サイエンスクリエイト、三信建材工業(株)と

平成３１年に協定締結し、災害時等に無人航空機（ドローン）

による被災状況の確認等を要請する体制を構築しています。

また、トヨタ自動車（株）田原工場と災害時に自社ドロ

ーン撮影の従業員避難用映像の提供を受ける覚書を令和２

年に締結しました。

〈 13-11〉 市町村防災支援システム 平成３０年度～ 防災対策課

愛知県が構築した市町村防災支援システム（クラウド型）

は、市町村の災害対応の支援、被害情報の取りまとめ、集

約された情報を県・市町村・防災関係機関で共有を図るも

ので、本市は平成３０年から参加しています。

災害発生時には、市町村の対応しなければならない業務

量は膨大となりますが、担当者も少なく、経験も不足して

いる面に着目し、①災害対応業務の省力化、②避難判断

プロセスの効率化、③県への報告業務の負担軽減、④一

元管理による災害情報の収集漏れ・抜けの防止、⑤住民

への避難情報等の一括配信による業務迅速化を図るもので

す。

このシステムに集約された情報は、Ｌアラートにより放

送局・アプリ事業者等メディアを通じて、住民等に迅速か

つ効率的に伝達されます。
【用語解説】 Ｌアラート ＝災害情報共有システム。(一財)マルチメディア振興

センターが設置・運営し、総務省が普及促進する情報伝達システム

で、地方公共団体・ライフライン事業者からの災害情報等を集約・

伝達します。

〈 13-12〉 災害時要支援名簿デジタル化 令和２年度～ 地域福祉課

災害時の要支援者状況の的確な把握、関係機関等への円

滑な情報提供のため、令和２年度に災害時要援護者台帳シ

ステムを整備（改修）しました。

対象者抽出機能強化や住民異動情報、介護・障害情報等

の随時連携、名簿管理のクラウド化により、台帳の最新状

況を安全に管理することが可能となりました。

■名簿整備の流れ
【関係組織】消防本部、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、

自治会

①対象者抽出・案内 ②申請書の受付・入力（情報連携の一部自動

化） ③管理（異動情報の自動化、管理をクラウド化） ④関係機関へ

の提供（抽出、帳票発行）

図4-13-9 田原市防災センター（南庁舎６階講堂）

図4-13-14 災害時要支援名簿システム画面

図4-13-13 市町村防災支援システムの情報経路

図4-13-12 市町村防災支援システムの概要

図4-13-7 職員非常参集メール受信画面

図4-13-8 Ｊアラートの概要（総務省消防庁ＨＰ）

図4-13-11 ドローン

図4-13-10 田原市水位・雨量監視システム（市ホームページリンク）
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〔 ２〕 安心安全確保

〈 13-13〉 消防本部ホームページ 平成９年度～ 消防課

消防本部から市民・事業者等に対する情報提供とし

て、市公式ホームページ内に①違反物件の公表、②消

防本部からお知らせ、③組織、④消防年報、⑤消防統

計情報、⑥１１９番通報、⑦火災予防、⑧消防車両紹

介、⑨消防かわら版、⑩消防団、⑪電子申請、⑫各種

様式ダウンロードのコーナーを設け、関係資料を掲載

しています。

このほか、市内ＡＥＤ設置場所の紹介や、日本救急

医療財団全国ＡＥＤマップ登録情報から現在位置近く

のＡＥＤ設置情報を表示するアプリ、現在時点の市内

火災等災害情報をお知らせするページ、救急救命講習

などの資料を提供しています。
【用語解説】 ＡＥＤ ＝ 自動体外式除細動器。自動的に心電図の測定・解

析を行い、心臓が止まってしまった傷病者に電気ショックを与

え、心臓を正常なリズムに戻す装置。

〈 13-14〉 防犯監視カメラ 平成２６年度 総務課

本市は、街頭犯罪の抑止に向けて、平成２６年度、

市外からの出入口となる主要幹線道路交差点の４か所

に８台の防犯カメラを設置し、田原警察署と連携して

防犯対策を強化しています。

また、安全安心なまちづくりを推進するため、地区

自治会所有の集会所等への防犯カメラ設置費を補助す

るなど、地域防犯対策についても促進しています。

■防犯カメラガイドライン
個人情報の保護等に配慮し、撮影画像の適正管理・利用ル

ールに関し、田原市防犯カメラの設置及び運用に関するガ

イドラインを平成２６年に定めています。

※設置個所は、防犯カメラ作動中等の看板表示。

〈 13-15〉 Ｎｅ ｔ １１９緊急通報システム 令和元年度 消防署

市内に在住・在勤・在学で、聴覚・発話障がい等に

より、音声で１１９番通報ができない方が、スマート

フォン画面へのタッチや文字入力で通報が可能となる

Ｎｅ ｔ １１９緊急通報システムの運用を令和２年２月

から開始しました。

本システムには、インターネット・電子メール及び

位置情報の測位機能を有するスマートフォン又は携帯

電話をお持ちの方が無料登録できます。

また、東三河消防指令センター（東三河５市の消防本部共

同運用）では、日本語で会話困難な外国人からの１１９

番通報に対応する電話通訳センターを介した三者間同

時通訳を導入しています。

〈 13-16〉 消防関係手続きオンライン申請 令和４年度～ 予防課

総務省消防庁は、令和２年１２月閣議決定のデジタル・

ガバメント実行計画により、消防関係手続きの非対面届出

完了と届出に伴う移動削減等の利便性の向上、消防業務の

処理効率の向上を推進し、総務省消防庁による標準様式作

成等により電子申請導入が容易になり、本市も令和４年９

月から火災予防分野のオンライン申請を開始しました。

消防本部ホームページの電子申請に、ぴったりサービス

を利用する申請として、防火対象物関係・火災予防条例・

危険物規制を掲げ、また、あいち電子申請・届出システム

を利用する申請として、危険物関係等を列挙しています。

パソコンやスマートフォンによる電子申請は、窓口に出

向く手続きが不要で、消防本部も受付・決裁・保存の一連

業務が電子処理できることから、サービスの向上と業務の

効率化が実現します。

〈 13-17〉 特殊詐欺対策装置 令和４年度～ 総務課

令和３年の特殊詐欺被害は、全国で約２７８億円に上る

ことから、本市も令和４年度から愛知県と連携し、特殊詐

欺の被害に遭うことの多い高齢者のみの世帯を対象として

特殊詐欺対策電話機等の購入を補助しています。
【用語解説】特殊詐欺＝ 電話を使ったオレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐

欺などを言い、毎年、高齢者を中心に大きな被害が出ています。

■対策機能
①着信拒否（非登録・非通知番号、管理サーバー登録迷惑電話の着信を

拒否）、②着信前警告（通話内容録音を警告）、③電話番号表示

（相手番号表示、記録する機能等）、④通話録音（通話内容を録音）等

で被害を抑制。

■支援内容
６５歳以上のみ世帯を対象として、①通話録音装置、②着信

拒否装置、③固定電話機（通話録音装置又は着信拒否装置が内蔵）を

対象に購入支援。※令和４年度：補助率1/2以内、上限額7, 000円

【 Ｉ ＣＴ防犯活用参考】防犯情報まるわかりアプリ「 アイチポリス」

愛知県警察は、平成２９年から県内の犯罪情報を

地図・一覧表示、パトロール機能、防犯ブザー・痴

漢撃退機能等掲載のスマートフォンアプリ「 アイチ

ポリス」 を提供しています。

■主な機能
①マップ機能：犯罪発生情報・不審者情報や警察署・交

番、子ども１１０番の家を地図上で確認。

②パトロール機能：犯罪重点エリアを表示し、効果的な

パトロール活動を実施。

③イマココ機能：通知で今いる場所が判明。

④防犯ブザー等機能： スマートフォンが防犯ブザーにな

り、お子さんや女性を保護。

⑤防犯啓発動画の閲覧機能： ＹｏｕＴｕｂｅ愛知県警察

公式チャンネでル配信する動画の視聴できます。 図4-13-20 アイチポリスの機能

図4-13-15 消防本部ホームページ（田原市公式ホームページ内）

図4-13-17 Ｎｅ ｔ １１９アプリ画面

図4-13-16 防犯カメラ設置の表示

図4-13-19 特殊詐欺対策装置の概要

図4-13-18 ぴったりサービスの電子申請対応手続き
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〔 １４項〕 福祉医療分野（ 行政） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この分野は、日常生活でスマートフォンを使いこなしている子育て世代向けの各種オンライン

サービスなどが充実しつつあり、健康管理や医療においても導入が期待されています。

〈 １〉 子育て支援

◆妊娠・出産・ 子育て情報の提供・相談等に

ＳＮＳやホームページを活用し、保育園・

児童クラブ等の保護者との情報連絡等の効

率化と市民サービスの向上を図るため、管

理アプリによるサービス向上と業務効率化

を進めています。

〈 ２〉 高齢者対応

◆緊急時や行方不明時にデジタル技術を活用

した緊急通報システムや検索システムによ

る効果的な安全対策に取り組んでいます。

〈 ３〉 健康・ 医療

◆外国人の健康相談（通訳システム）、アプリに

よる健康マイレージ、健康カルテ等データ

活用、電子カルテ導入支援、新型コロナワ

クチン接種予約システム、救急医療サイト

など、デジタル技術を活用しています。

〈 ４〉 国民年金

◆マイナンバーカードを活用したねんきんネ

ットが運用開始し、オンライン手続きが可

能になっています。

〔 １〕 子育て支援

〈 14-１〉 子育て応援サイト 平成２８年度～令和４年度 【子育て支援課】

官民共同（市と(株)アスコエパートナーズ）により令和２８年度開設の妊娠・出産・子育て情報提供サイト「田原市

ママフレ」は令和４年度末終了し、内容は引き続き市公式ホームページ（子育てガイド）で提供して行きます。

■提供内容 ①市のお知らせ、②全国版子育てタウンサイトの情報、③相談先、④施設・窓口、⑤特集、⑥病院・救急。

〈 14-２〉 妊娠・ 出産・ 子育て総合相談窓口 令和４年度～ 親子交流館・子育て支援課

親子交流館すくっとは、妊産婦の孤立や産後うつ症状の予

防、子育ての困難感等を緩和するため、妊娠出産子育て総合

相談窓口（対面・電話）を開設し、令和４年度から「すくっとＬ

Ｉ ＮＥ相談」 を開始しています。

■実施内容
・妊娠中から１８歳未満の子どものいる家庭を対象として、ママサポ

ーター・子育てコンシェルジュ（保育士）が相談に対応。

・ 子育て応援サービスの案内、子育てイベント情報の紹介等。

〈 14-３〉 保育園等情報管理システム 令和４年度～ 子育て支援課・生涯学習課

保育園・児童クラブの業務改善・効率化、保護者利便性向

上等のため、市立保育園（３園）、児童クラブ（ ２クラブ）に、総合

保育アプリケーション（ＣｏＤＭＯＮ）を令和４年度に試験導入

し、情報提供の迅速化、配付物削減等効果を検証した上で、

令和５年度に全保育園・児童クラブに導入する予定です。

■処理内容
①出欠連絡・入退記録管理、②お便り等の紙配付を電子データ化、

③Ｗｅｂ活用による情報伝達迅速化

〔 ２〕 高齢者対応

〈 14-４〉 シルバーハウジング緊急通報システム 平成１１年度～ 高齢福祉課

高齢者の緊急時対応をするため、市営神戸久保川住宅と福祉の里住宅をシルバーハウジングとして整備し、

入居者に携帯可能なペンダント型無線発信機を付与し、消防署（１１９番）等に通報する緊急通報システムを導

入しています。また、水センサー等利用見守りシステムと連動させ、トイレやお風呂等で一定時間水を利用し

なかった場合等にも、緊急通報システムが作動します。
【用語解説】シルバーハウジング ＝ 高齢者等の生活特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅棟と生活援助員による日常生活支援サービスの

提供を併せて行う、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅。

〈 14-５〉 高齢者等緊急通報システム 平成２８年度～ 高齢福祉課

市は、緊急時の通報が困難な一人暮らし高齢者等に、簡単

な操作で消防署等に自動連絡できるペンダント型無線発信機

（緊急通報システム）を平成２８年度から貸与しています。

■通報システムの概要
「相談ボタン」は親族又は協力者等へ、「 緊急ボタン」は消防署に

自動通報する仕組み。

図4-14-1 田原市公式ホームページ子育てガイド
図4-14-3 すくっとＬＩ ＮＥ相談画面

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧
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子育て応援
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通報システム
【高齢福祉課】

１ ２ ３

【高齢福祉課】

行方不明者

捜索システム
【高齢福祉課】

５

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★行政による福祉・医療のシステム・取組

業務処理等

市民等利用

たはら健康

マイレージ
【健康課】

健康カルテ等

【健康課】【健康課】

11

【健康課】

国民年金等

【保険年金課】

12 13

９

【健康課】

10

図4-14-4 アプリ利用内容

図4-14-5 通報システム概要

みえる通訳

システム
【健康課】

７

事業者支援

４

６ ８

図4-14-2 たはら健康マイレージ紹介（市公式ホームページ）

公共ＤＸ ８５～９７項目
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〈 14-６〉 行方不明者捜索システム 令和４年度～ 高齢福祉課

認知症により自宅に帰れなくなった高齢者の早期発見・

保護のため、発見された際に連絡が入る認知症見守りＱＲ

ラベルシール交付事業を令和４年７月から開始しました。

■捜索システムの概要
①高齢者の衣類や持ち物に専用ＱＲラベルシールを貼付。

②行方不明になった際、発見者がシールのＱＲコードをスマート

フォンで読み取ると、行方不明者捜索システムに接続し、事前登

録した家族に対して自動的に通知メール送信。

※このシステムは、２４時間３６５日対応でき、行方不明の捜索

や介護家族等の精神的負担が軽減。

〔 ３〕 健康・ 医療

〈 14-７〉 みえる通訳システム 令和４年度～ 健康課

外国人妊産婦が増加する中、言葉の壁で妊産婦の悩みや

細かなニュアンスが伝わらないため、令和４年度から外国

人との会話をサポートするオンラインの映像通訳サービス

「みえる通訳」を導入しました。

■利用手順
タブレットからワンタッチで日本語と外国語が話せる通訳オペレー

ターに繋がり、お互いの顔を見ながら対応することで、微妙なニュ

アンスも認識可能となり、妊娠・出産・子育ての不安が軽減。

※１３か国語（ ２４時間３６５日・手話通訳サービス対応可能言語有）

〈 14-８〉 東三河４市共同救急医療サイト 平成２７年度～ 健康課

東三河４市（田原市・豊橋市・豊川市・蒲郡市）は、適正受診ＰＲ

のため、共同でホームページ「救急ナビっち」を立ち上げ

居住地近くの医療機関や休日・夜間急病時の医療機関の情

報を提供しています。

このほか、関連情報と

して救急医療体制、こど

もの救急ナビ、医師会リ

ンクなどの情報提供をし

ています。

〈 14-９〉 たはら健康マイレージ（ あいち健康プラス） 令和２年度～ 健康課

愛知県は、生涯を通じて主体的に健康づくりに取り組む

「あいち健康プラス」の活動を推進し、本市もチャレンジ

シートに加えて、令和２年度からたはら健康マイレージに

スマートフォン用アプリ「あいち健康プラス」を導入して

います（令和３年度２９２人参加）。

■あいち健康プラス
歩数計測・ ランキング、バーチャルウォーキングマップ、体重記

録等機能、企業単位の参加も可能で、県下２２市町村が活用。

アプリのインストール、健診受診、健康づくりに取り組むことで

ポイントをため、「電子版まいか」進呈、年間協力店での特典。

〈 14-10〉 公的病院電子カルテ導入支援 令和３年度～ 健康課

各医療機関が、これまで紙で作成していた診療録を電子化

（電子カルテ記録）し、病状・治療経過等の診療情報を保存・更新

し、会計・オーダリング・臨床検査・薬剤等システムとオン

ラインで連携し、医療の質と安全の確保を図ります。

■電子カルテ導入支援
令和３年度から愛知厚生連渥美病院の基幹システム更新に際し、電

子カルテ導入を公的病院運営支援事業補助金で支援し、患者情報の

管理、マイナンバー資格認証・他医療機関連携を促進。

〈 14-11〉 新型コロナワクチン接種予約システム 令和３年度～ 健康課

令和３年度から新型コロナワクチン接種予約を携帯電話な

どインターネット端末からオンライン予約できるシステムを

導入し、予約枠の空きが２４時間検索できるなど、市民の利

便性向上と予約事務の効率化が図られています。

従来のコールセンターは、対象者が多いと電話がつながら

ない問題等がありましたが、オンライン予約は円滑な予約が

可能となります。
※ワクチン接種記録は、マイナンバーカード活用により、新型コロナワクチン接

種証明書アプリに表示されます。

〈 14-12〉 健康カルテ等健診データ活用 令和５年度～ 健康課

令和２年の国の健診指針改正等に基づき、健診等記録（電子

化情報）の転居時市町村間引継ぎや個人が一元的に確認する仕

組みづくりのため、健診等記録様式の標準化、個人や市町村

へ提供する中間サーバー整備により、情報連携によるシステ

ム運用の準備が進められています。

健診等記録は、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮

頸がん、肝炎ウイルス、骨粗しょう症、歯周疾患の一次健診

及び精密検査結果です。

〔 ４〕 その他

〈 14-13〉 国民年金オンライン申請 平成４年度～ 保険年金課

国民年金の手続きは、令和４年５月からマイナンバーカ

ードを利用したマイナポータル（ぴったりサービス）から電子申

請（２４時間・ ３６５日対応）が可能となり、スマートフォンから

年金記録・将来受け取る年金見込額・年金定期便等も確認

できるようになりました。

また、年金保険料についても、令和５年２月から現金、

口座振替、クレジットカード、Pay-easy等による納付に加

えて、スマートフォンアプリによる電子（キャッシュレス）決済

で納付可能になりました。

図4-14-9 あいち健康プラス画面

図4-14-6 行方不明者捜索システム紹介ちらし

図4-14-7 オンライン通訳システム（企業ＨＰ）

図4-14-12 健診記録データ活用概要（仮）

図4-14-13 国民年金オンラインシステム

図4-14-8 救急ナビっちホームページ画面

図4-14-10 電子カルテシステムの医療連携イメージ

図4-14-11 オンライン予約システム
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〔 １５項〕 産業経済分野（ 行政） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

この分野は、消費者のオンライン・ ショッピング利用やホームページやＳＮＳによる情報収集

などや、産業界における人材不足や生産性向上などへの対応としてのデジタル活用が進む中で、

市の産業活性化・支援策においてデジタル活用を取り組んでいます。

〈 １〉 農水産業振興

◆市内農用地等利用区分を表示したデジタルマッ

プ、農地・園芸施設バンクなどの営農情報をホー

ムページ公開や営農支援メールによる情報配信

を行っています。

◆また、農家台帳デジタル化や農林水産省共通申請

サービスやスマート農業促進支援制度等により、

Ｉ ＣＴ活用による業務効率化や様々 な課題解決

への対応を進めています。
【用語解説】スマート農業＝ ＡＩ 、Ｉ oＴ、ロボット等の活用や、得られたデータで作業を自動化する取組などのこと。

〈 ２〉 商工観光振興

◆企業フェア、たまぽカード事業、プレミアム付き

商品券、観光体験事業やＰＲにおいてデジタル技

術の活用を進める中で、市民や企業等のデジタル

利活用を図っています。

◆また、デジタル化に伴う消費生活トラブルにも対

応した消費者相談や出前講座も、オンラインで対

応できるようになっています。

〔 １〕 農水産業振興

〈 15-１〉 農業委員会ホームページ 平成９年度以降 農業委員会事務局

市公式ホームページに農業委員会のページを設け、取組概

要や各種制度・手続き・申請様式等の総合的な情報を提供し

ています。

■ホームページ掲載内容
農業委員会概要、委員名簿、農地貸借、農地売買、農地転用、農業

者年金、相続税納税猶予、農業委員会発行諸証明、遊休農地対策、

農業委員会だより、農業委員会総会・農用地利用集積計画事前検討

会年間開催計画、各種様式、関係リンク集等

〈 15-２〉 農地・ 園芸施設バンク 平成２５年度～ 営農支援課

市内の農地や園芸施設の遊休化を抑制し、有効利用を図る

ため、売却・貸付を希望する所有者から希望価格・現況等の

物件情報を把握し、農地・園芸施設バンク事業として、市公

式ホームページで情報提供しています。

将来的に農地等の管理に不安のある方や、規模拡大を目指

す方などに利用されています。

〈 15-３〉 営農支援メール 平成２７年度～ 営農支援課

本市は、平成２７年度から農業経営に必要な情報を希望す

る農業者に、インターネット経由の「営農支援メール」によ

り、事前に登録した種類（栽培品目等）の営農情報（病害虫情報等）

を配信しています。

■登録情報 ※市公式ホームページから登録

栽培等品目（輪菊、キャベツ、水稲、豚、酪農、イチゴ等々 ）、病害虫情

報・補助金情報・先進技術情報（要否）、認定農業者（該当）、エコフ

ァーマ―（該当）、経営区分（経営者等々 ）、所属団体（青年農業士
等々 ）、農地情報（売買、借地、地区等）、防疫情報（要否）

■配信内容 病害虫情報、補助金情報、先進技術情報、農地情報

〈 15-４〉 クックパッド 田原市のキッチン 平成２７年度～ 農政課・健康課

本市は国内トップクラスの農業生産地であることから、料

理レシピ無料サイト・ クックパッドに田原市の食材を使った

ページ「田原市のキッチン」 を設け、平成２７年から特産の

野菜等を美味しく食べていただける様々 なレシピを紹介して

います。

このレシピは、野菜ソムリエの資格を持つ「ベジエール渥

美」及び「田原市食生活改善サポーター」が作成したものを

農政課と健康課でクックパッドに掲載しています。
※令和５年３月現在： ９８レシピ掲載

【用語解説】野菜ソムリエ＝野菜や果物の目利き、栄養・食材に合った料理法など

の専門の知識を持っていることを、一般社団法人日本野菜ソムリエ協会

が認定する民間資格。

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧
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図4-15-2 プレミアム付き商品券
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農業委員会

ホームページ
【 】
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事業者支援

図4-15-1 農林水産省共通申請サービス

図4-15-3 市公式ホームページ 農業委員会トップペイジ

図4-15-5 営農支援メール

図4-15-4 市公式ホームページ 農地バンク画面

図4-15-6 クックパッドの田原市のキッチン画面

公共ＤＸ ９８～１１３項目
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〈 15-５〉 防災重点ため池マップ等 令和２年度～ 農政課

平成３０年７月発生の豪雨により、広島県等で農業用ため

池の決壊が甚大な被害をもたらしたことから、本市において

も堰堤決壊が周辺地域に水害を及ぼす恐れがある農業用ため

池を「防災重点ため池」 として選定しました。

そして、令和２年３月選定の防災重点ため池に関し、一覧

表、位置図、ため池決壊時の影響区域等ハザードマップ３４

個所をデジタルデータ化し、市公式ホームページで公開して

います。
【用語解説】ハザードマップ＝ 自然災害による被害を予測し、その被害範囲を

地図化したものを言います。

〈 15-６〉 スマート農業促進支援 令和３年度～ 農政課

担い手不足が憂慮される農業者の所得向上と持続可能な農

業を目指し、ロボット技術やＩ ＣＴ活用した省力化・高品質

生産を実現するスマート農業の普及を図っています。

令和４年度から人手不足、高齢化による対応力の低下や生

産性向上等を図るためにスマート農業機器等を導入する農業

者に対し、購入費の一部を助成しています。

■支援対象 ※補助率１／３以内（上限50万円）

農業用ドローン、環境モニタリング装置、アシストスーツ等

〈 15-７〉 タハナ～田原の花の定期便 令和３年度～ 農政課

日本一の花の生産地である本市からの情報発信と販売促進

を図るため、令和３年度からインターネット通販の仕組みを

活用した花の定期便「タハナ」 を実施しています。

タハナは、月変わりの花束が、水分を保ったまま専用のケ

ースでポスト（不在時ポスト投函）に配達されるサービスで、各事

業者提供コースから好きな内容を選択できます。

〈 15-８〉 農用地区域デジタルマップ 令和４年度～ 農政課

市全域が対象となる農業振興地域の農用地等区分は、市内の土地利用を計画的に制御するために定められて

いますので、農業者等がその設定状況を把握できるように、農用地区域デジタルマップを作成し、令和４年度

から公開型ＧＩ Ｓにより、市公式ホームページで情報提供しています。

このマップには農用地等利用区分と地形図又は航空写真と重ねることで位置関係を明確にするなど、様々 な

利便性の高い機能があります。

〈 15-９〉 農林水産省共通申請サービス 令和４年度～ 農政課 ※地域農業再生協議会

政府は、行政手続きのオンライン利用を原則化するなど

デジタル・ガバメントを推進する中、農林水産省は、令和

４年度までに法令手続と補助金申請の全オンライン化を目

標とし、農業者の利便性と地域農業再生協議会の業務効率

化のため、従来の紙書類申請からインターネット申請「農

林水産省共通申請サービス」（通称：ｅＭＡＦＦ）への移行に取り

組んでいます。

■電子申請
農業者→ 田原市地域農業再生協議会→ 農林水産省
※このシステムは、地域農業再生協議会の水稲生産計画書の取りまとめ業務

等に活用するとともに、個々 の農業者や法人もシステム活用可能。

また、国が基幹システムを開発し、ｅＭＡＦＦとデジタ

ル地図を組合せることで、農地情報を統合して一元的管理

できる農林水産省地理情報共通管理システムの構築を図っ

ています。

〈 15-10〉 農家台帳標準化 令和５年度予定 農業委員会事務局

現在、営農証明を除き農家台帳関係証明・農地基本台帳の

交付は、農業委員会事務局窓口のみで発行しています。
※営農証明は、事務局へ事前連絡すれば、証明書を作成し、翌日に、渥美支所・赤

羽根市民センターでも受領できます。

今後は、国主導の農家台帳標準化（全国共通の電子データ化）、農

業委員会サポートシステムの稼働が令和５年度に予定され、

ｅＭＡＦＦと連携した情報提供、オンライン申請による各種

証明・農地基本台帳交付等も可能になります。
※農業委員会サポートシステムは、各市町村の農業委員会が整備している農地台帳

に基づく農地情報を電子化・地図化して公開するためのシステムです。

〈 15-10〉 たはらｅマップ 農用地区域

図4-15-11 農用地等と航空写真の重ね図 図4-15-16 農家台帳地図管理画面（地図・農地情報連動表示等）図4-15-15 農家台帳管理画面図4-15-10 たはらｅマップ 農用地区域

図4-15-14 農業委員会サポートシステム

図4-15-12 ｅＭＡＦＦ農地ナビ画面 図4-15-13 農林水産省eＭＡＦＦ

出典：農林水産省Ｗｅｂサイト

図4-15-7 防災重点ため池ハザードマップ

図4-15-8 スマート農業技術例

図4-15-9 市公式ホームページのタハナの画面



田原市ＤＸ白書２０２２

31

〔 ２〕 商工観光振興

〈 15-11〉 観光デジタルサイネージ 平成２６年度～ 商工観光課

市外来訪者に観光情報を提供するた

め、豊橋鉄道三河田原駅舎に設置した

田原市交流ひろば（平成２６年度）と道の

駅田原めっくんはうす（平成３０年度）に

観光デジタルサイネージ（電子掲示板）を

設置しています。

ディスプレイ画面には、観光シーン

の画像やＰＲポスターなどを順次投影

しています。

〈 15-12〉 たまぼカード事業支援 平成２７年度～ 商工観光課

たまぽカードは、市内の小売店で組織する田原カード事業組

合、渥美カード事業組合が発行しているＩ Ｃカードで、カード

には加盟店での買い物でポイントが得られる機能に加えて、現

金をチャージする機能もあります。

市は、市内での消費拡大を促進させるため、市民課窓口に手

続きにみえる転入者や、子育て世代などへの生活支援等をたま

ぽポイントの付与という形で実施するとともに、各事業組合の

活動を支援しています。

〈 15-13〉 消費者相談・ 出前講座 平成２７年度～ 商工観光課・東三河広域連合

東三河広域連合が実施している消費生活講座は、消費生活相

談員が要望に応じて、東三河市町村の地域に出向く出前講座の

形態で、悪質商法や最近の相談事例などを説明しています。

また、令和４年度から新型コロナウイルス感染症に対処する

ため、消費生活相談ができるオンライン消費者相談を実施し、

自宅から日時を予約し、消費生活センターに出かけて、オンラ

イン相談専用タブレットにより相談に応じています。

東三河広域連合の公式ホームページやＬＩ ＮＥアカウントに

おいて、消費者トラブルの事例やアドバイス、消費生活講座の

情報などを提供しています。

■出前講座概要
落語家や漫談家による出前講座を開催。その予告編はインターネット

上の東三河広域連合ホームページ内でＹｏｕＴｕｂｅで公開。

・ 原 則＝平日１０時～１５時（土・日・祝・夜間は要相談）

・ 時 間＝３０分～１時間３０分、少人数・指定可能

・ テーマ＝悪質商法事例とその対処法、クーリングオフ、インターネ

ットトラブル等。

■相談件数の傾向
令和２年の商品・サービス別相談件数（消費者庁統計）は、１位）商品

一般、２位）デジタルコンテンツ、３位）他の健康食品、４位）不動産

賃借、５位）インターネット接続回線
※５０歳代まで（ うち３０歳代を除く）はデジタルコンテンツの相談が最も多い。

〈 15-14〉 観光体験博覧会たはら巡り～な 平成３０年度～ 商工観光課

平成３０年度から開催している“体験型観光たはら巡り～

な”は、公式ＷＥＢサイトに会員登録することで、様々 な体

験プログラム検索・残席数確認・予約がインターネットから

可能になります。

これにより、参加者は利便性が向上するとともに、運営側

はデータ整理等業務効率化が図られています。

令和４年度は、対象店舗

で参加証を示すとサービス

が受けられる“ もっとたは

ら巡り～なデジタルスタン

プラリー” を実施します。

これらによるデータの蓄

積・分析による効果的な施

策展開の検討を図って行き

ます。

〈 15-15〉 プレミアム付デジタル商品券 令和３年度～ 商工観光課

新型コロナウイルス感染症の影響により低迷する地域経済

を活性化するため、田原市共同商品券事業協議会が令和２年

度からプレミアム付商品券を発行しています。

令和３年度からは感染症対策やキャッシュレス決済の普及

を図るため、紙に印刷した商品券に加えて、デジタル商品券

を追加し、市は同協議会事業を支援しています。

なお、デジタル商品券の場合は、全体の使用状況などのデ

ータ集計や分析が容易にできることから、作業の省力化が図

られ、それらデータの蓄積による効果的な施策展開にも活用

が期待できます。

■事業概要 ※総額1億8千2百万円分（令和４年度）

・ 紙商品券（ 500円券）・ デジタル商品券（１円単位）：計2万8千セット

・ 約490店舗取扱い（飲食店、宿泊・小売・サービス事業者）

・ デジタル版商品券購入・使用はスマートフォンアプリＬＩ ＮＥ利用

〈 15-16〉 たはら企業フェア 令和３年度～ 商工観光課

市内の魅力ある企業や個人事業主等を、中学校生徒に紹介

し、市内企業への理解、就職、定住等の人材確保・人口流出

防止を目的とするたはら企業フェアを令和３年度からオンラ

イン・ イベントツール利用により開催しています。

■事業概要 ※令和４年度：市内８社参加

・バーチャル空間（ メタバース）に会場を設け、生徒配布タブレットか

ら企業ブースに入り、各企業の担当者から直接説明を聞く。

オンラインの企業フェア開催は、新型コロナウイルス感染

防止のみならず、参加する企業・生徒の移動負担軽減や、会

場確保・設営不要による開催日程の調整が容易になるなどの

効果が得られるとともに、参加した生徒からもオンライン開

催を望む評価が得られています。

図4-15-23 プレミアム付デジタル商品券

図4-15-17 デジタルサイネージ＝田原市交流ひろば（左）・ 道の駅めっくんはうす（右）

図4-15-18 たまぽカード

図4-15-20 オンライン消費者相談案内

図4-15-19 消費生活出前講座予告編

図4-15-21 デジタルスタンプラリー画面 図4-15-22 たはら巡り～な公式サイト

図4-15-24 オンライン企業フェア中学生アンケート他
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〔 １６項〕 教育文化等分野（ 行政） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

学校教育のデジタル活用・学習や、生涯学習における情報技術の活用など、社会のデジタル化

に応じた利活用が進んでいます。

〈 １〉 学校教育

◆教職員の多忙化を解消しながら、効率的な

業務処理と、効果的で様々 な状況に対応し

た教育を実現するため、校務支援システム

導入、ＧＩ ＧＡスクール等の国施策と連動

しながら、Ｉ ＣＴ環境・体制の整備を推進

しています。

◆また、デジタル技術を活用し、学校と児童・

生徒の保護者との円滑かつ確実な情報連

絡・情報発信体制の確立に取組んでいます。
【用語解説】ＧＩ ＧＡスクール構想＝ 全国の児童・生徒１人に１

台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部

科学省の取組み。

〈 ２〉 生涯学習

◆市のスポーツ・文化施設等の空き状況検索

や利用予約、イベントの参加申込み、図書

館図書等予約などでオンラインイン申請

を導入するとともに、博物館等の情報発信

や保有資料等のオンライン公開など、Ｉ Ｃ

Ｔ技術を活用した市民サービスの向上と

業務効率化に取り組んでいます。

〔 １〕 学校教育

〈 16-１〉 小中学校ホームページ 平成９年度以降 学校教育課

市内全小中学校（小学校１８校・中学校４校）は、インターネット

上に学校ごとに公式ホームページを開設し、学校概要、教育

目標、年間行事予定、校歌、学校の特徴等を掲載し、情報発

信しています。

また、ホームページ内に、各行事や活動報告や連絡事項を

遂次掲載できるブログを設け、これにより、学校運営の状況

をより分かり易く保護者等に伝えています。
【用語解説】ブログ＝日記風に情報を追加する方法で作成されたＷＥＢサイト。

〈 16-２〉 校務支援システム 平成２８年度～ 学校教育課

小学校・中学校の校務多様化に伴う業務に対処する統合型

校務Ｉ ＣＴ処理として、年間学校行事、児童生徒個人情報管

理、成績処理、通知表作成、転出入手続き、出欠席管理等に

ついて、各教員がコンピューター端末で処理するシステムを

平成２８年度から豊橋市と共同運用しています。

また、他校の教職員に情報を発信・受信・共有することも

できる統合型校務支援システムを導入したことで、職員異動

時も校務事務を覚え直す時間が不要となるなど、校務の効率

的化が図られています。
※国のＩ ＣＴを活用した教育推進自治体応援事業により、４市共同（豊橋市・豊川

市・蒲郡市・田原市）により校務支援システム導入。

〈 16-３〉 児童生徒情報連絡システム 平成２８年度～ 学校教育課

平成２８年度、校務支援システムにより、児童生徒の家庭

が、学校からの連絡が受信できるメールアドレスをＱＲコー

ドから登録することで、緊急情報等を迅速に連絡する体制を

整えています。

このシステムは、台風や自然災害による休校・学校行事の

変更、児童生徒に危険が及ぶ恐れがあるなどの突発的事象発

生や行事予定や各種案内など、定期発刊の通信（おたより）では

間に合わない内容の連絡に使用しています。
※市防災情報などメール配信と同サービスで、受信のみの広告等は一切届かないもの

となっています。

図4-16-1 田原南部小学校授業風景

図4-16-5 校務支援システム画面

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

校務支援

システム
【学校教育課】

校内ネット

ワーク
【学校教育課】

児童生徒

配備
【学校教育課】

プログラ

ミング教育
【学校教育課】 【学校教育課】

【学校教育課】

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★デジタル技術を活用した行政サービス等

【学校教育課】

小中学校

ホームページ
【学校教育課】

博物館

デジタル化
【文化財課】 【文化財課】

【図書館】

オンライン

参加受付等
【生涯学習課】 【図書館】

公共施設

予約システム
【生涯学習課】

１ ２ ３ ４ ５

６ ７

11 12 13

８ 10

14

９

15

市民等利用業務処理等 事業者支援

図4-16-2 東部中学校ホームページ（ トップ画面）

図4-16-3 田原中学校ホームページ（ メニュー・ブログ画面） 図4-16-4 東部中学校ホームページ（ブログ画面）

図4-16-6 連絡システム

公共ＤＸ １１４～１２８項目
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〈 16-４〉 小中学校校内ネットワーク 令和元年度～ 学校教育課

今後、Ｓｏｃ ｉ ｅ ｔ ｙ ５.０時代を生きることとなる子供

たちには先端技術の活用が求められるなか、令和元年度から

国のＧＩ ＧＡスクール構想に基づく導入支援を受けながら、

コンピューター端末配備に合わせ、高速大容量通信ネットワ

ークを一体的に整備しました。

これは、学校のＩ ＣＴ環境を整えることで多様な子供たち

を誰一人取り残すことのなく、個別最適化された学びを持続

的に実現することを目指すもので、令和２年度から運用開始

しています。

大人数一斉通信の安定化や、高速大容量通信ネットワーク

（Ｗｉ -Ｆｉ ）を整備したことにより、複数の学級による一斉通

信や、特別教室・体育館等での通信も可能となっています。
【用語解説】Ｓｏｃ ｉ ｅ ｔ ｙ ５.０時代＝ＡＩ やロボットの力を借りて私たち

人間がより快適に活力に満ちた生活を送る社会が実現する時代。

〈 16-５〉 児童生徒タブレット配備 令和２年度～ 学校教育課

ＧＩ ＧＡスクール構想に基づく支援により、児童生徒に１

人１台のコンピューター（タブレット端末）を令和２年度から導入

しています。

これに伴い、タブレット端末の故障や破損に対する機器の

確保と調達体制の構築や、一斉学習・個別学習・協働学習の

充実に取り組んでいます。

また、児童生徒に１台貸与されるタブレットの自己管理に

ついては、ルール（田原市タブレットを活用するために）を定め、適正

利用に努めています。

■取扱いルールの概要
①学校で貸し出すタブレットは、学習活動に使うことが目的です。

②休み時間や業後に使う時は、先生の許可を得ます。

③他人に貸したり、使わせたりせず、自分のタブレットを使います。

④パスワードは、友だちに教えたり聞いたりしません。

等々

〈 16-６〉 プログラミング教育 令和２年度～ 学校教育課

情報活用能力は、言語能力と同様に「学習基盤となる資質・

能力」 として、新しい学習指導要領に位置付けられました。

小学校は文字入力等の基本的操作やプログラミング的な思考

育成、中学校は技術・家庭科でプログラミングに関する内容充

実が求められます。
※小学校は令和２年度、中学校は令和３年度から実施。

田原市情報視聴覚研究会と連携し、各教科の特性に応じて、

教材を活用し、プログラミングの考え方を取り入れた学習を実

施しています。

〈 16-７〉 教育クラウド、デジタル教材 令和２年度～ 学校教育課

小中学校のＩ ＣＴ環境整備として、コンピューター端末

と通信ネットワークとともに、教育クラウドとデジタル教

材の活用を推進しています。

デジタル教材の代表例として、デジタル教科書があり、

令和４年度と５年度は、英語のデジタル教科書が児童（５・

６年生）、生徒（中学１～３年生）に整備されています。

従来の紙の教科書とデジタル教科書を組み合わせた活用

例には、発音を音声確認・自動チェックがあげられます。

〈 16-８〉 リモート授業・ 通信教育 令和２年度～ 学校教育課

数年前からＹｏｕＴｕｂｅ等による授業の動画配信、双方

向・ リアルタイムのコミュニケーション可能なリモート授業

による通信教育の取組が見られるようになりました。

令和２年度からカメラ・ マイク等の通信装置を充実し、災

害や感染症発生等による学校の臨時休業時等にリモート授業

を実施し、子供たちの学びを保障する環境づくりに取組んで

います。

今後は、生活科や総合的な学習の時間等で、同様の単元を

展開する市内・市外学校等との連携など、リモート授業の利

活用が検討課題となっています。

〔 ２〕 生涯学習

〈 16-９〉 図書館貸出図書予約等システム 平成１４年度～ 図書館

平成１４年の中央図書館開館時から、図書館情報システムを導入し、図書の貸出・返却や資料管理業務等を

電子化し、田原市図書館公式ホームページから貸出期間の延長・資料予約等が可能になっています。

その後、平成２４年の図書館システ

ム更新時に、資料検索のキーワード予

測、話題のキーワード表示、外部ＷＥ

Ｂサービス連携など利用者の利便性を

大幅に向上させました。
※３０年度に業務サーバー更新

図4-16-7 校内ネットワーク整備

図4-16-8 児童・生徒タブレット配備

図4-16-9 田原中学校ロボコンクラブ

図4-16-10 学習者用デジタル教科書のイメージ図（文部科学省）

図4-16-11 リモート授業

出典：田原南部小学校ブログより

出典：田原中学校ブログより

出典：田原南部小学校ブログより

図4-16-12 図書館公式フェイスブック 図4-16-13 中央図書館 図書予約等システム
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〈 16-10〉 公共施設予約システム 平成２３年度～ 生涯学習課

平成１７年度から市独自の公共施設予約システムを運用開

始し、平成２３年４月から共同利用型公共施設予約システム

（あいち電子自治体推進協議会運営）に移行し、市民等は専用Ｉ Ｄを

取得すれば、パソコンやスマートフォンからいつでも施設

空き状況の検索・予約（仮申込）可能となっています。

システム共同化により、管理等経費の平準化・削減が図ら

れ、今後はキャッシュレス決済や予約・料金徴収・予約確定

が即座にできるシステムの導入を検討しています。

■オンライン予約
ＰＣ・スマホ等予約⇒２日前までに利用料窓口納付⇒予約確定
※オフライン予約は窓口で予約（利用料納付）し、その場で予約確定。

〈 14-11〉 オンライン参加受付等 平成２７年度～ 生涯学習課

本市生涯学習課主催の講座や、その他イベント参加受付の

際、あいち電子申請・届出システムを活用しています。

それまでのメール受付は、確認メール返信等が必要となる

などの課題があり、事務の効率化・送信ミス解消等のため、

あいち電子申請・届出システムによるオンライン受付を始め

ました。

■利用申請の流れ
申請フォーム作成（市）→ 講座・ イベント案内（市）→ 電子

申請（市民）→ 申請内容確認（市）

〈 16-12〉 図書館イベント等デジタルアーカイブ 令和元年度～ 図書館

図書館と市民・団体等との協働により、歴史・文化資源を

デジタルアーカイブ化し、田原市図書館公式ホームページで

公開しています。

現在は、歴史や地域に関する紙芝居の読み聞かせ動画や東

愛知新聞掲載の田原市関連の記事見出しデータセット、お散

歩e本（電子書籍）等があり、コンテンツは東三河オープン

データポータルサイトで公開・ダウンロード可能となってい

ます。
※令和元年度市民提案型委託事業としてNPO法人たはら広場と図書館が制作

終戦前日の渥美線機銃掃射事件を伝える紙芝居「前日物

語」のデジタルアーカイブ化をきっかけにコンテンツを増や

しています。

〈 16-13〉 たはＬａｂデジタル人材育成 令和２年度～ 図書館

中央図書館は、令和３年１月からパソコンやタブレット端

末を使ってプログラミングを学べるコーナーとして、初心者

向けのプログラミング教材やロボットによるプログラミング

体験講座を開催しています。
※プログラミング体験は、教材であるＳｃｒ ａ ｔ ｃｈ(スクラッチ)やｍＢｏｔ (エム

ボット)を導入し、図書館開館中はだれでも使うことができます。

また、令和４年１月からＮＰＯ法人たはら広場主催でスマ

ホお悩み相談を開催しています。

〈 16-14〉 博物館デジタル化 令和４年度～ 文化財課

田原市博物館や渥美郷土資料館等が保管する歴史・美術・

考古・民俗資料は、紙や表計算ソフトでデータ管理していま

したが、整理・確認等に時間を要していたことから、令和４

年度に収蔵品管理システムを導入しました。

また、館内は、無料Ｗｉ －Ｆｉ により、収蔵品管理システ

ム登録作品の詳細情報を来場者がスマートフォン等で確認で

きます。

更に、リーフレットや文化財ガイ

ド等の資料情報を博物館ホームペー

ジで閲覧可能にするデジタル資料庫

や田原市博物館インスタグラムの情

報発信等でサービスの向上を図って

います。
※田原市博物館インスタグラムフォロワー1290人

（令和５年３月末）

〈 16-15〉 埋蔵文化財包蔵地デジタルマップ 令和４年度～ 文化財課

令和４年１１月から本市の埋蔵文

化財包蔵地、記念物、有形文化財の

位置等を表示する埋蔵文化財包蔵地

デジタルマップをインターネット上

の地図情報サービスたはらeマップ

で公開しています。

これにより、市民等に埋蔵文化財

等の存在を示し、開発等からの適切

な保護・保全に取組んでいます。

図4-16-21 田原市博物館インスタグラム

図4-16-14 公共施設予約システム

図4-16-15 オンライン参加受付画面

図4-16-22 田原博物館ホームページ・ リンクページ等

図4-16-23 埋蔵文化財包蔵地デジタルマップ画面
図4-16-17 図書館デジタルアーカイブ図4-16-16 田原市に関する記事見出し抽出画面

図4-16-18 プログラミング講座

図4-16-20 スマホお悩み相談図4-16-19 たはＬａｂコーナー 出典：ＮＰＯたはら広場ＨＰより
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〔 １７項〕 生活交流分野（ 行政） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆Ｉ ＣＴ技術の進展は、情報収集・伝達の効

率化に寄与し、インターネットを通じて世

界中の情報が瞬時に行き来し、以前は全く

繋がりのなかった人々 もＳＮＳ等により

簡単に関係性を構築できるようになりま

した。

市民公益活動の促進には、情報発信と情報

収集が欠かせないことから、ポータルサイ

ト「 どすごいネット」や市公式ホームペー

ジ内の個別ページ「 たはら市民活動支援セ

ンター」等を開設しています。

◆今や重要な地域振興策となっているふる

さと納税は、利便性の高いインターネット

専用サイトの利用が中心（寄附金持参はごく僅か）

となっており、いかに効果的に情報発信す

るかが重要となっています。

◆定住移住の促進を図るためのお試し移住

支援では、テレワークやワーケーションに

よる新たな暮らし方も想定しています。

◆また、オンライン利用による外国人住民支

援や海外交流事業、確定申告相談・引越し

手続き・斎場の予約、ゴミ分別アプリ、ぐ

るりんバス運行データの提供、公共駐車場

Ｉ Ｃカード決済など、Ｉ ＣＴ技術の導入に

よって、市民等の利便性向上と業務効率化

が実現しています。

〈 17-１〉 市民活動支援情報サイト 平成１８年度～ 企画課

東三河５市（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市）で構成する

東三河市民活動推進協議会において、東三河市民活動情報

サイト「 どすごいネット」 を開設（平成１８年度）し、登録団

体の活動内容、イベント、ボランティア募集、活動を支援

する制度等を情報提供しています。

また、たはら市民活動支援

センター（田原地域文化広場内）は、

対面相談のほか、市公式ホー

ムページ上に個別ページを設

け、活動の情報提供・収集、

メールマガジン配信等を行う

ほか、平成２７年から 公式

Facebookで迅速な情報提供を

行っています。

〈 17-２〉 空き家・ 空き地バンク 平成２１年度～ 建築課

本市においても、人口減少、少子高齢化、核家族化等を

背景に、空き家・空き地が増えており、治安・危険・景観

の面で問題となっています。

そこで、本市の「空き家・空き地バンク」にこれらを貸

したい人・売りたい人に物件登録していただき、市公式ホ

ームページや民間サイト等で情報発信しています。

インターネットを活用することで、広く全国の移住希望

者に周知することが可能となっています。

〈 17-３〉 土地台帳・ 公図閲覧システム 平成２５年度更新 税務課

本市税務課の土地台帳・公図電子データを専用パソコン

で閲覧するシステムで、どなたでも申請すれば閲覧ブース

のパソコンで閲覧できます。
※土地台帳の閲覧、公図電子データをプリントする場合は有料（手数料）。

■システム利用
・税務課受付カウンター備付のディスプレイ表示の写真・地図から

該当地を選択し、その土地が所属する字単位で、１月１日現在の

土地の所在、登記地目、登記地積、名義人氏名を閲覧します。

なお、これらデータの提供元である法務局においても、

各種手続き等のオンライン化が進められています。

図4-17-3 公式Facebook画面
図4-17-1 市民活動支援センターサイト（市公式ＨＰ内）

デ ジ タ ル 活 用 取 組 一 覧

情報サイト
【企画課】

ふるさと

納税サイト
【企画課】

お試し

移住支援
【企画課】

Ｉ ＣＴ活用

【広報秘書課】

姉妹都市等

【広報秘書課】【税務課】

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

★デジタル技術を活用した行政サービス等

市民等利用

【市民課】

愛犬登録

【環境政策課】

斎場予約

システム
【環境政策課】

【環境政策課】

空き家・

空き地バンク

図4-17-4 「 どすごいネット」 ホームページ画面

ごみ分別

【 】

業務処理等

閲覧システム
【税務課】

１ ２ ３ ４ ５

６ ８

13

９

1412

７ 10

11 15

図4-17-7 田原市公式ホームページ空き家物件紹介画面図4-17-5 空き家・空き地バンク制度 図4-17-6 民間空き家バンクサイト

図4-17-9 ディスプレイ表示図4-17-8 閲覧ブース

図4-17-2 市民活動支援センターサイト（市公式ＨＰ内）

公共ＤＸ １２９～１４３項目
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〈 17-４〉 ふるさと納税サイト 平成２８年度～ 企画課

本市は、ふるさと納税制度（平成２０年創設）を積極

活用した地域活性化の展開方針を平成２７年度に定

め、翌年度から民間ふるさと納税サイトを利用し、

寄附金獲得に取組んでいます。

寄附希望者は、市委託のサイトから返礼品を選択

し、申込・寄附金納付等を行い、サイト運営事業者

が返礼品送付・事務処理等を行う形で、近年は年間

１億円を超える寄附実績となっています。

令和４年度のふるさと納税サイトは「 さとふる」、

「 ふるさとチョイス」、「 楽天ふるさと納税」の３社

で、寄附希望者はこの中から選択できます。
【用語解説】ふるさと納税制度＝故郷や応援したい自治体に寄附する

制度で、寄附金額のうち2, 000円超過部分は所得税や住民

税の控除が受けられ、寄附金使い道指定や地域名産品等の

返礼品が得られる。

インターネット利用ふるさと納税の場合は、その

実績はデジタルデータとして処理されていることか

ら、種類別の申込増減、寄附者の属性やクレーム等

様々 な傾向分析が容易であり、各サイト運営事業者

の月次報告等に基づき迅速な改善等が可能となって

います。

〈 17-５〉 ごみ分別促進アプリ等 平成２９年度～ 廃棄物対策課

ごみの分別収集等の情報提供は、ごみカレンダー・ガイドブック

配布、広報・ ＨＰへの情報掲載、個別説明会等によるお知らせによ

り行ってきましたが、これらに並行し平成２９年６月からスマート

フォンごみ分別促進アプリ「 さんあ～る」で情報提供しています。

更に、令和５年３月から英語、中国語、ベトナム語、インドネシ

ア語対応を追加し、常時・随時、ごみ出し関連情報をプッシュ型で

市民に発信しています。

令和５年３月、市公式ＹｏｕＴｕｂｅで、ごみステーションへの

ごみの出し方や分別ポイント等を紹介する動画を掲載しています。

■さんあ～る情報提供内容 ※登録者数（令和５年３月）： 約８,６００ダウンロード

地区ごとのごみ出し日（カレンダー表示）、ごみ出しルール、分別早見表、ごみ袋

販売店、資源ごみ回収拠点、市からのお知らせ等を表示。

〈 17-６〉 愛犬登録管理システム 平成２年度更新 環境政策課

狂犬病予防法により、犬の飼い主には、犬の登録と年1

回の狂犬病予防注射が義務付けられ、令和2年度に現在の

愛犬登録管理システムを導入し、飼い犬の登録と狂犬病予

防注射履歴の管理を行っています。

現在、市内の約3, 500頭の犬が登録され、本システムに

よる登録番号・犬種等による検索機能の活用、注射案内葉

書発行や各種統計、転入・転出処理等、犬の適正管理と業

務の効率化が実現しています。

〈 17-７〉 確定申告等相談予約システム 令和２年度～ 税務課

市が実施する所得税・市県民税の申告相談業務は、会場

の混乱回避、来場者の利便性向上のため、令和２年度から

予約制を導入し、電話とインターネットで受付していま

す。申告期間中は、パソコンやスマートフォンからいつで

も予約可能です。

また、令和２年度に豊橋税務署や東三河近隣市も同様の

システムを導入しています。将来的にはｅ―Ｔａｘ等によ

る電子申告の利用拡大を推進して行きます。

〈 17-８〉 斎場予約システム 令和３年度～ 環境政策課

従来、斎場の火葬等予約は、夜間・休日含め遺族等から

電話受付（聞き取り・受付簿記入等）していましたが、聞き違い

や重複予約等が生じることもあり、その解消と申込みの利

便性向上のため、新田原斎場の稼働（令和３年４月）に合わせ

て、インターネット予約システムを導入しました。

予約システム入力は、遺族等の依頼に基づき、市登録の

葬祭業者が行い、併せて、葬祭棟・霊柩車・霊安室も同時

に予約できるなど、業務の効率化に寄与しています。

〈 17-９〉 姉妹都市等オンライン交流会 令和３年度・ ４年度 広報秘書課

本市は、アメリカ、中国、韓国の海外都市と姉妹・友好

提携等を行い、様々 な形で交流していますが、コロナ禍に

より実際に行き来する交流ができない状況にありました。

３０周年（令和２年）を迎えたアメリカ合衆国ケンタッキー

州ジョージタウン市、２０周年（令和４年）を迎えたインデ

ィアナ州プリンストン市及びギブソン郡との交流も、相互

に往来する記念イベントが開催困難であったため、インタ

ーネットＷｅｂ会議システムを使って、両市関係者がそれ

ぞれの場所で、互いの顔が映し出された画面を見ながらこ

れまでの成果や今後の交流について語り合うオンライン交

流会を開催し、新しい形で交流を深めました。
【姉妹都市】 アメリカ合衆国ケンタッキー州ジョージタウン市

大韓民国ソウル特別市銅雀区

【友好都市】 アメリカ合衆国インディアナ州プリンストン市及びギブソン郡

中華人民共和国江蘇省昆山市

図4-17-11 さとふる報告の実績データ分析

図4-17-10 楽天ふるさと納税サイト画面

図4-7-13 ゴミ出しＰＲ動画

図4-7-12 ごみ分別促進アプリさんあ～るＰＲちらし

図4-17-14 愛犬登録管理システム画面

図4-17-17 田原斎場予約システム画面

図4-17-18 プリンストン市とのオンライン交流会

図4-17-16 予約システム画面図4-17-15 相談予約ちらし
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〈 17-10〉 ぐるりんバスＧＴＦＳデータ化 令和３年度～ 街づくり推進課

田原市ぐるりんバス（コミュニティバス）のダイヤやバス

停の位置などをＧＴＦＳデータ化し、東三河オープン

データに公開しています。

データは、民間事業者が提供する「 Ｇｏｏｇ ｌ ｅ

マップ」等の地図サービスや、「 ＮＡＶＩ ＴＩ ＭＥ」

や「 Ｃｅｎｔ Ｘ」 等のＭａａＳアプリや様々 なサービ

スに反映され、経路検索等で広く活用されています。
【用語解説】コミュニティバス＝ 地域住民の移動手段確保の目的で、

既存路線バス以外の市町村等運行バスのこと。

【用語解説】ＧＴＦＳ（ General  Transi t Feed Speci fi cati on） ＝

公共交通機関の時刻表とその地理的情報に使用される共通

形式を定義したもので、バス停の位置情報、時刻表、ルー

トなどの複数のＣＳＶファイルが一つのＺＩ Ｐファイルに

格納されたもの。

【用語解説】ＭａａＳ（ Mobi l i ty as a Servi ce） ＝ マース。あらゆ

る公共交通機関を、情報通信技術を活用して継ぎ目なく結

びつけるサービスのこと。

〈 17-11〉 Ｉ ＣＴを活用した外国人住民支援 令和４年度～ 広報秘書課

外国人のための日本語教室は、市内２か所（渥美教室、田原教室）、

相談事業は田原文化会館（たはら国際交流協会事務室）で実施しています

が、外国人の多くは自家用車で移動できない技能実習生であるた

め、開催場所から遠い方は利用が困難な状況でした。

そこで、移動・時間の制約のないオンラインフォーム等による

相談やコロナ禍で浸透したオンライン会議ツール活用を検討し、

令和４年４月からＺｏｏｍ等によるオンライン日本語教室やオン

ラインでの相談窓口を開設しています。

また、５年毎に実施している外国人住民へのアンケート調査も、

令和４年度からオンライン回答を中心に実施しました。

■日本語教室・相談窓口
・日本語教室・相談窓口＝市（業務委託）→ たはら国際交流協会（教
室・相談窓口のＰＲ、教室実施・相談対応）

・ 外国人住民アンケート調査＝市（業務委託）→ 渥美半島まちづくり

推進機構（アンケートフォーム作成、回答集計・分析等）

〈 17-12〉 お試し移住支援 令和４年度～ 企画課

市公式ホームページ内に定住・移住総合窓口を設け、暮らしや

すさなど、本市の良さを情報発信しています。
※たはら暮らしや定住・移住サポーターの情報は、公式Instagramに掲載しています。

令和４年度は、定住・移住とデジタル活用促進を図るため、市

外在住者の“お試し移住”に対し宿泊費・ レンタカー借上料を補

助するお試し移住支援を開始し、デジタル人材の流入促進のため、

お試し移住期間のテレワーク実施には補助率を優遇しています。

■お試し移住制度の概要
・ コロナ禍の影響によりテレワーク移住が社会に浸透してきており、その

流れを本市への移住促進に結びつける制度

・期間：令和４年７月２３日～１１月３０日

・ お試し移住は補助率１/３以内、テレワーク実施は補助率１/２以内

・利用者アンケート等により移住ニーズや課題把握・受入環境整備

〈 17-13〉 引越しワンストップサービス 令和４年度～ 市民課

令和３年度の国補正予算により、マイナンバーカードの

所有者の転出・転入手続きワンストップ体制の整備に着手

しました。

令和４年度、総務省による全国統一住民基本台帳システ

ム改修を行い、令和５年２月から全国市区町村でマイナポ

ータルを通じたオンライン転出届・転入（転居）の予約サー

ビスが始まりました。

これにより“行かない窓口（自宅等で転出手続可能）、待たない

窓口（転入時に窓口滞在時間短縮）” を実現し、転出・転入手続き

の市民の利便性向上と、業務効率化（電子化・自動入力による職員

入力作業時間軽減）を図って行きます。

〈 17-14〉 ペット・ マイクロチップ登録 令和４年度～ 環境政策課

動物の愛護及び管理に関する法律により、

令和４年６月１日から、ブリーダーやペット

ショップ等で販売される犬や猫は、マイクロ

チップの装着が義務化されています。
※これ以前から飼っているペットは努力義務

犬と猫のマイクロチップ登録サイトに識別

番号、所有者情報（氏名、住所等）、動物情報（名

前等）をオンライン登録します。

■マイクロチップ
直径２・長さ８～１２ミリ

メートルの円筒形、アンテ

ナ・ Ｉ Ｃ部内蔵、１５桁の

識別番号を専用リーダーで

読み取り、指定登録機関の

情報と照合し、飼い主を特

定します。

〈 17-15〉 駅南公共駐車場Ｉ Ｃカード決済 令和４年度～ 街づくり推進課

パークアンドライド及び中心市街地

活性化として、平成２２年度に供用開

始した田原駅南公共駐車場の料金精算

機の更新に際して、令和４年９月、新

５００円硬貨・インボイス・キャッシ

ュレス決済に対応できる精算機を導入

しました。

キャッシュレス決済の機能は、豊橋

鉄道渥美線がＩ Ｃ改札機に導入してい

る交通系Ｉ Ｃカードを用いることによ

り、利用者は非接触型キャッシュレス

払いで利便性が向上し、施設管理とし

ても現金管理業務の削減等の業務効率

化が図られています。

図4-17-22 お試し移住支援補助制度ＰＲちらし

図4-17-23 引越しワンストップサービス

図4-17-26 田原駅南公共駐車場図4-17-25 出口全自動精算機

図4-17-24 ペットのマイクロチップ装着制度

出典：環境省ＨＰ

図4-17-21 オンライン日本語教室

出典：たはら国際交流協会ＨＰ

図4-17-19 Ｇｏｏｇｌ ｅマップ画面 図4-17-20 ＮＡＶＩ ＴＩ ＭＥ画面
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図4-18-4 ホームページ内の会議録検索画面

図4-18-1 田原市議会ホームページ画面

図4-18-5 市議会本会議のインターネット中継

図4-18-7 ＹｏｕＴｕｂｅ 田原市チャンネル

図4-18-3 電子申請申込み

図4-18-6 Ｗｅｂ形式の性格検査

図4-18-2 職員募集（広報たはら）

図4-18-8 パブリックコメント募集（公式ホームページ内）

〔 １８項〕 その他デジタル化等（行政） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆市議会は、平成２８年策定の田原市議会Ｉ ＣＴ

化推進基本計画に基づき、定例会本会議のＣＡ

ＴＶ・インターネット中継実施やタブレット端

末利用による資料のデジタル化、議会ホームペ

ージによる情報発信等に取り組んでいます。

◆用地買収等管理、一元管理積算、公用車道路点

検、営繕積算、水道検針、排水機場非常通報管

理、公営企業資産管理・会計処理など、各課業

務における複雑・多様或いは大量事務にＩ Ｔ機

器（専用システム）を導入し、処理の効率化を図っ

ています。

◆市民意識調査のウェブ回答、まちづくり市民会

議のウェブ参加、市職員募集オンライン申請、

不用財産のネットオークションなどインター

ネットを活用した取組や、デジタルデータ・Ｇ

Ｉ Ｓ・自動処理などのシステム導入により、事

務効率化と市民サービスの向上に取り組んで

います。

〈 18-１〉 議会Ｉ ＣＴ化推進 平成２８年度～ 議事課

田原市議会Ｉ ＣＴ化推進基本計画に基づき議会ホームページ

（市公式ホームページ内）の充実を図っています。

■市議会ホームページの内容
①市議会の案内（市議会の仕事、委員会所管事項、各種報告書等）

②議員の紹介（議員名簿、議会構成表、会派別名簿、政務活動費等）

③市議会の活動（会議日程・一般質問・議案等一覧、会議結果、議会中継等）

④市議会へどうぞ（議会傍聴、請願・陳情、議会だより等）

⑤会議録の検索（本会議・各委員会の会議録）

⑥議会インターネット中継（生中継、録画中継）

また、グループウェアにより、議会資料を電子化・クラウド

保存し、タブレット端末からダウンロード・閲覧に加えて資料

の効率的な管理や、議員のスケジュール登録・管理、事務局等

からの連絡調整を行っています。

更に、議会審議の透明性確保及び市民に開かれた議会運営を

行うため、ＣＡＴＶやインターネットにより、議会中継が視聴

できる環境を整えています。

これらのＩ ＣＴ導入により、議会の積極的な情報発信、印刷

物の削減、業務の効率化等を推進しています。

〈 18-２〉 市職員募集 平成１８年度～ 人事課

市職員の募集は、市公式ホームページで広く周知するとともに、市公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで職員採用

のＰＲ動画を公開しています。

優秀な人材を確保するため、平成１８

年度からインターネット申請（あいち電子自

治体電子申請システム）も可能としたこともあ

り、県外出身者が市職員として移住して

くるケースも少なくありません。

また、採用考査（総合能力試験）では、申

込者は試験・面接に先立ち、Ｗｅｂ上で

行う性格検査を受検しています。

〈 18-３〉 パブリックコメント募集 平成１８年度～ 広報秘書課

市が策定する各種計画等は、案の段階から市公式ホームページ

等で周知し、市民等から電子メール等で寄せられた意見を計画等

に反映するパブリックコメント制度を平成１８年度から実施し、

市民の行政参加を推進しています。

これにより、市役所開庁時間に関係なく、いつでもどこからで

も内容確認・意見提出が可能となり、寄せられた意見や市の考え

方・対応もホームページで公表しています。

■コメント募集手順
計画等公表（市役所担当課窓口閲覧・ホームページ等）→ 意見募集（直接・郵

便・電子メール等）→ 提出意見の概要・市の考え方を公表（ホームページ）

→ 計画等への意見反映

議会

化推進
【議事課】

市民意識等

【企画課】

まちづくり

【企画課】

市職員募集

【人事課】

上下水道

料金
【水道課ほか】

公営企業

会計
【水道課ほか】

＊ ＊ ＊ 取 組 内 容 ＊ ＊ ＊

下水道事業

会計
【下水道課】

汲取管理

システム
【下水道課】

下水道管理

【下水道課】

下水道資産

【下水道課】

排水機場非常

【下水道課】

公用車道路

点検
【維持管理課】

一元管理

積算
【建設課】

用地買収等

管理
【建設課】

市有財産

公売
【財政課】

水道

検針機器
【水道課】

水道施設中央

監視システム
【水道課】

水道

システム
【水道課】

営繕積算

システム
【建築課】
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図4-18-10 令和４年市民意識調査（調査票）

図4-18-11 官公庁オークション画面

図4-18-17 営繕積算システム画面

図4-18-16 道路点検システム画面

公有地の

図4-18-12 販売（市公式ＨＰ）・公売（東三河広域）

図4-18-15 ネットワーク型一元管理積算システム画面

図4-18-9 市民の声の取扱い（公式ホームページ内）

図4-18-13 まちづくり市民会議画面

図4-18-14 用地買収等管理システム作業画面

図4-18-18 上下水道料金システム画面

〈 18-４〉 市民の声（意見・提案等）募集 平成１９年度～ 広報秘書課

市民等の建設的な提案等を市施策に反映するため、主要な公共

施設に設置する市民提言箱に加えて、平成１９年度から市公式ホ

ームページに「市民の声」提言フォームを設けています。

市政への意見、提案等を専用フォームから受け付け、提言箱同

様に内容に応じて対応しています。

■意見募集の流れ
ホームページ及び各施設提言箱内→ 紙ベース・ メール受領意見を各担

当課へ回覧→ 各担当課で意見に対する回答作成→ 提言者が希望する

方法で回答（郵送・メール・電話等）

〈 18-５〉 市民意識等アンケート調査 令和２年度～ 企画課

インターネットを活用した統計調査は、コロナ禍の令和２年の

国勢調査で行われ、令和４年実施の市民意識調査（市総合計画評価）

も、あいち電子自治体システムのＷｅｂ回答を活用しました。

スマートフォン等から効率的に回答でき、回答用紙返送の手間

もなくなり、市側も入力データを整理・分析できるなど大きなメ

リットがあり、今回の市民意識調査では回答者の２３％でした。

■令和４年市民意識調査（特定施策部分）の内容
デジタル社会に関する設問：①所有する通信機器、②スマートフォン

等の使用目的、③デジタル社会に期待すること、④デジタル社会に不

安に感じることについて、回答者年代・性別・居住地等で分析

〈 18-６〉 市有財産インターネット公売 令和３年度～ 財政課

老朽化等で不要になった公用車等財産処分は、インターネット

上の入札システム（官公庁オークション）を利用し、広く入札希望者を

募り、最高額入札を落札者とすることで、新車両購入時の下取

りよりも高額売却が多く、有効な財源確保策となっています。

車両売却のほか、処分費が必要となっていた不要なパソコン

なども有償売却ができるなど、成果が上がっています。
※システム利用料＝売却金額×８％

また、不用となった市有地の処分を田原市公式ホームページ、

税滞納等差押物件（土地・建物等）の処分を東三河広域連合ホーム

ページで広く募集し、処分の促進を図っています。

〈 18-７〉 まちづくり市民会議サイト 令和４年度～ 企画課

本市の次期総合計画の策定に向けて、インターネットから気軽

に参加できるシステムを活用し、市民参加型オンライン合意形成

プラットフォーム「まちづくり市民会議」を設け、市の将来に対

する意見を募集しています

この市民会議は、スマートフォン等からアカウント登録するこ

とで、時間・場所を問わず参加可能で、テーマに対して意見を投

稿することができます。
【用語解説】総合計画＝ 地方自治体の最上位計画で、住民全体で共有する市の将来目標や

施策を示し、行政運営の指針となるもの。

〈 18-８〉 用地買収等管理システム 平成１７年度～ 建設課

市の公共用地取得データを事業毎に入力・管理し、税務署事前

協議関係書類、契約書関係書類、登記関係書類、税証明関係書類

等の書類作成・印刷を一度のパソコン入力で可能とする用地買収

等管理システム（用地管太郎）を平成１７年度に導入しました。

これにより、課ごとの公用地取得の契約等書類の差異解消や、

法改正等への即時対応が可能となり、公共用地取得関係が書類作

成時間の短縮、業務効率化を図られています。

〈 18-９〉 一元管理積算システム 平成２８年度～ 建設課

市の建設工事発注に必要な設計書は、様々 な数量・単価を積算

する膨大な作業で従来からパソコンを活用して作成しています。

業務効率の向上を図るため、平成２８年度からネットワーク型

一元管理積算システムを導入し、各職員配備パソコンから設計書

のデータ共有・蓄積が可能となりました。また、外部接続の危険

性がないため、現在は導入を見合わせている愛知県使用の積算シ

ステムも導入を検討しながらバージョンアップを行っています。

〈 18-10〉 公用車道路点検システム 令和４年度～ 維持管理課

市の道路損傷状況の把握は、週３日職員２名１組で公用車から

目視で行い、補修していますが、時間・人員に限りがあるため、

点検範囲の拡大が困難となっていました。

そこで、令和４年度から道路点検ＡＩ システムを導入し、公用

車と保険会社契約車両のドライブレコーダー収集データから、Ａ

Ｉ を活用して道路損傷個所を抽出し、市内道路状況を把握すると

ともに事故の危険性が高い個所で迅速な対応を実施しています。
※道路点検ＡＩ システムは、令和２年に市と包括連携協定を締結した三井住友海上火災保険

（株）が提供するシステム。

〈 18-11〉 営繕積算システム 令和４年度～ 建築課

市が発注する建築工事等に必要となる設計書の作成に、膨大な

労力と時間を要することから、公共標準単価データ等を基に、公

共建築工事内訳書標準様式に準じた構成で内訳設計書を作成する

営繕積算システム（ＲＩ ＢＣ２）を令和４年度から導入しました。

工事発注業務は、年度開始直後に業務時期が集中する傾向があ

るため、システム活用による効率的な業務遂行を図っています。

■システム活用の流れ
設計依頼（市担当部署）→ 設計業務受諾・内訳設計書作成（建築課）→

内訳設計書確認・工事発注（市担当部署）

〈 18-12〉 上下水道料金システム 平成７年度～ 水道課

上水道・下水道料金の賦課・徴収・滞納管理、納付通知書印刷

等を行う上下水道料金システムを導入しています。
※下水道料金は水道使用量と連動して賦課される仕組みとなっています。

また、料金計算に必要な検針データは、検針員が持参する検針

機器入力データを反映させて行いますが、このシステムで効率的

な検針順路を設定できるようになっています。



田原市ＤＸ白書２０２２

40

図4-18-20 水道施設中央監視システム

図4-18-21 水道マッピングシステム画面 配管敷設図（たはらeマップ）

図4-18-23 排水機場非常通報監視システム画面

図4-18-26 下水道管理ＧＩ Ｓ画面

図4-18-28 下水道事業会計システム画面

図4-18-27 資産台帳管理システム画面

図4-18-19 水道検針機器画像

図4-18-22 公営企業会計（水道事業会計）システム画面

図4-18-24 下水道受益者負担金システム画面

図4-18-25 汲取管理システム画面

〈 18-13〉 水道検針機器 平成１７年度～ 水道課

奇数月に実施する水道検針は、各検針員が予め戸別データを取

り込んだ水道検針機器を携帯し、水道メーター表示値を入力する

ことで、その場で使用量・料金等明細を自動計算・プリントアウ

トし、明細書として利用者に配布しています。

水道検針機器（29台）は、上下水道料金システムと連動し、検針

前データ等取り込み、検針データの入力が容易に行えるなど、大

幅な業務効率化が図られています。

〈 18-14〉 水道施設中央監視システム 平成２８年度更新 水道課

水道施設の中央監視システムは、施設の運転状況の把握、流量

管理、遠隔操作を行うもので、旧町ごとで別システムを使ってい

ましたが、平成２８年度に田原地区・赤羽根地区・渥美地区のシ

ステムを統一しました。

■監視対象施設
①田原地区（六連配水場、東馬洗浄水場ほか６施設）、②赤羽根地区（赤羽根受水場、

赤羽根第１配水池ほか２施設）、③渥美地区（和地受水場、小塩津配水池ほか４施設）

〈 18-15〉 水道マッピングシステム 平成２０年度～ 水道課

本市の水道管網図・給水装置の情報をデジタル画像化

し、地図位置指定等で施設詳細が確認等できるシステム

を導入しています。

これを基に、水道課受付カウンターのパソコン・ディ

スプレイ画面や公開型ＧＩ Ｓ（たはらｅマップ）により、市

民等が実施しようとする工事個所付近の管路状況等が確

認できます。

〈 18-16〉 公営企業会計システム 平成２８年度更新 水道課

平成２８年度に公営企業である水道事業の予算、決算、出納、

固定資産の管理を行うクラウド利用型の公営企業会計システムを

導入（更新）しています。

水道事業会計と下水道事業会計は、複式簿記で経理するため、

ともにこのシステムを活用し、固定資産減価償却費の計算や財務

諸表の作成等で効率的に処理しています。

〈 18-17〉 排水機場非常通報監視システム 平成１８年度～ 下水道課

大雨等の出水時の浸水被害を回避するため、市街地の雨水排水

機場（中部、東部、東大浜）の運転状況等を通信・監視する非常通報監

視システムを平成１８年度に更新整備しました。

このシステムにより、受変電設備の異常、自家発電機・ポンプ

の重故障などを職員携帯電話等に自動通報することで、緊急対応

体制を整えています。

〈 18-18〉 下水道受益者負担金システム 平成１９年度～ 下水道課

公共下水道及び農業集落排水事業の下水道受益者の氏名・土

地・連絡先等の情報を登録し、受益者負担金の賦課・徴収・納

付記録等のデータ管理システムを導入しています。

また、受益者データに基づき、工事等の問合せへの対応、帳

票や納付通知書等を印刷することなど、業務の効率化を図って

います。

〈 18-19〉 汲取管理システム 平成２２年度～ 下水道課

汲取式トイレの使用者を登録し、汲取量の入力により、し尿

汲取手数料算定・納付書発行・口座振替データ作成等や汲取場

所図の登録や各種データの集計が行えるシステムを導入してい

ます。

■新規申込
利用者登録→ 汲取依頼→ 汲取票印刷→ 汲取作業→ 汲取量入力→ 納付

書発行・口座振替データ等作成

〈 18-20〉下水道管理ＧＩ Ｓシステム 令和元年度～ 下水道課

本市の公共下水道の雨水・汚水管路図等をデジ

タル画像化し、地図位置指定や字地番入力で、管

路施設の詳細が確認できるシステムを導入してい

ます。

これにより、下水道課受付カウンターのディス

プレイ画面や公開型ＧＩ Ｓ（たはらｅマップ）により、

市民等が実施しようとする工事個所付近の管路状

況等が確認できます。

〈 18-21〉 下水道資産台帳管理システム 令和元年度～ 下水道課

下水道事業の工事情報を登録し、会計処理に必要な資産内容

を整理する台帳システムを導入しています。

登録資産データに基づき下水道事業会計システムで減価償却

等を処理するなど必要な財務諸表を作成しています。

■工事等完了情報登録
資産・財源等登録→ データ出力→ 会計システムコンバート

〈 18-22〉 下水道事業会計システム 令和２年度～ 下水道課

公営企業会計の経理に対応し、消費税申告関連帳票及び固定

資産管理（減価償却計算等）機能を持つクラウド型の会計システム

で、令和２年下水道事業の法適化に伴い、水道事業と同システ

ムを導入しています。

この会計システムにより、予算・決算・財務諸表資料等のベ

ースを作成することで、事務の効率化を図っています。


